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平成26年３月11日（火曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成26年度宮崎県一般会計予算

○議案第４号 平成26年度宮崎県母子寡婦福祉

資金特別会計予算

○議案第20号 平成26年度宮崎県立病院事業会

計予算

○議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第31号 宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第38号 宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例の一部を改正する条

例

○議案第39号 宮崎県介護基盤緊急整備等臨時

特例基金条例の一部を改正する

条例

○議案第40号 宮崎県介護職員処遇改善等臨時

特例基金条例の一部を改正する

条例

○議案第43号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第48号 宮崎県介護保険審査会条例の一

部を改正する条例

○議案第49号 宮崎県介護保険サービスの人員、

設備及び運営等の基準に関する

条例の一部を改正する条例

○議案第50号 宮崎県指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改

正する条例

○請願第41-1号 修学資金貸付制度の拡充並び

に介護福祉士養成に係る離職

者訓練（委託訓練）制度の継

続実施に関する請願

○請願第46号 手話言語法制定を求める意見書

の提出についての請願

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

出席委員（７人）

委 員 長 新 見 昌 安

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 星 原 透

委 員 中 野 廣 明

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

病 院 局 医 監 兼
豊 田 清 一

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
桑 山 秀 彦

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 山之内 稔

県立日南病院長 鬼 塚 敏 男

県立日南病院事務局長 大 脇 泰 弘

県立延岡病院長 楠 元 志都生

県立延岡病院事務局長 野 﨑 邦 男

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

福祉保健部次長
冨 髙 敏 明

（ 福 祉 担 当 ）
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福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

こども政策局長 橋 本 江里子

部参事兼福祉保健課長 原 田 幸 二

医 療 薬 務 課 長 長 倉 芳 照

薬 務 対 策 室 長 肥田木 省 三

国保・援護課長 青 山 新 吾

長 寿 介 護 課 長 川 添 哲 郎

障 害 福 祉 課 長 古 川 壽 彦

部参事兼衛生管理課長 青 石 晃

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感染症対策室長 蛯 原 幸 子

こども政策課長 長 友 重 俊

こども家庭課長 村 上 悦 子

事務局職員出席者

総務課主任主事 橋 本 季士郎

議事課主任主事 大 山 孝 治

○新見委員長 ただいまから、厚生常任委員会

を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、審査方法についてであります。

お手元に配付しております「委員会審査の進

め方（案）」をごらんください。

まず、「１ 審査方針について」であります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業、新規

事業を中心に説明を求めることとし、あわせて

決算における指摘、要望事項に係る対応状況に

ついても説明を求めることとしております。

次に、「２ 当初予算関連議案の審査について」

であります。今回の委員会は、審査が長くなる

ことが予想されますので、福祉保健部について

は４つのグループに分けて審査を行い、最後に

総括質疑の場を設けていきたいというふうに

思っております。

審査方法について御異議ございませんでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、そのように

決定をいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

審査に入ります前に、皆様に御協力をお願い

したいことがございます。御承知のとおり、本

日で東日本大震災発生から３年を迎えました。

そこで、当委員会といたしまして、この震災で

亡くなられた方々の御冥福を祈り、ただいまか

ら黙祷を捧げたいと思います。御起立をお願い

いたします。黙祷。

〔黙祷〕

○新見委員長 黙祷を終わります。御着席くだ

さい。

それでは、審査に入ります。

まず、本委員会に付託されました議案等につ

いて、概要説明を求めます。

○渡邊病院局長 おはようございます。病院局

でございます。それでは、当委員会に審議をお

願いしております議案につきまして、その概要

を説明申し上げます。

お手元の「平成26年度２月定例県議会提出議

案平成26年度当初分」、この厚い冊子をごらんい
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ただきたいと思います。

議案は２件でございます。表紙をめくってい

ただきまして、目次をごらんいただきますと、

病院局関係の議案は下のほうでございますが、

議案第20号「平成26年度宮崎県立病院事業会計

予算」と、それから次のページをお開きいただ

きたいと思いますが、上から５行目でございま

す。議案第31号「宮崎県立病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例」でございま

す。

初めに、議案第20号「平成26年度宮崎県立病

院事業会計予算」でございますが、平成26年度

は当初予算編成に当たりましては、引き続き収

益の確保及び経費節減を推進する一方で、南海

トラフ巨大地震などの大規模災害時に備えまし

て、災害拠点病院としての機能強化を図ること

としております。

また、県立病院が提供する医療の質及び患者

サービスのさらなる向上を図るため、医療スタッ

フの専門資格の取得を促進する事業を実施して

まいりたいと考えております。

さらに、最重要課題であります医師、看護師

等確保対策に取り組むなど、主要な事業につき

ましては、重点的に予算を措置したところでご

ざいます。

また、県立宮崎病院の再整備につきましては、

去る１月の委員会で再整備の方向性について御

報告をいたしましたが、今回、必要な予算を措

置し、※今年度中を目途に基本構想を策定するこ

ととしております。

次に、議案第31号「宮崎県立病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例」でござ

いますが、これは、平成26年４月からの消費税

率の引き上げに伴いまして、所要の改正を行う

ものでございます。

議案の詳細につきましては、次長より説明い

たしますので、よろしく御審議のほどお願いし

たいと思います。

私からは、以上でございます。

○新見委員長 病院局長の概要説明が終了しま

した。

次に、議案に関する説明を求めます。

○桑山病院局次長 それでは、私のほうから御

説明をさせていただきます。

お手元の「厚生常任委員会資料（当初）」の１

ページをごらんいただきたいと思います。

まず１つ目、平成26年度県立病院事業会計当

初予算の概要でございます。

まず１の基本方針でありますが、３つ掲げて

おります。

１つ目といたしまして、年度内に発生すると

予想される全ての収益、費用を計上すること。

それから、２つ目といたしまして、現実的な収

益目標を設定し、また徹底した費用削減を進め

ること。それから、３つ目には、医師確保を初

め、将来を見据えた収益向上の取り組みを実施

すること。こうした３点を基本的な考え方とし

て、当初予算を編成しているとこでございます。

次に、２の重点項目でありますが、まず、南

海トラフ巨大地震など、大規模災害時に、県立

病院が災害拠点病院としての機能を十分発揮で

きるよう、必要な整備を行うこととしておりま

す。

また、２つ目の段落ですが、医療の質それか

ら患者サービスのさらなる向上を図るため、看

護師、薬剤師等の医療スタッフを対象に、高度

な専門資格の取得等を促進するための支援事業

を実施することとしております。

また、さらに病院事業の最重要課題でありま

※11ページに発言訂正あり
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す医師・看護師等の確保のための対策を引き続

き実施いたしますとともに、特に日南病院、延

岡病院に必要な医師の確保を図り、それをもっ

て県南・県北の地域医療体制の充実に寄与する

ために、宮崎大学医学部の講座に在籍する後期

臨床研修医に対する研修資金貸与事業を引き続

き実施することといたしております。

次に、一番下の３の新規重点事業でございま

す。２の重点項目に従いまして、３つの事業を

記載しておりますが、これにつきましては、後

ほど詳細に御説明を申し上げたいと思います。

次に、資料の２ページをごらんいただきたい

と思います。

４の収益的収支の概要でございます。２ペー

ジのほうには、前年度予算との比較増減表を記

載しておりますが、説明につきましては、３ペ

ージ以降記載しておりますので、表と対比しな

がら御説明をさせていただきたいと思います。

資料の３ページの一番上ですけれども、病院

事業収益でございます。枠囲みの下に記載して

おりますが、病院事業収益、全体で296億4,460

万円、前年度と比べまして14億92万8,000円の増、

率にして5.0％の増を見込んでおります。

このうち丸を３つ書いて大きく整理しており

ますが、まず、入院収益につきましては、194

億7,989万6,000円ということで、前年度と比べ

まして8,600万円余、率にして0.4％の増を見込

んだところでございます。

これにつきましては、延べ入院患者数につき

まして、今年度の入院患者の状況から、0.4％の

増を見込みますとともに、診療単価につきまし

ても、診療報酬改定の影響を考慮しまして、0.1

％の増という若干の増を見込んだことによるも

のでございます。

次に、２番目の外来収益でございますが、46

億1,579万3,000円ということで、前年度に比べ

まして１億767万1,000円、率にして2.4％の増を

見込んでおります。

これは、延べ外来患者数につきましては、精

神医療センターにおけるデイサービスの利用者

の増などによりまして、外来患者がふえている

状況を踏まえまして、1.7％の増を見込みますと

ともに、診療単価につきましては、外来化学療

法の増加等によりまして、0.7％の増を見込んだ

ことによるものでございます。

次に、一般会計繰入金でありますが、収益的

収支への繰入金は32億256万3,000円ということ

で、前年度と比べまして６億4,520万2,000円、

率にして16.8％の減を見込んでおります。

また、３行説明文を書いておりますが、ここ

に記載しております収益的収支と、次に御説明

いたします資本的収支、この両方を合わせた一

般会計繰入金の総額は55億7,461万円というふう

になっております。

これにつきましては、下に米印をつけた説明

を書いておりますが、地域医療再生基金、それ

から地域経済活性化・雇用創出臨時基金、こう

いった特定の財源を除いた一般会計繰入金の総

額は、平成26年度、今回当初予算で48億9,800万

円余ということで、前年度と比べまして4,500万

程度減となっております。病院局を設置した平

成18年度が57億4,900万円余でございましたの

で、その当時と比較しますと８億5,000万円程度

の削減が図られているところでございます。

次に、４ページをごらんいただきたいと思い

ます。

費用のほうでございます。

病院事業費用につきましては、枠囲みの下で

ございますが、総額で299億5,814万3,000円とい

うことで、前年度比17億3,167万4,000円の増、

平成26年３月11日(火)
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率にして6.1％の増を見込んでおります。

下に主な経費を並べておりますが、まず、給

与費でございますが、136億9,300万円余という

ことで、前年度と比べまして1.3％の増を見込ん

でおります。職員数の増、33名程度の増等に伴

う給与、手当などの増によるものでございます。

また、この中には、平成26年度から義務化さ

れます職員の退職給付引当金、これを３億3,000

万円、中に計上しております。15年間にわたっ

て必要な60億程度となるよう引き当てを行って

いく予定にしております。

次に、材料費でございますけれども、73億6,468

万8,000円で、前年度比0.3％の増、若干の増加

となっております。内容としましては、後発医

薬品の採用率向上などによりまして費用削減を

進める一方で、入院外来収益が増加することに

伴いまして、それの材料となりますこの材料費

も増加するといったことによるものでございま

す。

それから、次に経費でありますけれども、43

億7,932万7,000円ということで、前年度比7.1％

増という高い伸びを見込んでおります。増加の

主な要因といたしましては、消費税率の引き上

げによる影響のほか、料金値上げによる光熱水

費の増、あるいは近年、地域医療再生基金等に

より整備を進めております高度医療機械の保守

点検費用などの委託料の増などによるものでご

ざいます。

最後に、支払い利息でございますが、近年、

借入利率が低下しておりますことから、６

億3,700万円余ということで、前年度比12.0％の

減というふうになっております。

以上の結果、（３）の収支でございますが、収

支差は３億1,354万3,000円の赤字となっており

まして、前年度と比べまして３億3,074万6,000

円の収支の悪化というふうになっております。

しかしながら、米印に書いておりますとおり、

この中に元県立富養園の建物の解体に伴う除却

費特別損失が入っておりますので、これを除き

ますと545万4,000円の悪化にとどまるというこ

とで、ほぼ前年度並みの予算と言えようかとい

うふうに思っております。

なお、一番下に書いてある損益勘定留保資金

は、収支差からいわゆる現金収入を伴わない収

益、あるいは現金支出を伴わない費用、そういっ

たものを控除したいわゆる現金の収支でありま

して、９億7,100万円余の現金を確保することに

なっております。

次に、５ページをごらんいただきたいと思い

ます。

（４）の病院別収益的収支の状況を前年度と

比較して掲載をしております。

表の一番右の欄に各病院の収支差を記載して

おりますが、まず、一番上の宮崎病院でありま

すが、△の186ということで、１億8,600万円程

度の赤字ということでございます。前年度より

も５億500万円収支が悪化しておりますが、これ

は、先ほど申し上げました県立富養園の解体に

伴う特別損失、これが３億2,500万円余計上され

ております。それを除けば黒字という状況にご

ざいます。

次に、延岡病院でございますが、１億3,700万

円の黒字でありまして、前年度よりも２億3,100

万円収支改善という状況になっております。

それから、日南病院につきましては、２億6,500

万円の赤字でありまして、前年度よりも5,600万

円収支が悪化している状況にございます。

次に、６ページをお開きいただきたいと思い

ます。

もう一つの会計でございます収益的収支でご

平成26年３月11日(火)
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ざいます。

医療機械の更新でありますとか、建物の改良

工事など、支出の効果が長期にわたって及ぶも

のに関する収支をあらわしたものでございます。

まず、表の下にあります収入でございます。

資本的収入でありますけれども、企業債発行額

の減少によりまして、総額が36億2,304万7,000

円ということで、前年度と比べまして16億2,261

万2,000円の減、率にして30.9％の減となってお

ります。

資本的収入の内訳は、企業債と一般会計負担

金でありまして、そのうち企業債につきまして

は、建設改良費の減によりまして66.2％の大幅

な減となっております。

また、一般会計負担金につきましては、下に

括弧書きで記載しております地域経済活性化・

雇用創出臨時基金分等の受け入れなどによりま

して、８億2,300万円余、率にして53.2％の増と

いうふうになっております。

続きまして、７ページをごらんいただきたい

と思います。

支出のほうでございますが、資本的支出につ

きましては、医療機械購入費の減少等によりま

して、52億7,900万4,000円となりまして、前年

度と比べまして17億9,852万3,000円、率にし

て25.4％の減となっております。

これは、建設改良費、下の説明にございます。

この中において、前年度に地域医療再生基金を

活用しまして購入いたしましたリニアックであ

りますとか、核医学画像診断装置等の医療機械

の購入を行っていた影響によりまして、資産購

入費が大きく減少したために49.1％の減という

ようなことで、大きく減少をしているところで

ございます。

その他改良工事費というものがその上に書い

てありますが、ここに記載しております地下水

浄化システム、それから太陽光発電設備、この

関係につきましては次のページで御説明を申し

上げたいと思います。

また、企業債償還金という項目がございます。

これにつきましては、企業債残高が増加してお

りまして、それに伴いまして増加を見込んでい

るところでございます。

その結果、（３）の収支でありますが、16

億5,595万7,000円の収支不足ということになり

まして、この不足額につきましては、損益勘定

留保資金等で補填をすることにしております。

以上が予算の概要でございます。

続きまして、８ページをごらんいただきたい

と思います。

新規・重点事業の概要につきまして、御説明

を申し上げたいと思います。

まず１つ目が、「災害拠点病院機能強化等事

業」、これは新規事業でございます。

１の事業目的にありますが、大規模災害時に

ライフラインの被害等が発生した場合に備えま

して、地下水浄化システムや太陽光発電設備を

設置いたしまして、災害拠点病院としての機能

強化を図るものでございます。

２の事業概要でございますけれども、事業費

としましては、３億198万6,000円を計上してお

ります。財源といたしましては、企業債のほか

一般会計からの２つの基金の繰り入れ１億7,600

万円余を充当する予定にしております。

次に、（４）の事業内容でありますが、まず、

①が県立３病院地下水浄化システム設置工事と

いうことでありまして、２億198万6,000円を予

定しております。

これは、地下水をくみ上げまして、医療行為

に利用可能な水を確保するために、３病院に地
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下水の浄化システムを設置するものでございま

す。

また、②のほうは、太陽光発電設備設置工事、

これは延岡病院で予定しております。災害時に

は非常用の補助電源として、そしてまた、平常

時には経費節減の対策として、基金を活用して

整備を行うものでございます。

こうした事業の効果を、３の事業の効果を掲

げておりますが、既に３つの県立病院では、非

常用電源の確保でありますとか、あるいは一定

量の水の確保など、災害拠点病院としての備え

るべき機能は有しておるわけでございますが、

大規模災害時に備えまして、さらにこうした水

源あるいは補助電源を確保することによりまし

て、災害拠点病院としての機能の一層の充実強

化が図られますとともに、平常時には太陽光発

電のほうでございますが、発電した電気を院内

で使用することによりまして、経費節減にも寄

与するというふうに考えております。

次に、９ページでございます。

２つ目の事業でありますが、「高度医療専門人

材育成事業」、これは既定事業でございます。

まず、１の事業目的でありますが、医師とと

もにチーム医療を担う看護師、あるいは薬剤師

の医療スタッフにつきまして、認定看護師を初

めとする高度な専門資格の取得を促進すること

によりまして、医療スタッフのレベルアップを

図り、県立病院の提供する医療の質の向上、あ

るいは患者サービスの一層の向上を図ろうとい

うものでございます。

２の事業概要でありますが、事業費といたし

ましては2,522万3,000円を計上しております。

また、（４）の具体的な事業内容でありますが、

看護師につきましては、①認定看護師といった

専門的な資格、それから、薬剤師につきまして

は、②でありますが、がん薬物療法認定薬剤師

という資格がございます。こういった資格の取

得。それから、③でございますが、栄養士であ

りますとか、検査技師あるいは放射線技師など、

ほかの医療技術スタッフにつきましても、専門

資格の取得や、あるいは更新に係る費用の助成

を行うことによりまして、高度な資格の取得促

進を図ってまいりたいというふうに考えており

ます。

最後に、３の事業の効果でありますけれども、

先ほども申し上げました医療の質の向上、それ

から患者サービスの一層の向上に加えまして、

専門資格者の配置によりまして、診療報酬の加

算が得られるものもございます。こういった加

算を得られるようになることで、収益増にもつ

ながっていくものというふうに考えております。

次に、10ページをお開きいただきたいと思い

ます。

「医師・看護師等確保対策」でございます。

これも、既定事業でございます。

まず、１の事業目的でありますけれども、引

き続き就業環境改善、充実のために、「病児等保

育実施事業」を実施するなど、医師・看護師確

保のための対策に積極的に取り組んでまいりた

いと考えておりまして、これにより、県民への

充実した医療の提供でありますとか、あるいは

収益改善を図ってまいりたいというふうに考え

ております。

２の事業概要でありますが、事業費は１

億1,168万円を計上しております。

また、（４）の事業内容を御説明いたしますと、

まず、①の病児等保育実施事業、これにつきま

しては、宮崎病院と延岡病院におきまして、引

き続き実施をすることとしております。

それから、２番目の「初期研修医確保事業」
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でありますけれども、東京、福岡などで開催さ

れます病院合同説明会への参加でありますとか、

あるいは医学生がよく目にする医療情報誌への

ＰＲ記事の掲載、あるいは各県立病院を見て回

るバスツアーの開催、こういったものに引き続

き取り組んでまいりますが、今回、新たな取り

組みといたしまして盛り込んでおりますことを

申し上げますと、研修医募集用のＰＲ映像を作

成いたしまして、病院合同説明会でありますと

か、あるいは病院のホームページ等で積極的に

県立病院の魅力をＰＲしてまいりたいというふ

うに考えております。

それから、次に、３番目でございます。「後期

研修医研修資金貸与事業」であります。

本年度から取り組んでおる事業でありますが、

宮崎大学に在籍して、後期の臨床研修を受ける

医師に対しまして研修資金を貸与して、日南病

院あるいは延岡病院にその後一定期間勤務した

場合には、その債務を免除するというようなこ

とで、県北・県南の地域医療の確保、それから、

ひいては大学に医師が残ることによる県内全体

の医師確保につなげてまいりたいというもので

ございます。

それから、最後に④「看護師確保事業」でご

ざいますが、東京、大阪で実施しております経

験看護師の採用試験の実施でありますとか、あ

るいは看護学生などを対象といたしました県立

病院のバスツアーなど、引き続き取り組むこと

としておりますが、こちらのほうでも新たな取

り組みといたしまして、下から２行、３行目に

書いてありますが、看護師転職サイト、そういっ

たところに看護師募集のウエブ広告を掲載した

りとか、あるいはそういう転職サイトに登録し

てる方に対して採用試験の案内のメール送信、

そういったものを行うことで、採用試験への受

験者の確保、増加を図ってまいりたいというふ

うに考えております。

最後に、３の事業の効果でありますが、（１）

あるいは（２）に書いてありますように、医師

確保あるいは看護師確保等によりまして、収益

の増加や医療の質の向上が図られるものという

ふうに考えておりますし、（３）は、先ほども申

し上げました後期研修医研修資金貸与事業によ

る、県内全体の医師確保に寄与するような取り

組み、そういったことで医師確保につながって

いくというふうに思っております。

次に、11ページでございます。

11ページにつきましては、これは26年度の当

初予算の総括表でございます。それから、11ペ

ージが収益的収支でございまして、12ページが

資本的収支の総括表でございます。

内容については、これまでの御説明とダブり

ますので、省略をさせていただきたいと思いま

すが、この11ページの中で、字が小さくて恐縮

なんですが、太枠で囲まれて米印が頭についた

科目がございます。これらの科目は全部で７つ

ございますが、平成26年度から適用される新し

い会計基準によりまして、新たに計上する収益

あるいは費用になっております。

これらの科目につきまして、概要を御説明さ

せていただきたいと思いますんで、13ページの

ほうをごらんいただきたいと思います。

新しい会計基準適用によります26年度の当初

予算への影響についてということで、収益につ

いて１項目、それから費用につきまして７つ項

目を立てまして、御説明したいと思います。

まず、収益のほうでございます。長期前受金

戻入という項目が新たにできます。

これは、先ほど御説明した資本的収支におき

まして、資産を購入する際に受けた補助金であ



- 9 -

平成26年３月11日(火)

りますとか、あるいは企業債の元金を償還する

ときに、一般会計から繰入金を２分の１もらい

ます。こういったものについて、これまでは資

本剰余金というところにためているだけだった

わけですが、今後は購入した資産を収益的収支

の予算のほうで減価償却する際に、その見合い

分を収益化するということになりました。要は

資産購入費に係る費用相当分を減価償却費とし

て毎年度分割して計上してまいりますが、それ

に合わせて収益、補助金でありますとか一般会

計繰入金、これも分割して毎年度収益として計

上するということでございます。この長期前受

金戻入は、現金収入を伴わない収入ということ

になります。

それから、次に、費用について御説明をいた

します。

まず、この表の一番上の賞与引当金繰入額及

び法定福利費引当金繰入額でありますが、これ

は、次の年度の６月に支給される期末勤勉手当、

それから法定福利費のために引き当てるもので

ございます。

この考え方は、６月期のボーナス、これにつ

きましては、前年度の12月から５月までの６カ

月間の勤務に対して支給されるものでございま

すので、26年度、これの引き当てを、繰入額を

こういう形で取りますのは、26年度の12月から

３月の分の実績が、その翌年度の６月のボーナ

スに支給されるんで、その分を26年度予算から27

年度で支払う財源として引き当てておくという

ことでございます。そういうことで、引き当て

て、次年度のボーナスで使う、支払いに充てる

ということでございます。

逆に言うと、来年度はその前の年度からこの

繰り入れをもらって、６月のボーナスを支払う

べきところになるんですが、この新会計基準が26

年度からの適用でありますために、25年度、こ

としの予算ではそういう引き当てをしておりま

せん。したがいまして、この表の一番下に特別

損失を掲げておりますが、前年度から引き当て

てボーナスの財源とすべきものがないというこ

とですので、特別損失を5.8億円計上していると

ころでございます。この一番下の特別損失は、

今回のこの会計基準が変わることに伴う１年限

りの措置でございます。

それから、表の上から３番目の退職給付引当

金繰入額でありますが、これは、いわゆる新会

計基準で、退職手当の引き当てが義務化された

ことによりまして、毎年度、３億3,000万ずつ15

年間引き当てる予定にしております。

それから、次に、下から３番目、減価償却費

（みなし償却廃止に伴う増）というものがござ

います。これは、この前、補正の委員会でも出

てまいりましたが、補助金が当たってるものは、

これまでみなし償却ということで減価償却を行

いませんでしたが、今回の見直しでそれが廃止

になりましたことによりまして、この減価償却

費が増加することになるものでございます。そ

の分、収益のほうでいただいた補助金なども収

益として計上されるということでございまして、

収支同額になって影響はほとんどないという状

況でございます。

そうしたものが主なものでございますが、そ

れぞれの項目の収支への影響額は、右端に記載

のとおりでございます。収益18億円、それから

費用が20.1億円と書いておりますが、一番下の

特別損失などは初年度限りですので、基本的に

は収益改善の方向にこの見直しは振れるという

ことになりますが、ただ、現金ベースの収支は、

これはあくまでも会計制度の取り扱いでありま

して、現金ベースでは何ら変わることはござい
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ません。

そのほか、下のほうに、「２ その他の影響」

と書いておりますが、企業債及び他会計の借入

金の取り扱い、それから国庫補助金あるいは一

般会計負担金の取り扱いということで、そういっ

たものが資本の部から負債の部のほうに移ると

いうことが、貸借対照表上、変更となってまい

ります。

以上が、議案第20号に関する説明でございま

す。

次に、決算特別委員会の指摘・要望事項に係

る対応状況についての病院事業、病院局関連箇

所について御説明申し上げたいと思います。

お手元に配付されております「決算特別委員

会の指摘・要望事項に係る対応状況」の６ペー

ジをごらんいただきたいと思います。よろしい

でしょうか。この６ページの⑥でございます。

病院局につきましては、厚生分科会におきま

して、県立病院事業会計の決算の概要について、

「病院事業全体では収支改善が図られているも

のの、県立日南病院においては前年度と比べ収

支が悪化していることから、材料費や経費など

の費用のさらなる削減を図るなど、さまざまな

方策を検討し、引き続き経営改善に取り組むこ

と」との指摘・要望をいただいたところでござ

います。

平成26年度当初予算におきまして、県立日南

病院につきましては、医薬品等の共同購入であ

りますとか、あるいは後発医薬品の採用のさら

なる推進等によりまして、費用縮減に努めた予

算編成を行ったところであります。

また、今後とも積極的な医師確保に取り組む

ほか、施設基準の取得、それから地域医療機関

との連携強化等による診療機能の充実を図るな

ど、医療機能の充実とともに、より一層の経営

改善にも努めてまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。

決算に係る指摘・要望に関する御説明は、以

上でございます。

続きまして、もう一つ議案がございますので、

先ほどの委員会資料に戻っていただきまして、14

ページをごらんいただきたいと思います。

議案第31号の「宮崎県立病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例」についてで

ございます。

まず、１の改正の理由でありますが、平成26

年４月から消費税率が引き上げになることに伴

いまして、料金等の改正を行うものでございま

す。

次に、２の改正の内容でありますが、まず、

（１）でありますけれども、消費税課税対象と

なる料金のうち、健康保険法等の規定に基づく

診療報酬の算定方法を用いて算定する料金につ

いてと、非常に長いんですけれども、これは、

保険診療については消費税が非課税でございま

すが、保険診療と同じ診療報酬の算定方法を用

いて算定するものが保険外診療扱いとなるため

に、消費税相当分を加算する、そういったケー

スがございます。その料金に関する改正でござ

います。

具体的には、日本の健康保険に加入してない

外国人の船員が、医療機関を受診してけがの治

療をすると、そういった極めてまれなケースを

想定した料金の設定でございます。

このような料金につきましては、消費税の課

税となりますので、消費税相当分を加算して料

金をいただくことになりますけれども、診療報

酬そのものに、既に消費税対応分として、平成

元年の消費税導入時に0.76％の診療報酬の上乗

せ、それから平成９年、５％の際に0.77％の上
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乗せ、そして今回、８％になることに伴いまし

て0.76％の率の上乗せがされております。これ

は、診療報酬自体が非課税であるために、医療

機関が診療材料等を購入する際に、医薬品であ

りますとかいろんなものを買う際に消費税がか

かってまいります。それを非課税であるために

回収できない、そのために、診療報酬自体に、

支払った消費税分を乗せようということで上乗

せされた措置でございます。

この上乗せ分を一旦控除して、そして、それ

に消費税８％を乗じるという計算をする必要が

ございます。このため、下の２行に計算式を書

いておりますが、平成26年、今回の診療報酬改

定後の診療報酬算定額をこれまでの消費税の創

設、それから率の引き上げのたびに、診療報酬

の中に盛り込まれた分を一旦割り戻して控除し

まして、そのもととなる金額に改めて1.08、消

費税率を掛けるという計算でございます。それ

をまとめますと1.049という率になりますので、

上の太字で書いております（現行）、（改正案）

のとおり、現行は５％の場合は1,000分の34でご

ざいますが、８％になりますと1,000分の49とな

りますので、これに相当する額を加算するとい

うことになるものでございます。

それから２番目が、右の15ページでございま

すが、消費税課税対象となる料金等のうち、（１）

以外の料金等ということで、これは、診療報酬

の算定方法にない料金などであるために、条例

で料金等の上限額を定め、そして、病院局の料

金規定におきまして、具体的な金額を定めてい

るものでございます。

改正案につきましては、表に書いてあります

ように、病室の使用料の上限額、特別室等の病

室を設けております。そういったものからポリ

オワクチンの予防接種手数料、こういったもの

につきまして、消費税率が５％から８％への引

き上げに伴う分、引き上げを行う案となってお

ります。

以上が、議案第31号についての御説明でござ

います。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○新見委員長 議案に関する執行部の説明が終

了いたしました。質疑がある方は、どうぞ出し

てください。

○渡邊病院局長 先ほど私、冒頭の説明の中で、

県立宮崎病院の再整備についての基本構想の策

定の時期を、「今年度中を目途に」という言い間

違いをしまして、26年度中を目途に基本構想を

作成するということでございますので、よろし

くお願いします。

○新見委員長 質疑がある方は、どうぞ出して

ください。

○太田委員 いっぱいありますので、思いつい

たところだけ先に言わせてもらいますが、４ペ

ージの説明のとこに給与費が費用として膨らみ

ますということでありました。説明に書いてあ

るとおりなんですが、別に職員増がいい、悪い

とかいうことではなくて、33名の増なんですよ

というふうにありました。これは、医師も含め

た増なのか、そこで働く職員の方々の増なのか。

同じことなんですが、医師が含まれておるんで

しょうか、33名っていうことは。

○桑山病院局次長 これは、年度途中の10月１

日時点というようなことで前年度と比較する、

予算編成のタイミングの問題で、年度中途の状

況であるんですが、医師２名、それから看護師

が９名、その他薬剤師あるいは臨床工学技士と

いったような医療スタッフが残りの数ですが、

そういった内訳となっております。
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○太田委員 わかりました。スタッフの充実と

いうことで、理解していきます。特に医師２人

となれば、１人１億円とかいう話も出ておりま

すので、全ての人が支えてやるんでしょうけれ

ども、そういう充実が図られたというふうに理

解をします。

それから、13ページの新会計基準、いろいろ

説明がありまして、現金ベースではもう変わら

ないこととか、ですから、さほど気にしなくて

もいいのかなと思うんですが、これは、こうい

う会計基準に見直したというのは、狙いは何だっ

たんでしょうか。何かの問題があって、透明化

を図るとか、何かそういう思いで考えられた手

法なのか。これは、狙いは何だったんでしょう

か。

○桑山病院局次長 民間の企業会計につきまし

ては、再三見直しが行われてきておるところで

ございますが、こういった公営企業会計につき

ましては、長年見直しが行われて来なかった結

果、民間の企業会計とは随分乖離が生じるよう

になってきたと。例えば、一番下のほうで貸借

対照表の説明は簡単に書いておりますが、一般

会計からいただいたそういう負担金であります

とか、補助金等が資本の部にあるわけですけれ

ども、そういったものは本来負債のほうにある

べきであろうとか、そういった随分民間の企業

会計とは乖離が生じてるんで、そういったもの

の差をなくそうというようなことが一つあると

いうふうに聞いております。

そういった意味では、先ほど減価償却の方法

が変わったと申し上げましたけれども、みなし

償却というものがなくなる、民間ではもうない

わけですけども、そういった点もそうであろう

かと思います。

それから、病院事業あたりで申し上げますと、

一部において独立行政法人化ということが行わ

れておりまして、そういったものは、いわゆる

民間の会計でほぼやってるわけでありますが、

そういったものとの比較がなかなかできないと

いうような現実的な問題もあったように聞いて

おります。

以上でございます。

○太田委員 わかりました。何か問題があって、

できるだけ透明感があったり、いろんなところ

から、各部門から見た場合、問題がないように

ということであったのかなと思いますが、民間

と統一されることによって、見方が統一される

というところ辺にあったんでしょうか。わかり

ました。特別この新会計基準を適用することに

よって、病院会計上不利益になるとか、ちょっ

とこの辺は、対外的には不利益な見方をされる

かなとかいうことはないということでよかった

んですね。

○桑山病院局次長 これまで貸借対照表上、累

積欠損金というものが二百七、八十億積み上がっ

てきておったわけですが、一方で、資本剰余金

ということで、一般会計からの繰入金、あるい

はそういった補助金等を含めまして、資本剰余

金が同額程度積み上がっていたと、そういう状

況がありましたんですが、今回、資本的収支で

受け取った補助金でありますとか、一般会計か

らの負担金、これは長期前受金戻入ということ

で、収益が新たに計上されると申し上げました。

こういったことが行われることによりまして、

そういった状況がなくなると、要するに赤字だ

けども、しっかり現金は持ってるという御説明

を申し上げたんですが、この収益が新たに計上

されることによって、そういった赤字も膨らむ

が、一方で、資本剰余金を持っている状態がな

くなるという意味では、わかりやすくなったん
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ではないかなというふうに思います。特に不利

益となるようなことはないと思います。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 ２ページ、収益的収支の概要って

いうのがありますね。ここで、材料費の中で、

薬価、薬代、これは何％ぐらいを占めるもんで

すか。

○桑山病院局次長 材料費は、材料費全体が73

億6,400万のうち、薬品費が43億9,800万円とい

うことで、約50億になります。73億6,400万に対

して43億9,800万円ということでございまして、

ちょっと率ははじいておらないんですが、この

薬品費と、あと診療材料費というものがござい

ますが、これを合わせるともう大体96％、97％

ぐらいということで、薬品費と、それから診療

材料費、いろんな診療に使う材料、それでほと

んどを占めるという状況でございます。

○中野委員 薬代は、共同購入しよったでしょ

う。あれは、３病院で薬品の全部を共同購入じゃ

ないんでしょう。共同購入の中身は、内容はど

ういうこと。

○桑山病院局次長 一応、３病院共通で使うも

のもございますし、中には一つの病院しか使わ

ないというものもあろうかと思いますが、それ

を全てまとめまして発注するという意味におい

ては、一つの病院しか使わない薬であっても一

緒に入れて発注をしてると、いわゆる見積もり

を求めて、安いところに納入させてるという状

況では、病院で共同購入の中に入って取り扱わ

れております。

○中野委員 いや、だから、共同購入っていう

のは、全体の薬が何千種ぐらいあるか知らんけ

ども、その中のいわゆる、いろいろ数が多いけ

ど、全体、薬代の売り上げの８割を占めるとか、

６割を占めるとなると、何百種類ぐらいになる

わけですよね。だから、そこをどこ辺、共同購

入ってどれだけ共同購入で安くなってるかとい

うのが出てこんと、ただそれの─ジェネリッ

クか─そういう関係もあるし、この材料費の

薬代のところ、そこ辺をどれだけそれで節約で

きてるかというのは計算できとんですか。

いいですか。これ、全部管理しようとしたら

大変ですよ。やっぱり薬代の上位に何割か占め

る、全体で1,000万あれば、何種類かで800万か

かるような、そういう金額の上がるところ、薬

を共同購入するとか、相見積もりとるとかしな

いと、そこの中身はどうなってんですか。

○桑山病院局次長 まず、品目については

約3,000品目を取り扱っておりまして、これらの

医薬品について、１年を大体３期に分けまして、

業者と価格交渉を行って値引きをしてもらって

いるという状況にございます。

それで、費用節減効果でございますけれども、

平成24年度で申し上げますと、薬価ベースでの

購入額の推計が32億2,400万円程度でございまし

て、費用節減効果は7,000万程度上がっておると

いうふうに計算をしているところでございます。

○中野委員 そこら辺をやっぱり民間と公共病

院が、プラスマイナス、やっぱり薬代なんです。

私も大分、お医者さんに聞くとかなり難しい。

アリナミンが薬価で10円するときに、民間は２

円とか３円、そんな話です。やっぱそこ辺をしっ

かり、3,000種管理するのか、上位６割ぐらいす

るとこをしっかり管理して、全体、その中で年

間どれぐらい使ってるかというところまで分析

しとるんでしょう。薬代、例えばＡ薬品だった

らどのくらいとか、そこはそういう比率の高い

やつをやっぱやらんとですよ、そこはね。共同

購入っていうのは見積もりですか、入札ですか。

○桑山病院局次長 まず、やり方としては、手
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法といたしましては、年度初めに全体のリスト

を提示しまして、購入予定数量が、使用量が大

体このくらいだと、それについて、各薬ごとに

業者から見積もりをいただきまして、一番安い

ところが納入業者になるということでございま

す。そこを起点といたしまして、さらに今度は

業者ごとに薬をまとめまして、業者単位で全体

の値引き率をどのくらいにしてくれるかという

ことで、いろんな交渉を重ねて値引き率を上げ

るというやり方をしております。こういったや

り方は、全国いわば共通みたいなものでありま

して、全国で自治体病院協議会というものがあ

りますが、自治体病院でつくっております。そ

の中で、自治体病院共済会という組織がありま

す。そこで、全国のそういう値引き交渉の状況

をまとめまして、私どもとしてもそういった全

国の状況、九州の状況等を参考にして、それを

また業者にも示しながら値引き交渉を進めたり、

そういうことをやっております。

○中野委員 それと、収益を考えると、やっぱ

りそういう薬代とかそこ辺しか、もう人件費は

どうしようもないわけで、それと、私も毎月薬

飲んでると、あなたの使ってるＡという薬はジェ

ネリック薬品がありますって通知が来るわけ。

それをなかなか医者に行って、これにかえてく

ださいって言いにくい。知っとるもんだから、

やっぱ高いほうがみんなもうかるとかなと思う

んで。県病院のジェネリックの割合を前ちょっ

と聞いたけど、そこ辺は、少しは改善できてい

るんですか。これは、やっぱりドクターが処方

箋を書いてくれんと、本人はなかなか言えんか

らどうしようもない。だから、３病院、この代

替品があるかどうかっていうのを、その相見積

もりをとるときにもできるわね。

○桑山病院局次長 ジェネリックの使用につき

ましては、各病院で薬事審議会ですか、そういっ

た組織を持っておりまして、そういったところ

で、そういう後発薬品の採用等を決定してると

ころでございまして、ＤＰＣという、今、包括

的な診療報酬の適用を受けてますので、費用と

して薬の値段が低いほど収益が高まりますので、

なるべく使用するように各病院は努めていると

いう状況でございます。

それで、品目別ベースで申し上げますと、平

成25年12月、昨年12月現在で、品目ベースで

は15.3％というようなことで、全国平均の13.9

％は上回っておりますが、九州の中では若干低

めというようなことで、引き続き努力していく

必要があろうかと思います。

○中野委員 努力する話か、効果が一緒だった

ら、それにやっぱり３病院、病院局へ行って、

しっかり検討すべきだと。アメリカなんか見る

と、本当に皆保険じゃないからすごい、６割と

かそんな話ですもんね。そんなところでもちょっ

と頑張らんと、かなり違うちゃないかなと。

以上です。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○星原委員 説明を聞いて、ちょっと教えてほ

しいんですが、３ページの中で、収益という部

分で、要するに前年度比５％の増という説明が

あって、その中で、「入院・外来の収益の増加等

により」と書いてあって、この入院収益が8,659

万9,000円、0.4％増、外来収益は１億767万1,000

円、2.4％で、これを足して2.8％ですよね。そ

の次の、今度、費用の部分で、33名増で３億3,000

万円増だという説明をされたんですが、充実さ

れてふえた人件費と、逆に外来と入院収益を足

して２つ合わせると２億円を切る、１億9,426万

円余じゃないかなと思うんですが、逆にそうい

う充実された割には、収入の割合が３億3,000
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万って聞いて２億円っていうことは、１億3,000

万ぐらい逆にマイナスみたいな感じでちょっと

受け取ったんですが、そうじゃないと思うんで、

その辺の中身をちょっと説明いただくとありが

たいんですけど。

○桑山病院局次長 今のお尋ねは、人がふえて

る割に収益は伸びてないんではないかというこ

とで……。

先ほど申し上げましたように、10月の時点と

かいうのは、ちょっと年度中途でとっておりま

す関係で、中には欠員補充の数が入っていたり

とか、そういったものもありますんで、それが

素直に、全部が純増というわけではないんです

が、中身的に申し上げますと、例えば臨床工学

技士という職種を７名、その中でふえた数字に

なってるんですが、これは例えば透析治療であ

りますとか、心臓手術のときの人工心肺操作で

ありますとか、そういった意味で、医療の質の

さらなる向上を図る上からの増員という部分も

ございます。

ですから、収益に結びつく分もございますが、

病院の医療の質の向上を図ると、いわゆる医療

安全確保を図るとか、そういった意味からも増

員がありますので、なかなか収益に結ばない場

合もあるということで、そういった面では、収

益に結びつくような努力は引き続きしていきた

というふうには思ってます。

○星原委員 理解いたします。

それともう一点、支出のページの部分で、支

出で、今度、医療機械の購入費の減少というこ

とで、前年度比、これが25.4％減らしたという

形になってるわけなんですが、やっぱり今の時

代は、そういう医療機器でいかに整備されてい

くかということが必要なんですが、それぞれの

病院が求めてた先進医療機器というのかな、そ

ういったものはもう配備が済んだんで、もう26

年度はこういう形で25％も減額しましたよとい

う理解でいいんですか。それとも、まだ不足の

機械はあるけども、26年度は前年度と比べては

それぐらい抑えたという形で捉えたらいいんで

すか。

○桑山病院局次長 地域医療再生基金というい

わゆる国からの交付金を財源とした基金がござ

いまして、それがありましたことから、病院で

使用します医療機械の中でも高額な放射線関係

の機器でありますとか、そういったものについ

てここ何年かで更新をしてきたということでご

ざいます。そういう意味では、ある程度一巡し

て、今回はそういった大きなものがなかったた

めに率としては大きく減少したということでご

ざいます。

ただ、病院の中には、細々とした医療機器が

ありまして、なかなか耐用年数過ぎても、やは

り経営の状況から更新がまだ終わってないとい

うものもありますんで、計画的に更新を図って

いく必要があるというふうに思っております。

○星原委員 ということは、もう一応更新すべ

きものが、今説明受けながら、大体更新してき

て、あとは、細々としたものは、今後残ってる

ものを今後の中でまた考えていくけども、大体

必要とされる、要するに我々から見ると、やっ

ぱり都市部の医療と、こういう地域の、地方の

医療の格差とか、そういったものを感じる部分

があるんです。そういう部分に、やはり医師確

保の面でも、そういう機器がそろってるかそろっ

てないかでも、やっぱり医師確保の関連も出て

くるんじゃないかなという、そういう思いがあ

るんです。やっぱり若い医師は、そういう設備

の整ったところでないと、なかなか自分の技術

を磨いたりということができないんじゃないか
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なという気もするもんですから、その辺が十分、

そういう医師確保の面からも、そういう医療機

器なんかの整備っていうのが確実になされてる

というふうに受けとめていいのかなというふう

に感じたもんですから、その辺の捉え方をどう

見られてるのかなというふうに思うんですが。

○桑山病院局次長 地域医療再生基金がありま

したんで、相当程度進んだわけですが、当然、

医療機械、何年かするうちにまた傷んでまいり

ますんで、また来年、再来年、次の年度です、

また大型の医療機械は出てまいります。決して

もうしばらくないというわけではないと思いま

す。

それと、おっしゃいますように、医療の技術

の進歩が日進月歩でございますし、例えば、宮

崎病院の再整備なんかに関しても、そういった

ものを踏まえたいろんな検討をしていかなけれ

ばならないと思いますし、おっしゃるようなそ

ういう現場のニーズ、ドクターの意見等も聞き

ながら、必要な医療機器は今後とも整備してい

く必要があるというふうには考えています。

○星原委員 もう一点、私がもうわからんのか

もしれないんですが、以前、ＰＥＴなんかのそ

ういう、これからがんの患者、結構大きくウエ

ートを占めるのが、大体大半は亡くなるのはが

んだというような感じがするんです。ですから、

県病院でもＰＥＴなんかという話があったんで

すが、これはもう今そろえてあるんですか、そ

ろったんですか。それともその部分においては、

まだ整備されてないんですか。

○豊田病院局医監 委員おっしゃるように、数

年前に、話題といいますか、なりまして、その

ときには検討するということで、結果的にはう

ちは設置してないんですが、ＰＥＴにつきまし

ては、大体、私のあれでは、100万に１台か２台

かということがありまして、宮崎市内でたしか

３カ所ですか、３カ所もう入ってます。機能分

化といいますか、そういうことでそちらのほう

にお願いするというふうなことでやっておりま

す。

それから、いろんな設備につきましても、か

なり費用もかかりますし、私どもは現時点では

ほかの部分でがん治療を専門的にやっていくと

いう方向で、今、結論づけてるといいますか、

そういう状況でおります。

○星原委員 わかりました。

○後藤委員 今、高度機器の導入という大きな、

それに関連した９ページなんですが、非常に専

門性を持ったスキルアップが今求められてい

くっていうのは、もう全国的な流れでありまし

て、この予算面で、特にがんプロフェッショナ

ル薬剤師養成事業、５年間で10名という、これ

が150万増額になってるんですが、やはりここに

着目しながら、診療報酬の加算も得られるわけ

ですから、この増員ってどういう、毎年の数を

もう少しふやしてもいいんじゃないかと思って

るんですが。

○桑山病院局次長 薬剤師に関しましては、こ

こ２年、各病院は一定数の増員を行うなどして、

いわゆる薬剤師の業務が院内で薬をつくるとい

うだけではなくて、病棟に赴いて患者と接する

ような、そういう業務を担えるような体制に向

けて、増員を計画的にやってるところでござい

ます。

また、このがんプロフェッショナル薬剤師養

成事業、これも最近、いわゆる外来で化学療法

を受ける患者がふえておりますが、そういった

ところを中心に、看護師のほうにもがん化学療

法の認定看護師という資格もございます。こう

いった職種が、今後、医師と協力して、あるい
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は医師不足の状況で、そういうカバーしながら

病院の機能を維持・向上させていくということ

になると思いますんで、おっしゃるような増員

も含めて、体制充実は図っていきたいというふ

うに思っているところです。

○後藤委員 ですから、その認定看護師さんの

ほうもそうですよね。今、チーム医療って言わ

れる中で、いかにこのスタッフが充実してるかっ

ていうことに、ドクターも非常に関心を持って

きている時期なもんですから、この事業ってい

うのは、やはり私は重点的に今後の施策にも大

切な事業じゃないかなと思いますので、よろし

くお願いいたします。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 この８ページのほうで、今度は災

害拠点病院機能強化事業っていうところで、地

下水の浄化システム設置工事が予算として計上

されてるんですが、これはここに書いてある説

明を読むと、一般の水道の供給がとまった場合

という書き方になってるんですけど、これは設

置して通常使うということではないんですか。

○桑山病院局次長 これは、各病院ちょっと事

情が異なっておるんですが、それぞれ現在も浅

井戸を持っておりまして、トイレの水であると

か、そういった中水としての利用は行っており

ます。

それで、今年度、25年度にさらにもう少し深

い井戸を掘って、水が出るのか、上水として使

えないか調査しましたところ、延岡病院につい

ては豊富な水量が、宮崎病院についても一定の

水量が出たんですが、日南病院はなかなか出な

いという状況でございました。そういったこと

を踏まえまして、今後、中水として使用しなが

ら、そういういざというときにはより高い浄化

を行いまして、上水として医療用にも使えるよ

うな水にしようと、ですから、日ごろは中水と

して利用しようと。ただ、延岡については、豊

富な水量が得られておりますので、上水として

も常時使えるような、そういったことも延岡病

院については考えていきたいというふうに思っ

ております。

○宮原委員 何で言うたかというと、通常でも

ちゃんとした使える状況にしとかないと、いざ

災害のときにそれを使える状況になるのかなと。

でないと、浄化の関係の部分の機材というのも、

当然メンテナンスが要るんだろうと思うので、

いざというときでは対応ができないかなという

思いがあったもんで、ちょっと聞かせてもらっ

たところでした。

あと、太陽光については延岡病院の設置って

なってますけど、宮崎病院についてはもういろ

いろ、建物の関係もあると思うんですけど、日

南のほうも、やっぱこれは設置という方向性が

出てくるんでしょうか。

○桑山病院局次長 今回、延岡病院をまず先行

してということで、こういう予算計上をしてお

りますが、宮崎病院は再整備ということでござ

いますんで、ちょっと検討対象外になろうかと

思いますが、日南病院も延岡と同様に、診療棟

の上であるとか、一定のスペースがございます

ので、まず延岡をやってみて、その状況を見な

がら日南についても検討していきたいというふ

うに思います。

○新見委員長 ほかに質疑はございませんか。

○太田委員 関連もありますけど、二、三聞か

せていただきます。

先ほど出ました太陽光発電の関係ですが、こ

れは延岡病院、１億の事業費になってますけど、

これはパネルの枚数とか、そういった工事に関

する費用の、どういったところにどういう費用
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がかかるのかとかいうのはわかりますか。

○桑山病院局次長 今回予定しておりますの

が250キロワットということでございまして、面

積にしますと50メーター掛ける50メーターぐら

いの敷地が要るということになっております。

それで、延岡病院の診療棟の、ヘリポートの横

になりますが、その部分と、あと東側の病棟の

屋上、こういったところに必要なスペースを中

心に、その３カ所を中心に確保しまして、250キ

ロワットとなるような設備を施したいというふ

うに思ってるんですが、パネルの枚数であると

か、そういうものはちょっと手元にございませ

ん。申しわけございません。

○太田委員 わかりました。

それから、９ページの先ほども多少出ました

がんプロフェッショナル薬剤師養成事業の関係

で、この中の説明の中に、「既有資格者の資格更

新費用を助成する」、既に資格を持ってる人の何

年後かの更新の費用も出しますよということだ

ろうと思いますが、こういった資格というのは、

こういう薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師の資

格の期間と、それから更新費用というのは大体

どのくらいかかるもんなんでしょうか。

○桑山病院局次長 ちょっと時間をいただけま

すでしょうか。後でお答えしたいと思います。

○太田委員 最後になるかと思いますが、次の

質問いいですか。

15ページの消費税課税対象となる料金のうち

の病室使用料の上限額とか、それぞれ改定をし

たいということでありますけど、医薬品とか、

ああいった医療サービスに対してはもう非課税

ということで、消費税分は取れない。その辺の

悩みは、診療報酬をアップしたりとか、そうい

うやり方でどうにか回収はされていくのだろう

なと思いますが、ここに挙げられておる15ペー

ジの料金は、特別、消費税が上がったからといっ

て、費用がふえていくというふうにはあんまり

感じられないところかなと思ったんですが、やっ

ぱりこれも、消費税に合わせて今回手数料等を

上げるということの理由づけといいますか、こ

れはどういうふうに考えられますか。

○桑山病院局次長 消費税につきましては、非

課税となるものは消費税法の中で定められてお

りますので、ここに掲げられているようなもの

は、いわゆる課税対象になるということになり

ますもんですから、課税分を取らないと、病院

がその分負担をするというんでしょうか、そう

いうことで上げざるを得ないということでござ

います。

ただし、その消費税率分を除いた本体部分に

ついての見直し分というようなことは、あり得

る話だろうというふうに思います。

○太田委員 わかりました。そうしたら、消費

税が課税させられてる部分ということで、当然

それは上げざるを得ないということですね。こ

この部分はわかりました。

あともう一つ、10ページの看護師確保事業、

これは去年の予算からは400万ほど追加をされて

るようですけど、これは文を読んでみると、東

京など県外でもそういう選考試験を実施したい

ということで、試験を受けたいという人にとっ

ては非常にいいサービスとして考えられると思

います。

私も、延岡市内のいろんな保護者の話を聞く

と、うちの娘が県外で看護師しよっちゃけど、

宮崎や延岡に帰ってきたい、帰らせたいと思っ

てるんですが、年はもう30何ぼですけどとかい

うような話をよく聞くんです。やっぱり戻りた

いという人、私はニーズは逆に多くなってくる

可能性があるかなと思うと、こういう県外で選
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考試験をやるというのが新たに今回加わったの

だろうなと思って、400万、この予算の増が、ほ

とんどこういった県外での選考試験のためにふ

えてるんでしょうか。

○桑山病院局次長 今回ふえました要因といた

しましては、新たな取り組みとして御説明しま

したＰＲ費用といたしまして、ＰＲ映像の作成

でありますとか、パンフレット関係で130万円、

それから、転職サイトに登録してる方にメール

を送って試験の案内をしたりとか、あるいは広

告を載せたりとかするそういうもの、これが240

万程度、こういったＰＲのための経費がふえて

おりまして、お尋ねの試験の関係は、何年か前

からやっておりまして、今後とも、そういった

受験者への配慮といいますか、便宜は図ってい

きたいというふうに思っております。

○太田委員 これは、新たに今回、東京など県

外でもっていうのは、以前からもやってますよっ

ていうっていうことなんですね。私、これを新

たなもんかなというふうに感じたもんですから。

わかりました。メール関係のほうで大方ふえて

おりますというふうに理解しておきます。

わかりました、よろしいです。

○桑山病院局次長 先ほどの薬剤師のお尋ねの

件でございますが、更新の関係でお尋ねだった

んですが、現在、４名のそういう有資格者がお

りますが、資格については５年に１度更新がご

ざいまして、資格更新のための費用が30万ちょっ

とというふうに聞いております。こういったも

のについて県のほうで負担しまして、引き続き

病院の公務の中で資格を生かしていただきたい

というふうに考えております。

○太田委員 わかりました。診療報酬の、何と

いいますか、そういったものを医員で取ってい

くということで、こういう制度といいますか、

県がつくられてきたのを、私の感じとして言う

と、この４～５年というか、２～３年でこういっ

た取り組みが急激にふえてきたように思うんで

すが、私も議員になって10年になりますけど、

あの当時にも、何かそういう診療報酬の加算を

目指して、いろんな工夫をされたらどうですか

とかいう意味のことを言ってきた記憶があるん

ですけど、最近、本当にこういった取り組みが

急激にされてるなというふうに感じてきたんで

すが、それはやっぱ病院局というものを設置し

た効果としてみなしていいのかなと思って、何

かそういう意欲的な取り組みが本当に急激にさ

れてるなという気がして。

○桑山病院局次長 おっしゃるように、最近に

なって始めているところでございまして、例え

ば、認定看護師については、従来、半分程度を

県が出しておりまして、残りの半分程度、金額

にすると100万を超える金額を個人が負担をして

いたと、個人に帰属する資格という面ではそう

いう考え方もあろうかと思うんですが、それに

対して、今年度からこの認定看護師であるとか

薬剤師関係、あるいはほかの職種についても公

費で、当面５年間で全額負担して、有為な資格

をとってもらって、病院全体の医療の質の向上

とか、あるいは医師負担軽減につなげていこう

という発想で取り組んでいるところでございま

す。

○太田委員 わかりました。評価をしたいと思

います。

○星原委員 今の太田委員から出た看護師確保

事業なんですが、これ、こういう確保事業とう

たってる以上は、毎年何名とかいう目標を立て

て確保していくんだという強い意識があるん

じゃないかなというふうに思うんですけども、

毎年、前年度も予算、前年度は149万ということ
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で、今、今度は448万円余ということで組まれた

ことの新たなそのＰＲとか、いろんなことをやっ

ていくということなんですが、毎年その確保す

るために、こういう方法も私はいいと思うんで

すが、最低何名確保しなくちゃいけないとなっ

たら、かなりプレッシャーかかって、いろんな

方法、知恵を出したりするんじゃないかなと思

うんですが、その一つの中に、やっぱりもう看

護大学が宮崎にできて、相当県費を使ってるわ

けですよね。そうすると、もう卒業生がどれだ

け県外に出てるかわかりませんが、そういう県

外に出てる、宮崎で、大学でそうやった人たち

に向けての、特別にそういう形で、宮崎に帰っ

てこんねみたいな感じのアピールっていうか、

流し方なんかをやられてるもんなんですか、ど

うなんですか。そういうことじゃなくて、もう

ただ本県出身者というような形で、ただ流して

やられてるんですか。そういう学校なんかにも

お願いして、そういう方法を、いろんなとこが

あると思うんですが、やっぱり教えた先生とか、

あるいはそういういろんなルートからですよね。

就職が県外に行ったという、そういうルートの

人たちを使って、逆に、宮崎でこうやって不足

してる分野、「こういうことの看護師さんが必要

なんだ。どうね」ということで取り組んだり、

そういう新たなことっていうのはなされてない

んですか。何かそういう方法はとられてるもん

ですか、どうなんですか。

○桑山病院局次長 看護資格につきましては、

近年ずっと競争倍率が低下してる傾向にござい

ましたんで、それに歯どめをかけるというのが、

やや漠然としておりますが、一つの目標であろ

うというふうに考えて、いろんなことをやって

おります。具体的には、例えば、試験会場を県

外に設けたとか、あるいは経験者採用を広げて

きている、それから地域枠を設定した、あるい

は教養試験をなくして試験の実施時期を前倒し

にしたとか、いろんな取り組みをして受験者の

確保には努めてるところでございます。

あと、個別の学校への働きかけ、これは大変

重要だと私どもも思っておりますが、例えば、

学校によっては同窓会組織が余りまだちゃんと

できてなくて、これからというところもあって、

そういう先輩の方になかなか組織立って十分声

がかけれてないというようなところもあるよう

でございますが、私どもの職員が、各、看護大

学も含めて、養成施設にも直接出向いて説明を

行うとか、そういった取り組みをして、現役の

子供はもちろん、卒業してよそに行っていらっ

しゃるような方にも声をかけていただけるよう

な、そういう働きかけはやっております。今後

とも、そういう努力はしてきたいというふうに

思います。

○星原委員 医師確保でも、やはり看護師確保

でも、要するに人脈というか、人のつながりで

いかに来るかだと思うんです。給料面とか、そ

ういう金銭的なものもあるんでしょうけど、やっ

ぱりそういうところ、県外で働いて、先進のと

ころの病院におる人たちを呼び戻そうとするに

は、それなりの魅力とか、あるいはそういう人

脈とか、そういうのをいかに使うかだと思うん

です。ここに書いてあるようなこういう事業は

やってますよということで、やってても来ないっ

ていう形に捉えるのか。もう一歩踏み込んで、

そういう人脈の活用とか、いろんなことをやっ

ぱりやっていかないと、なかなか厳しくなって

くるんじゃないかなと。宮崎だけが不足してる

んじゃなくて、多分、全国的にどこでも不足し

てるわけで、いろんな条件とか、いろんなもの

をやってると思うんです。だから、そういうも
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のも踏まえた中で、何をやったら宮崎に帰って

きてもらえるかというところを基本的に考えた

事業に切りかえていかないと、毎年こういう事

業をやってるんですけどというだけで果たして

集まるのかなという気はするんですが、そうい

う面についての確保は、医師でも、看護師でも、

そういうものが何か課題があると思うんです。

やっぱりそういうものをクリアできない限りは、

なかなか呼び戻せないのかな、あるいは帰って

きてもらえんのかな。宮崎のいいところは、やっ

ぱり１年中温暖で、いい部分もいっぱいあるわ

けです。ただ、そういう部分があるのに帰って

こないのには、私は何らかの、もう少しアプロ

ーチの仕方も、強いものを何か持っていかない

と、なかなか実現しないんじゃないかなという

思いがあるんです。

だから、事業費としては、組まれていろんな

ことをやられてるのは、もう当たり前のことな

んだけど、どこでもやってることですから、そ

れをもう一歩踏み込んで、そういういろんな人

脈を使うとか、いろんなことをもうやっぱりやっ

ていかない限りは、なかなか厳しいんじゃない

かなというふうに思うんですが、その点につい

てはどういうことをされてるもんなのか。

○渡邊病院局長 今星原委員がおっしゃった看

護師確保ということですけど、医師確保はちょっ

と別にしまして、県病院という、我々は県病院

のいわゆる病院局というのは県病院が管理する、

県病院の側から見たら、毎年、採用試験をやり

まして、定足数、いわゆる採用者数の以下の応

募者っていうのはないんです。かなりありまし

て、医師確保というのは、むしろいい看護師、

高度な技術を持ったすばらしい看護師、そうい

う者をより多く県病院に集めたいという、そう

いう面の医師確保。

それと、今星原先生がおっしゃったのは、医

療行政、県内の全体の病院の看護師が不足して

ますよと、こういう方々をできるだけ、看護大

出身者もそうでございますけど、県内に定着す

る、あるいは県内に呼び込むと、それは医療行

政の中で、医療薬務課、福祉保健部のほうで中

心にやってるわけです。

我々の病院サイドからいえば、看護師確保に

関しては、いわゆる看護師の絶対数が不足して

るとか、そういうことじゃないんです。むしろ

いい看護師を集めたい。そして今、高度化になっ

ていますから、例えば、助産師の資格を持った

看護師、あるいは認定看護師という資格を持っ

た看護師が欲しい、そういう努力はやってるん

です。

一つ言えることは、我々は地域枠も今回始め

ました。それから、県外でも採用試験をやって

おりまして、できるだけ宮崎に、そういう県外

におるすばらしい医者を我々県病院側に、我々

は県病院ですから、県病院のほうに呼び込むと

いうのが、一つ我々の事業ということです。

だから、今星原先生がおっしゃったことは、

もうよくわかるわけですが、これは全体として、

看護大の卒業生も含めてですけど、できるだけ

県内の病院に就職してほしい、定着してほしい

という、それから、絶対数が少ないということ

をよく言われますけど、そういう面は医療行政

の中で、我々病院もその一翼を担うわけでござ

いますけど、一緒になってやっていかないかん

と、福祉保健部と連携しながら、いろいろ取り

組んでまいりたいというふうに考えております。

○星原委員 今の局長が言われるのはわかるん

です。ただ、ここに書いてあるように、大都市

の先進病院での勤務経験を持つと言われる、今、

いい看護師なら看護師をということであればあ
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るほど、私は違った角度で、ほかの県とは違う

形で、さっきいろんな人脈があれば、そういう

人脈をうまく使う方法をやって、いい看護師さ

んを呼び戻すと、そういう手だてをしていかな

いと、ただウエブサイトとか、そういったもの

で流した広告するのでいい看護師が集まるのか

なというふうに思ったもんですから、そういう

聞き方をしたんですけど。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 済みません、その上のところで後

期研修医資金貸与事業、前年からして金額的に

は倍ということになってるわけで、県立日南病

院、県立延岡病院に一定期間勤務した場合は、

これ、基本的にいうと、大体何年ということに

なるんでしょうか。何年勤務した場合、返還免

除になる。

○桑山病院局次長 この後期研修医というもの

が、３年を想定しておりまして、最長３年間お

貸しするということになります。そして、その

後、一定年数の範囲内で延岡、日南に勤務した

場合、免除っていうことになるんですが、２年

までの貸与期間であれば、それに応じた月数、

年数です。２年を超える貸与を受けた場合には、

もう２年勤務の時点で免除というふうにしてお

ります。

○宮原委員 ということは、金額がもう倍になっ

てるので、当然そういう研修医が確保できそう

ということでいいんでしょうか。

○桑山病院局次長 これは、年間180万円、月15

万円の十二月を10人という枠でとっておりまし

て、初年度が６名という状況でございました。

ことしは、その予算が２倍になるという想定で

組んでおりまして、現在、募集中でございます。

まだ確定しておりませんが、なるべくたくさん

の方をと思っております。

○宮原委員 わかりました。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 いつもこの委員会、責任者っていっ

て数字を見て、私は、もうちょっといろんなと

ころを聞きたいんです。県病院っていうのは、

やっぱり一般病院と違って、公な部分ですから、

民間部分でできない部分でしっかりやる、その

ためには赤字が出てもいいと思ってるんです。

一つ聞きたいのは放射線科、高額な医療が、

今、県病院じゃあ、例えばＭＲＩはどこどこ病

院に行って撮ってきてくださいというのはない

んですか、あるんですか。

○豊田病院局医監 現実的にはあります。どう

しても集中して予約が、許容量といいますか、

人数的にもありますんで、現実的にはございま

す。ただ、できるだけ早く回転をして、努力を

して、放射線科のドクターがスケジュールを組

んでしているところはございます。

○中野委員 いいですか、ほかの病院はどうで

すか。

○楠元県立延岡病院長 延岡病院としましたら、

できるだけそういうことがないようにという体

制をつくってると。どういうことかといいます

と、救急っていうか、急ぐようなやつは、そう

いう枠をある程度確保しながら、通常、何てい

うか、順番に予約を入れていくという形で、ど

うしようもない部分はあるかもしれませんが、

基本的には余りうちはつくってないというふう

に思ってます。

○鬼塚県立日南病院長 100％じゃないと思うん

ですけども、できるだけ手前で……。

○中野委員 やっぱ放射線科って、かなり高額

な最先端の機械を入れたりする。私が知りたい

のは、稼働率がどれぐらいで、そして、例えば

朝の８時半から５時半までしかやらないとか、
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例えば人をふやせば夜もできるとか、そういう

稼働率がどうなってるかというのを一つ知りた

いんです。当然、これは出てくるわけです。

それともう一つは、私、最近、いろいろ３カ

月に１回、薬剤、何ですか、薬局というやつか、

薬剤、あの部分が、そういう明細をもらって薬

局に行ってするんですよね。もらうわけです。

すると、薬剤関係のいわゆる収支がどげんなっ

ちょっとかなと思ったり、そういうのが知りた

いんです。薬剤師が何人おって、すると、最初

のときは県病院で薬をもらって帰ったりする、

次からは処方箋だけであったりとか。それはそ

れでいいんですよ。要は、だからそこら辺の収

支がどうなってるかという話が一つとか。

それとあと、外来患者、例えば、３病院あり

ますけど、医師１人当たり延べで、日割りでし

て１日何人かとか、その診療科目でも、かなり

違いがあると思うんです。きょうはもういいで

すから、次、そこ辺の資料も見させていただき

たいんです。

あと、ただこんな数字、トータル数字を見て

も何も言えんです。ただ座っているだけ。ぜひ

そこ辺の数値を外に出していいかどうか、それ

は別ですけど、できるだけでは出してもらう。

要望でいいです。

○新見委員長 それは、今、中野委員のほうか

ら３点について要望がございましたので、また

まとめていただいて、出していただければあり

がたいです。

ほかにございませんか。

○右松副委員長 ４ページなんですが、来年度

の当初の経費の計算なんですけど、最大限努力

はしていらっしゃるというふうに考えてます。

状況をちょっと教えてもらいたいんですけど、

消費税率の引き上げによる影響ということで１

点書かれてます。診療報酬の算定額も、消費税

相当分を加算しておりまして、0.76が当初導入

で、それから0.77に段階で引き上がったとき、

そして今回が1.36％、診療報酬の単価が見込ま

れた上で、前のページでいきますと、入院が0.1

％、それから外来が0.7％ということで、上乗せ

になっております。

今回、経費でやはり7.1％増というのは、この

中でいけば結構やはり目立つ数字になってます。

本当に最大限努力してらっしゃるということを

前提に話をするわけなんですけど、消費税の引

き上げの影響の額が、この7.1％増に占める割合

みたいなものがざっくりとで構いませんけれど

も、わかれば教えていただきたいということと。

それから光熱費の増加、それから高度医療機

器の保守点検費用の委託料の増加ということで

ありますけども、このあたりが委託料というこ

とで、入札で競い合う環境になってるのかどう

か。高度医療機械に関しましては、そもそもメ

ンテナンスを扱えるメーカーなり、限られてく

るとは思うんですが、例えばエアコンの設備と

か重機関係、その辺の保守点検委託に関して、

しっかりと入札環境ができてるのかどうか。や

はり、本当に厳しい経営状況の中で、必死になっ

て収支改善をやってらっしゃいますので、そこ

が、入札を受ける民間側がしっかりと認識され

て、ぎりぎりのところで見積もりを出されてお

られるのか。そのあたり、ちょっと現況を教え

てもらうとありがたいです。

○桑山病院局次長 まず、経費の中で、消費税

の影響が大きいということで、消費税に関して

の病院への影響をまずお答えしたいと思います

が、よろしいでしょうか。

一応、費用の増加分ということで、経費のほ

か、材料費であるとか、そういったところにも
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影響が出てまいります。３億3,000万円ほど、収

益的収支の中で、消費税の増税に伴う費用の増

加が見込まれております。

一方で、今回、診療報酬の中で、消費税分を

手当てするということでございまして、診療収

入、その他病室使用料を今回上げております。

こういったものを含めると、３億3,000万円台、

３億3,400万を見込んでおるんですが、先ほどの

が３億3,300万ぐらいということで、ほぼ見合い

の金額が、収入としては、収益的収支の中では

上がってくると思っております。

ただ、あと資本的収支のほうで、医療機械等

の購入、こちらで5,900万円ほど消費税の影響で

支出がふえますんで、その分がちょっと支出と

しては増になるのかなというふうに理解してお

ります。

それから、経費の中では、消費税の分が、委

託費であったりとか、いろんなところに出てく

るわけでございますが、今回、経費の中の費目

でいいますと、光熱水費、これは電気・水道料

金の単価増で11.3％の増ということで、金額に

して7,100万円ほど前年度比増加しております。

それから委託費、医療機械の保守でありますと

か、医事会計的業務、こういったものが8.3％の

増ということで、金額にして１億9,800万円ほど

増加となっております。この２つが、増加の中

では大きな科目でございます。

それから、保守管理関係の委託につきまして

は、基本的には一般競争入札等により対応する

わけでございますが、まず医療機械の機器が決

まってしまいますと、当然、そのメンテナンス

に対応できる業者っていうのは、一定の制約が

かかってくるというのが現状であろうというふ

うには思っております。

○右松副委員長 状況は大体わかりました。

一応、ただ、消費税相当分、増税に当たる、

引き上げに当たる影響に換算すれば、プラマイ

ゼロぐらいまでには持っていけるということで

したから、そういった意味では、やはり経費の

ところが、確かに次長がおっしゃるとおり、光

熱と、それから委託料を足し合わせて、3,000万

ぐらいプラスすれば２億9,000になりますので、

確かにわかるんですが、ぎりぎりでやってらっ

しゃるんでしょうけれども、削れるところといっ

たらやっぱり限られてくるのかなって思うもん

ですから、人件費とかはどうしても出さなけれ

ばいけないものですし、医師の確保もやっぱり

必要ですし、そういった意味では、この経費の

部分で何とか調整をしていく形で、収支のバラ

ンスをとっていくしかないのかなと思ってるも

んですから、そういった意味で、今後も引き続

き頑張っていただきたいと思っております。

○新見委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 その他、何かございませんでしょ

うか。

○右松副委員長 済みません、これは、私は応

援したいという立場で伺いたいんですけれども、

県立日南病院のサテライトセンターの運営状況

について、先ほどちょっと話が、同じような形

で出ましたけど、僻地の赴任で２年短縮ってい

うインセンティブがついてるわけですよね。そ

れで、私としては、何ていいましょう、学生に

やっぱり魅力を持ってもらえるようなカリキュ

ラム内容であるとか、講師陣を備えていく。当

然、学生が、魅力あるそこに行けば、僻地に行っ

て、総合医としてその下地をつくれるような場

所だということで、学生みずからやっぱり行き

たくなるようなところであると。そこがやっぱ

り理想的な形だと思うんですが、今の状況、サ
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テライトセンターを１年やってこられて、例え

ばその課題、今の現状の中でどういう課題があ

るのか、それに対してどういうふうな対策を講

じていかれるのか。これは、あくまでも私は応

援したいという立場で、ちょっと質疑をさせて

いただきたいと思っています。

○渡邊病院局長 右松副委員長がサテライトセ

ンター、今、御質問でございますけど、これは、

医療薬務課、福祉保健部のほうで正式にお答え

したほうがいいと思います。我々は、日南病院

は場所を提供してるっていうのが基本でござい

ますので、その成果、あるいは対応、あるいは

研修生のいろんなカリキュラムの問題とか、そ

ういうものについては、全て医療薬務課のほう

でやりますので、我々も事前にお話をしておき

ますので、次の福祉保健部のほうでひとつよろ

しくお願いしたいと思います。

○右松副委員長 ぜひ頑張ってください。

○新見委員長 その他で。

○中野委員 要望で。

きのうから、私は３・11のテレビをずっと見

とったです。ほんで、その前もいろいろ、淡路

大震災から、いろんな教訓のやつを、やっぱ病

院が一番混雑して、病院の中に救急受け入れを

したらもう重症患者が処理できんかったと、い

ろんな教訓が出とるわけです。今回、災害拠点、

また病院がそれをやるということであれば、今

の時点でどういう、何ていうのかな、救急に備

えての構想、それぐらいはある程度もうまとめ

るっていうか、今までの話の中で、ただつくり

ますでは私はおかしいと思うんです。そういう

のが今の段階であれば、また後日でいいですけ

ど、そういう今の、今回の災害を受けての病院

なんかの役割、マイナスの部分とか、そこ辺も

含めて教えてもらいたい。要望です。

○新見委員長 よろしいですか。

○中野委員 院長さん、何かありますか。（笑声）

○渡邊病院局長 災害拠点病院としての機能充

実ということで、宮崎病院の再整備とかありま

すけど、これは時間のかかる問題です。今、中

野委員がおっしゃったのは、応急的に、とりあ

えず今来たらどうするのか、そういう対応をど

うしてんのかということですね。わかりました。

そういう趣旨であれば、従来から、例えば電

源を上に上げるとか、あるいは災害備蓄関係の

いろんな倉庫を浸水しないように上に上げると

か、そういう対応はいろいろとっておりまして、

そのあたりを整理して、また報告をしたいと思

います。

○豊田病院局医監 病院の現状の対応を申し上

げますが、もうその前からなんですけど、災害

時に対して、３県病院一緒なんですが、大規模

災害訓練っていうことを年に最低１回やりまし

て、地域の方々とか、それから消防とか、職員

各部署が集まりまして、いろんなテントを張っ

たり、救急医を入れてそこからシミュレーショ

ン、トリアージをして、いろんな訓練をやって

いるところではございます。だから、日ごろか

ら何かあれば、連絡網とか、それもつくりまし

て、それからもう一つは、ＤＭＡＴという、い

わゆるあれも何班か編成しまして、いつでも行

けるような感じで、現状ではそういう対応をし

ているところでございます。

○新見委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上をもっ

て病院局を終了いたします。執行部の皆さん、

御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩
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午後０時58分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴につきまして、お諮り

をいたします。日向市の首藤正一氏から、参考

人及び執行部に対する質疑を傍聴したい旨の申

し出がありました。

議会運営委員会の確認決定事項に基づき許可

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 異議なしということですので、

傍聴人の入室を許可することといたします。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後１時０分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

傍聴人の方に、お願いを申し上げます。傍聴

人は、受け付けの際にお渡ししました傍聴人の

守るべき事項にありますとおり、声を出したり

拍手をすることはできません。当委員会の審査

を円滑に進めるため、静かに傍聴してください

ますようお願いいたします。また、傍聴に関す

る指示には速やかに従っていただくようにお願

いをいたします。

それでは、当委員会に付託されました当初予

算関連議案について概要説明を求めます。

○佐藤福祉保健部長 福祉保健部でございます。

それでは、当委員会に御審議をお願いいたし

ております議案等につきまして、概要を御説明

申し上げます。

まず、お手元の「平成26年２月定例県議会提

出議案 平成26年度当初分」と書いてあるもの

でございます。これの表紙をめくっていただき

まして、目次をごらんいただきたいと存じます。

福祉保健部関係の議案は、一番上の議案第１

号「平成26年度宮崎県一般会計予算」、その３つ

下の議案第４号「平成26年度宮崎県母子寡婦福

祉資金特別会計予算」、下から５番目になります

が、議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の

一部を改正する条例」、次に、２ページをお開き

いただきたいと存じますが、ページの中ほどに

議案第38号がございます。「宮崎県後期高齢者医

療財政安定化基金条例の一部を改正する条例」、

その下の議案第39号「宮崎県介護基盤緊急整備

等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」、

その下の、議案第40号「宮崎県介護職員処遇改

善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」、

その３つ下の議案第43号「公の施設に関する条

例の一部を改正する条例」、それからその５つ下

の議案第48号「宮崎県介護保険審査会条例の一

部を改正する条例」、その下の議案第49号「宮崎

県介護保険サービスの人員、設備及び運営等の

基準に関する条例の一部を改正する条例」、その

下の議案第50号「宮崎県指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部を改正する条例」、以上10件でござ

います。

これらの議案のうち、私からは議案第１号及

び議案第４号に係る福祉保健部の平成26年度当

初予算の概括的な内容について御説明を申し上

げたいと存じます。

恐れ入りますが、お手元の「厚生常任委員会

資料」、薄い印刷したものでございます。１ペー

ジをお開きいただきたいと存じます。

１の（１）平成26年度福祉保健部の予算につ

いてでございます。

上の表の下の行に「福祉保健部の予算」と書

いておりますが、福祉保健部の予算額は、一般

会計で994億9,266万3,000円で、平成25年度の当
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初予算額と比較して14億6,433万1,000円、1.5％

の増となっております。

福祉保健部の予算案につきましては、県総合

計画のアクションプランにおける重点項目等の

県政の直面する課題に積極的に対応するための

予算の充実を図ったところでございます。

一方で、厳しい県財政の状況を踏まえ、平成26

年度当初予算の編成方針に基づき、事務事業の

見直しを積極的に行ったところでありますが、

障がい者の自立支援を行うための介護給付訓練

等給付費、あるいは国民健康保険の保険基盤安

定事業、それから介護保険財政支援事業などの

義務的経費が増大したことなどから、1.5％増の

予算案となったところでございます。

各課別の予算につきましては、その下の表に

記載のとおりでございます。

また、この表の下から２番目の特別会計の母

子寡婦福祉資金特別会計につきましては、当初

予算額は３億8,487万円で、対前年度比4,844

万2,000円、14.4％の増となっております。

この結果、一般会計と特別会計を合わせまし

た福祉保健部の予算の合計額は、一番下の欄で

すが、998億7,753万3,000円で、平成25年度当初

予算額と比較して15億1,277万3,000円、1.5％の

増となっております。

次に、資料の２ページをお開きいただきたい

と存じます。

「未来みやざき創造プラン」関連の主な事業

についてでございます。

ごらんの表は、県の総合計画であります「未

来みやざき創造プラン」のうち平成23年度から26

年度までの４年間で取り組みますアクションプ

ランの10の重点施策の中から、福祉保健部が関

係します６つの重点施策について列挙させてい

ただいております。

その中で、２ページの一番上のほうですが、

「医療施設耐震化など危機事象への対応強化」

やその次の「脱少子化・若者活躍プログラム」

を通じた「子育て・子育ち支援」、下のほうにな

りますが、「健康長寿社会づくりプログラムに基

づく健康づくりの推進」や「高齢者の活躍の場

づくり」、３ページに移りますが、「地域医療の

再生」、さらに下のほうの「安心で充実した「く

らし」構築プログラム」に基づく「地域におけ

る福祉が充実したくらしづくり」や「自殺のな

い地域社会づくり」などに取り組んでまいりま

す。

以上が平成26年度当初予算の概要でございま

すが、各課の主な新規・重点事業につきまして

は、４ページから34ページにかけて掲載してお

りますので、この後、それぞれ担当課長から説

明をさせます。

なお、別冊でお配りしております「決算特別

委員会の指摘・要望事項に係る対応状況の各個

別的指摘・要望事項」につきまして、また並び

に条例など特別議案の詳細につきましては、そ

れぞれ担当課長等に説明をさせますので、よろ

しく御審議を下さいますようお願い申し上げま

す。

私からは、以上でございます。

○新見委員長 概要説明が終わりました。

次に、福祉保健課、国保・援護課の議案の審

査を行いますので、それぞれ説明をお願いいた

します。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○原田福祉保健課長 福祉保健課でございます。

お手元の冊子、「平成26年度歳出予算説明資

料」、厚い資料をごらんいただきたいと思います。

福祉保健課は、119ページでございます。
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福祉保健課の平成26年度当初予算額は、左か

ら２つ目の欄ですが、総額で93億4,502万3,000

円でございます。

以下、主なものについて御説明いたします。

121ページをお開きください。

中ほどの（事項）社会福祉総務費2億5,540

万4,000円であります。

説明の中の６の「社会福祉施設等・耐震化等

臨時特例基金返還金」２億3,029万3,000円であ

りますが、この基金は、社会福祉施設の耐震化

やスプリンクラー整備を補助するもので、国か

らの交付金と県費から造成されております。事

業実施期間が25年度までとされておりまして、25

年度末での国からの交付金の残額を返還する必

要がありまして、予算計上をするものでありま

す。

次に、一番下の（事項）社会福祉事業指導費

４億2,643万円であります。

その主なものは、１の（１）「社会福祉施設職

員等退職手当共済事業給付費補助金」４億2,613

万円でありますが、これは社会福祉施設等の職

員を対象に、退職手当・共済事業を行っており

ます福祉・医療機構に対して経費の一部を補助

するものであります。

次に、122ページをお開きください。

一番上の（事項）地域福祉対策事業費１億2,433

万円であります。

まず、１の（１）アの改善事業、「地域社会の

きずな再生推進事業」につきましては、後ほど

「厚生常任委員会資料」で御説明いたします。

次に、３の（１）「安心生活福祉サービス利用

支援事業」6,092万4,000円でありますが、これ

は認知症などにより判断能力が十分でない方が、

地域で自立した生活が送れるよう福祉サービス

の利用手続の援助等を行う日常生活自立支援事

業の実施や、成年後見制度への円滑な移行を支

援するものであります。

事項を一つ飛びまして、（事項）民生委員費の

１「民生委員活動費等負担金」１億2,777万円で

あります。

これは、民生委員の活動に要する経費等を負

担することによりまして、民生委員による地域

福祉活動の促進を図るものであります。

一番下の（事項）福祉総合センター費１億3,011

万4,000円でありますが、次の123ページをごら

んください。

１の（１）「センター管理運営委託費」5,121

万2,000円であります。

これは、福祉総合センターの管理を指定管理

者に委託するもので、平成24年度から26年度ま

での３カ年が第３期の指定期間になります。

次に、２の「社会福祉研修センター事業」

の3,800万円でありますが、これは福祉ニーズの

多様化に対応できる幅広い資質を持った福祉人

材を養成するため、社会福祉事業に従事してい

る職員等を対象に、業務、経験、役職等に応じ

た研修を実施し、福祉人材の資質の向上を図る

ものであります。

次に、３の「福祉人材センター事業」3,817

万3,000円でありますが、これは質の高い福祉従

事者を安定的に確保するために、福祉人材無料

職業紹介事業や各種の広報等を行うものであり

ます。

次の（事項）県立施設維持管理費４億5,052

万7,000円であります。

主なものは、１の「県立施設の補修費等」４

億284万4,000円であります。これは福祉保健課

が所管します保健所等の庁舎の改修工事等を行

うものでありますが、各保健所等とも建設から

年月がたちまして、空調設備などにふぐあいが
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生じております。26年度は国からの地域の元気

臨時交付金を原資とした基金を活用できるため、

まとめて改修等を行うことにしております。そ

のため、昨年度に比べますと、事業費が大きく

なっております。

次の（事項）自殺対策費4,378万円でございま

す。

自殺対策につきましては、啓発・相談事業や

市町村の取り組み支援などを引き続き総合的に

取り組みます。

４の新規事業「地域で見守るこころの健康サ

ポーター養成事業」につきましては、後ほど「厚

生常任委員会資料」で御説明いたします。

次に、124ページから125ページにかけまして

は、福祉保健課の出先である衛生環境研究所や

保健所の職員の人件費、それから運営費等を計

上しております。

次に、127ページをお開きください。

（事項）県立病院管理費49億7,549万9,000円

でございます。

これは県立病院の運営費などに要する経費を

一般会計において負担するもので、福祉保健課

において予算措置をしております。

次に、お手元の「厚生常任委員会資料」をお

願いいたします。

「厚生常任委員会資料」の４ページをお開き

ください。

改善事業の「地域社会のきずな再生推進事業」

について御説明いたします。

１の目的・背景ですが、少子高齢化が進む中

で、地域における支え合いの機能低下が懸念さ

れているため、地域福祉を支える人材の育成や

地域福祉活動を支援することにより、住民がと

もに支え合う機能の向上を図るものであります。

２の事業概要ですが、（１）の地域資源人材育

成につきましては、これまで地域における支え

合い等の活動の核となる人材として、研修等に

より地域福祉コーディネーターの育成を行って

おりましたが、高齢化が一層進行する中、福祉

と保健分野を連携させた取り組みの必要性が増

しておりまして、保健分野の研修も盛り込み、

福祉分野に加えて、地域住民の健康づくりの活

動など、そうした活動においても核となる人材

の育成をすることとしております。

（２）の地域福祉等推進特別支援につきまし

ては、（１）で育成した地域福祉コーディネータ

ーが取り組む、地域のきずなを生かした支え合

いや、福祉と保健分野にわたる先駆的な地域福

祉活動などを支援することとしております。

（３）の社会福祉大会開催では、社会福祉事

業に関する功績表彰のほか、（２）において支援

した先駆的な地域福祉活動などの事例発表を行

うことによりまして、社会福祉に対する県民意

識の向上と地域福祉活動に関する普及啓発を図

ることとしております。

今回、改善事業としておりますが、ポイント

が３つございまして、１つは先ほど説明しまし

たように、人材育成の取り組み支援において保

健分野にも広げていくということ、２つ目は社

会福祉大会を実践的な活動していただく場とし

ても活用していくこと、そして３つ目ですが、

これまでこの１から３の３つの事業は別々の事

業でしたが、人材育成と実践活動・広報・啓発、

この３つの事業を連動させながら取り組むとい

う点で改善事業といたしております。

３の事業費ですが、1,000万円を予定しており

ます。

事業効果では、こうした事業をきっかけに地

域コミュニティーの再生につながることを期待

しているところでございます。
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次に、５ページをお開きください。

新規事業「地域で見守る『こころの健康サポ

ーター』養成事業」についてでございます。

１の目的・背景ですが、本県における自殺死

亡率は全国第６位と、依然として高い水準にあ

ります。自殺対策として、これまで啓発や相談

事業などを行ってきましたが、今後、さらに家

庭や職場、身近な地域において、日常生活や仕

事などにおける悩みや不安を抱える人にできる

だけ早い段階で気づき、声をかけ、必要に応じ

て相談窓口などを紹介したりする「こころの健

康サポーター」を養成することにより、地域に

おける自殺予防対策を推進するものであります。

２の事業概要ですが、（１）の県民を対象とし

たこころの健康サポーター養成講座につきまし

ては、県民や事業者を対象に、悩みを抱えてい

る方に気づき、見守っていただけるよう、例え

ば、鬱病やアルコール依存症などの知識、それ

から、耳を傾ける傾聴などのスキルなどについ

て講座を開催するものであります。

（２）にあります「こころの健康サポート」

協力店につきましては、（１）の講座を終了した

理容院や美容院のうち、希望されるところを「こ

ころの健康サポート」協力店として登録し、日

ごろの接客の中での見守りをお願いするもので

あります。

３の事業費ですが、456万1,000円を予定して

おります。

４の事業効果ですが、自殺対策においては、

医師や看護師、それから保健師などの専門的な

ケア、それから弁護士や司法書士などの専門相

談など、専門家としてのゲートキーパーの育成

も、もちろん大事ですが、あわせて自殺を考え

るほどに追い詰められる前に、手前手前で、多

くの段階で声をかけたり、悩みを聞いたり、相

談する窓口を教えたり、そうした身近なゲート

キーパーの育成も大事だと考えております。

この事業には、多くの県民に、それぞれの立

場・役割でゲートキーパー、こころの健康サポ

ーターになっていただきたいという思いがござ

います。こころの健康について県民に意識を持っ

ていただき、また民間との連携の強化を図るこ

とで、自殺対策に対する社会全体での取り組み

を推進してまいりたいと考えております。

最後になりますが、決算特別委員会の指摘・

要望事項に係る対応状況でございます。

別冊の資料、薄い資料でございますが、こち

らの５ページをお開きください。

③民生委員・児童委員の活動環境整備等につ

いて、御指摘を受けておりました。

民生委員・児童委員の方々には、地域の中で

大変大きな役割を担っていただいており、活動

しやすい環境の整備は重要であると考えており

ます。

そのため、２つ目の段落の２行目にあります

とおり、26年度の予算では、活動費や協議会の

運営費の予算の確保に努めております。

あわせて、次の段落にありますが、２月に行

政・民間・民生委員等が連携して見守り活動を

行う「みやざき地域見守り応援隊」を結成して

おります。

また、最後の段落ですが、先ほど説明いたし

ました新規事業、地域社会のきずな再生推進事

業などを実施しまして、民生委員・児童委員の

活動をサポートし、また活動の検証による社会

的地位の向上にも取り組んでいきたいと考えて

おります。

福祉保健課からの説明は以上でございます。

○青山国保・援護課長 国保・援護課でござい

ます。
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お手元の「平成26年度歳出予算説明資料」、

最初の分厚い資料ですが、こちらの国保・援護

課のところ、137ページをお開きください。

今回、お願いしております国保・援護課の平

成26年度当初予算は、左側から２つ目の欄にあ

りますように、335億1,584万円でございます。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

139ページをお開きください。

中ほどにあります（事項）生活福祉資金貸付

事業費4,933万5,000円であります。

これは低所得世帯等に対し、低利または無利

子の資金貸付と必要な相談支援を行うことによ

り、その世帯の経済的自立及び生活意欲の助長

等を図るもので、事業主体であります県社会福

祉協議会に対して貸付業務に要する経費を国、

県及び宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金か

らの繰り入れにより補助するものであります。

140ページをお開きください。

（事項）新規事業の「生活困窮者自立相談支

援事業」884万8,000円につきましては、後ほど

委員会資料により御説明いたします。

次に、（事項）高齢者医療対策費162億2,480

万6,000円であります。これは、高齢者医療の実

施に要する経費であります。

その主なものは、まず、説明欄の２の「後期

高齢者医療費負担金」の157億2,520万9,000円で

ありますが、これは後期高齢者医療の医療の給

付や、高額医療、保険料の軽減等に要する費用

につきまして、国、県、市町村及び広域連合が

それぞれの負担割合に応じて負担するもので、

必要な財政措置を行うものであります。

次に、その下の３「後期高齢者医療財政安定

化基金事業」の４億9,864万2,000円であります。

これは、広域連合の財政リスクの軽減措置と

して、保険料の未納や医療給付の見込み違い等

が発生した場合に、必要な資金の貸し付けや交

付を行うための基金の造成事業と基金による支

援事業であります。

141ページをお願いいたします。

一番上の（事項）戦傷病者、引揚者及び遺族

等援護費844万7,000円であります。これは戦傷

病者及び中国帰国者等に対する援護事業を行う

ための経費であります。

その主なものは、説明欄６の「特別給付金等

支給裁定事務費」の626万7,000円でありますが、

これは戦傷病者の妻や戦没者の遺族に対する特

別給付金等の裁定事務に要する経費であります。

次に、その下の（事項）戦没者遺族援護事業

費897万9,000円であります。これは戦没者遺族

等に対する援護事業を行うための経費でありま

す。

その主なものは、説明欄２の「戦争体験継承

事業」の285万7,000円でありますが、これは戦

争の記録や資料を通して、戦没者や遺族の方々

の労苦や平和のとうとさを伝えるため、宮崎県

平和記念資料展示室やホームページの運営等に

よる情報発信を行うものであります。

次に、その下の（事項）国民健康保険指導

費1,398万9,000円であります。これは、国民健

康保険事業に関する指導等に要する経費であり

ます。

その主なものは、説明欄の３の「医療給付専

門委員等設置事業」の703万1,000円であります

が、これは、保健医療機関等への指導監査を行

う医療給付専門指導員や、指導監査専門医に係

る経費であります。

次に、その下の（事項）国民健康保険助成費132

億3,501万4,000円であります。これは国民健康

保険事業運営の充実強化に要する経費でありま
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す。

その主なものにつきましては、次の142ページ

をごらんください。

まず、説明欄１の「保険基盤安定事業」の45

億3,304万8,000円でありますが、これは市町村

保険者が低所得者に対して行う保険税の軽減に

要する経費を県が負担することにより、市町村

国民健康保険財政の安定化と被保険者の保険税

負担の軽減を図るものであります。

２の「高額医療費共同事業」の８億8,864

万1,000円でありますが、これは国民健康保険団

体連合会が行っております高額医療費共同事業

への市町村の拠出金につきまして、県が４分の

１を負担し、高額医療費の発生に伴う市町村国

民健康保険財政への影響の緩和を図るものであ

ります。

３の「広域化等支援事業」の１億5,126万5,000

円でありますが、これは国民健康保険事業の運

営の広域化及び財政の安定化に資するために、

国民健康保険広域化等支援基金から市町村に対

して無利子での貸し付けを行うものであります。

４の「都道府県財政調整交付金」の74億1,246

万円でありますが、これは、県が国民健康保険

事業運営の安定化のために、市町村に対し財政

調整交付金を交付し、財政調整機能の一部を担

うものであり、給付費等の９％を負担するもの

であります。

５の「特定検診保健指導費負担金」の２億4,960

万円でありますが、これは国民健康保険の保険

者である市町村が、特定健康診査、特定保健指

導の実施に要する経費について、県が３分の１

を負担するものであります。

続きまして、一番下の（事項）福祉事務所活

動費１億7,796万9,000円であります。これは福

祉事務所の生活保護に係る活動に要する経費で

あります。

その主なものにつきましては、次の143ページ

をごらんください。143ページですが、よろしい

でしょうか。

まず、説明欄１の「被保護世帯調査費」の１

億6,712万1,000円でありますが、これは、生活

保護の適正な実施を図るために、福祉事務所の

ケースワ－カー等が行います生活保護受給世帯

への訪問指導や関係機関等への各種調査、福祉

事務所に就労支援員を配置して行います生活保

護受給者に対する就労支援に要する経費等であ

ります。

その下の（事項）扶助費36億5,478万7,000円

であります。これは、生活保護法に基づく扶助

に要する経費であります。

その主なものは、まず、説明欄１の「生活保

護扶助費」の33億531万3,000円でありますが、

これは生活保護法に基づく生活費や医療費、教

育費など８種類の扶助に要する経費であります。

２の「生活保護扶助費県費負担金」３億4,707

万4,000円でありますが、これは、中核市を除く

８市が、長期入院や施設入所などにより住居を

失った被保護者に対して支弁した保護費を県が

負担する経費であります。

次に、新規事業の詳細について御説明いたし

ます。

別冊の「厚生常任委員会資料」の９ページを

お開きください。

まず、新規事業「生活困窮者自立相談支援事

業」であります。

まず、１、目的・背景でありますが、生活困

窮者自立支援法が平成27年４月１日から施行さ

れ、福祉事務所設置自治体には、生活困窮者へ

の自立相談支援事業の実施が義務づけされます。

この事業により、その前準備として国のモデル
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事業を活用し、実施体制を整備したいと考えて

おります。

２の事業概要でありますが、生活困窮者自立

相談支援員を郡部福祉事務所に３名配置し、生

活困窮者の相談に応じ、ハローワーク等との連

携を含めた支援を包括的・継続的に実施するも

のであります。

配置先は、中央福祉こどもセンター、児湯福

祉事務所、北部福祉こどもセンターに各１名を

配置したいと考えております。

業務内容は、まず、生活困窮者の把握と相談

受け付け、２つ目に、相談によって生活困窮者

が抱える課題を把握した上で、支援プラン案を

作成、３つ目に、支援プラン案に関連する機関

による支援調整会議を開催し、ネットワークづ

くりを行います。

３、事業費は884万8,000円であります。

４、事業効果でありますが、生活保護に至る

前の段階から早期に支援を行うことで、生活困

窮状態からの早期自立を図ることが期待されま

す。

続きまして、議案第38号について御説明いた

します。

同じ常任委員会資料の37ページをお願いいた

します。

「宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例

の一部を改正する条例」についてであります。

まず、１の改正の理由についてでありますが、

高齢者の医療の確保に関する法律により、基金

の拠出率については２年ごとに国が定める拠出

率を標準として県の条例で定めることとされて

おりますが、国が定める財政安定化基金拠出率

の見直しに伴い、所要の改正を行うものであり

ます。

次に、２の改正の概要でありますが、平成26

年度及び27年度の標準拠出率が10万分の44と定

められたことから、本県の拠出率を１万分の８

から10万分の44に改正するものであります。

次に、３の施行期日についてでありますが、

平成26年４月１日としております。

参考として、基金の概要を記載しております

が、この基金は、予定した保険料収納率を下回っ

て生じた保険料不足や給付費の見込み誤り等に

起因する財源不足について、資金の交付・貸し

付けを行うために設置しているものであり、国、

県、広域連合が同額を負担し積み立てることと

なっております。基金残高は、平成25年度末で

８億5,360万9,000円の見込みとなっております。

国保・援助課の説明は、以上であります。

○新見委員長 議案に関する執行部の説明は、

終了しました。

ここで、質疑がある方は、出していただけま

すでしょうか。

○中野委員 町はよくわからんけど、国富のよ

うなちょっと田舎に行くと、民生委員さん、結

構やっぱりそれなりに、相談があったりとかあ

るんやろうけど、実際はあんまりなり手がおら

んわけよね。民生委員さんの処遇というか、待

遇というか、あれはどうなっちょっとですか。

どんな状況、県内で今何人、あれは、人口割で

民生委員は決まるわけ。

○原田福祉保健課長 民生委員の定数は、人口

を、世帯数を基準に、国のほうで基準を定めて

おりまして、その基準を今下回らないところで

各市町村の民生委員の定数を定めております。

民生委員の待遇ということですと、今年度予

算でいいますと、民生委員の活動費負担金とい

う形で、１人５万8,200円で組んでおりまして、

これを市町村のほうに支給しまして、これに市

町村が上乗せをいたしまして、平均すると年間10



- 34 -

平成26年３月11日(火)

万円程度の、それぐらいの活動費で活動いただ

いているという状況でございます。

○中野委員 年間、民生委員のそういう研修と

か、やっぱりあるでしょ。そんなのは、どれぐ

らいの出方っていうは、町村で違う。

○原田福祉保健課長 民生委員の研修は、やっ

ぱり今回一斉開催を行ったんですが、その後に

新任の方の研修とか、それから通常でも、各協

議会において、民生委員協議会がございまして、

その中で研修等も実施されております。

24年度の数字なんですけれども、民生委員・

児童委員会長研修というのがございまして、こ

れで24年度は107名の方が受けていらっしゃいま

す。それから、民生委員・児童委員研修という

のが148名の方、それから主任児童委員研修とい

うのもございまして、122名の方が修了されてい

るということで、福祉制度等にやはりある程度

熟知していただかないと、なかなか活動も難し

いということで、研修の充実にも力を入れてい

るところでございます。

○中野委員 やっぱり県の広報とか、ちょっと

いろいろ顔写真を載せたりとか、やっぱり知ら

ない人が結構多いとね、地区ごとにね。それは

町が町の広報でやるべきことかも知れんけど、

その辺をもうちょっと、やっぱり何ていうのか

な、民生委員さんをもうちょっと上げるような

感じ、ちょっと難しいけど、ぜひそういう、み

んながなりたがるようなものでないと……。

○原田福祉保健課長 先ほど、決算の指摘事項

の説明で説明いたしましたけれども、やはり民

生委員の方、今、非常に地域の中で苦労されて

おりまして、なおかつ、その役割というのはど

んどんふえていくばっかりではないかと思って

おります。そういう意味では、活動をやはりしっ

かりと、言い方はあれなんですが、評価して、

顕彰してっていうことは大事なことだと思って

おりますんで、新規事業もございますので、そ

の中で取り組んでまいりたいと思っております。

○星原委員 今の民生委員の話で関連なんです

が、細かいことはちょっとわかりにくいんです

が、この民生委員の方々の上に協議会みたいな

会があるんですか。そこの事務員さんの、担当

か何かわからんのですが、そういうそこの維持

費ということで、わずかの年間５万8,000円だっ

たですか、県のほうからのは、それで、市町村

と合わせて。そういうもらうやつで、10万ちょっ

とぐらいつったかな、その中から何千円か、そ

ういうとこに徴収されるっていう話を聞いてい

るんです。だから、徴収じゃなくて、それはそ

れで与えたんなら、個人からじゃなくて、予算

を組んでそういう形で分けていけば、不思議じゃ

ないんだけど、その個人に行った分から、また

今度逆に、そこが徴収されて、上に上納するよ

うな形になっているような話をちょっと聞かさ

れたんだけど、それはおかしいよなという話を

したんです。そこの協議会というか、その事務

費のその部分をです。個人個人に一旦渡しとい

て、それからまた経費を出させるような話って

のは聞いたんですが、そういうのはあるんです

か。実際、現実にそういうことをやってるんで

すか。

○原田福祉保健課長 今お尋ねの民生委員協議

会というのがございまして、今、県内85の協議

会があるんですが、１協議会に20万円の負担金

という形で予算を組んでおります。

それぞれの協議会においてどういう形で、そ

の後、運営されているのかは詳細にはつかんで

おりませんけれども、基本的にはこの経費の中

で賄っていただくものだと思っております。

○星原委員 その経費の中で、人件費か何かを
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賄っているというのはわかるんだけど、一旦個

人に幾らって決めて、年間幾らって渡しとって、

そん中からまた新たに徴収して、そういうそこ

の協議会の人件費に充当していくようなやり

方っていうのは、これは、ちょっとおかしいん

じゃないかなって。今言う、かなり責任も出て

きてるし、いろんなことがあるという中で、やっ

ぱり一生懸命見守り隊やいろんなこともやった

り、困窮者のところを家庭訪問したり、いろい

ろしているっていう話の中で、何で我々のそう

いうふうな部分が、事務員さんのそういうとこ

まで、また新たに一旦支給した形にしとって、

そういうふうにされるんでしょうかねというの

をちょっと聞いたもんだから、それはちょっと

おかしいわねという。そこにはそこの協議会に

対して幾らとか、個人に幾らとか、ちゃんとし

て分ければいいんだけど、そういう形になって

ないような話だったもんですから、その辺ちょっ

と教えてもらうとありがたいなと思います。

○原田福祉保健課長 ちょっと詳細、今つかん

でおりませんので、また市町村と話しまして、

そういう状況があるのか調べまして、また市町

村と話しながら、適切な協議会の運営というか、

そうなりますように指導等行ってまいりたいと

思います。

○星原委員 よろしくお願いします。

○中野委員 協議会って何ですか。市町村が独

自でつくっとるわけ。

○原田福祉保健課長 地区ごとに、今、県内で85

の協議会がありまして、市町村によっては複数

あるところがございます。特に民生委員の方の

研修を中心に活動していただいております。

○中野委員 何、それは任意の市町村がつくっ

て、そこの活動費というのは、市町村が出して

る。そんな話じゃないでしょう。

○原田福祉保健課長 先ほど言いましたように、

県の予算で1協議会当たり20万円負担しておりま

して、市町村によって、また協議会に上乗せし

ているとこもあろうかと思います。

協議会の中でのそういう運営の仕方というの

はそれぞれのようでございまして、例えば、各

個人の活動費を１回全部プールして、それから

また分配するようなこともやっている協議会が

あるとか、あるいは、それぞれのやり方をして

いるもんですから、ちょっと一律ではないよう

でございます。

○星原委員 今、26市町村で85カ所もあるとい

うと３倍ぐらいですわね。何で、そんなにいっ

ぱい設けて、そこに働く人をつくって、人件費

とかいろいろな経費で取られるのかっていう。

そういうこと自体が、市町村単位だったら、県

市町村で流れるんだったら、26のそういう協議

会ができてる分にはいいんでしょうけど、そん

なにいっぱいつくって、後から入ってすぐの人

なんかは、その意味がわからんというわけです

よね。そういう協議会があって、そういうこと

をやられているというのがね。いつからそうい

う流れになったんだろうかなっていうふうに

思っているんですけど、その辺はどういう県と

しての立場で指導されてるんですか。

○原田福祉保健課長 協議会の運営の詳細、

ちょっと今つかんでいないんですが、それぞれ

協議会において、それぞれ別な方を雇って人件

費を支給しているという形はちょっとないと思

います。協議会としての予算は、県から出して

いる分は20万円ですんで、そこから。集まって

会議を行ったりとか、研修会を行ったりとか、

そういうことで運営をされていると思います。

その経費に充てられていると考えております。

○星原委員 いや、今説明受ける研修費やらそ
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ういうのに使うのはいいんですよ。多分そんな

に協議会、いっぱいつくって、それぞれでいろ

いろな経費もかかるわけです。だから、県段階

では数が多過ぎてできないとなれば、市町村単

位で協議会をつくらせて、その中で研修会とか

いろんな勉強会なりやればいいんじゃないかな

というふうに思うんですが、以前は44市町村で

したから、以前のままが残ってても44ならわか

るんだけど、それの倍ぐらいの数をつくられる

と、ずっと同じ人がやってる分にはいいんでしょ

うけど、新たに更新していきますよね。変わっ

ていきますよね。その人たちは意味もわからん

で、そういう協議会の中に組み込まれて、そう

いう研修費を個人で、地域から選ばれて行って

くれって言われたのに、研修費も自分たちが報

酬として受けた中から、その研修費を出してる

というのがちょっと解せないっていうか、わか

らんのですけど、その辺をちょっと調べて教え

てもらえればいいですけど。

○原田福祉保健課長 協議会につきまして、町

村の協議会はそれぞれ一つということで、あと

市のほうが幾つか複数持ってございます。

ちょっとその協議会の運営のあり方につきま

しては、詳細に調査いたしまして、また市町村

と話しながら指導等を行ってまいりたいと思い

ます。

○中野委員 20万、補助金だったら、ちゃんと

報告受けたり監査したりせんといかんよ。20何、

だから…。

○原田福祉保健課長 この協議会の分は、負担

金ということで、市町村に対して支出をしてお

りまして、詳細な使い道等の報告は各市町村に

行ってると思いますが、ちょっとその状況等も

含めまして調査いたしまして、適正な運営につ

いて指導してまいりたいと思います。

○新見委員長 協議会のことについては、今、

報告があったとおり……。

○中野委員 やっぱり民生委員って、今高齢化

してなかなかなり手がおらんかったりとか、た

だ県は民生委員とか福祉とか言うけど、あとは

もう市町村任せですわって、それじゃおかしい。

しっかりどういうことをしてるか指導をせんと。

ぜひしっかり、本当、田舎でやっぱり民生委員

というのは名士よ。その中でも、もう高齢化し

ておらんかったりしとるわけやから、そういう

ことで、ぜひしっかり。協議会の内容もせんと

やたらに会議ばっかりしとったり、出方が多かっ

たりするわけよ。

○新見委員長 ほかに、議案に関する質疑があ

りましたら。

○宮原委員 済みません、139ページのところで、

生活福祉資金貸与事業ということで、先ほど社

会福祉協議会を通じて貸すんですよという話が

あったんですけど、わかりますか。139ページの

生活福祉資金貸与事業、これは、幾らぐらい大

体貸せられるんですか。そして、貸し付けなん

で、当然返済もせんないかんはずですから、そ

のあたりはどういうシステムになってるんで

しょうか。

○青山国保・援護課長 これは、資金が幾つか

種類がございます。ちょっと大まかなメニュー

を申し上げますと、総合支援資金というのがま

ずありまして、これは失業者とか、そういった

方に対してお貸しするものです。これですと、

生活支援費ということで、月20万以内、それか

ら住居入居費で40万以内というようなものがご

ざいます。

それと、２つ目に福祉資金というのがござい

ます。これは、低所得者世帯とか、障がい者世

帯、また高齢者世帯に対してお貸しするものな
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んですが、これはたくさん種類がございます。

生業費とかいろいろございます。それと、教育

支援資金というのがございまして、これも低所

得者世帯が対象なんですけれども、そういった

経費が、貸し付けの資金がございます。

○宮原委員 当然、これは貸し付けだから、返

してもらわないかんということになると思うん

ですけど、生活が厳しいので、変な話ですけど、

借りられるんですよね。だから、返済がなかな

か思うようにいかないんじゃないかというふう

に思ってますけど、現状はどういう状況になっ

てるんですか。

○青山国保・援護課長 おっしゃるとおりで、

滞納がございまして、24年度の状況で申し上げ

ますと、５億円ぐらいの滞納がございます。

○宮原委員 予算としては、4,900万ぐらいの予

算で組まれてて、滞納としてはずっとたまって

るということでいいんですよね。

○青山国保・援護課長 済みません、この予算

は、社会福祉協議会が貸し付けを行うための事

務費、相談員とかそういった方を配置しており

ますので、その事務費になります。生活福祉資

金のちょっと総体で申し上げますと、まず、貸

し付けの原資としましては、もともと38億ござ

いまして、そのうち19億が貸し付け中でありま

す。あと残り19億ぐらいが貸し付け可能な額と

いうことになっております。

○宮原委員 ちなみにそういったのって保証人

さんが要るとか、そういうことではないんです

ね。

○青山国保・援護課長 これも資金によって、

保証人が要るものとそうでないものがあるんで

すが、一応、リーマンショック、世界同時金融

危機以降、そういった対象者が非常に多かった

ということもありまして、そこで見直しがされ

ておりまして、保証人がなくても貸し付ける資

金と、保証人があれば無利子にする資金とか、

その資金によって中身が分かれております。

○宮原委員 ちなみに、もう苦しいから借りる

わけで、もっと貸してよという話になってくる

と思うんですけど、全然返済がされてないよう

な人っていうのは、当然、貸与されない、貸し

付けないということでいいんですか。

○青山国保・援護課長 貸し付けに際しまして

は、やはり特に金額の大きなものについては、

生業費といいまして、上限が460万とかいうのも

あるんですが、そういうものにつきましては、

その方が生業費で何をしたいのかとか、実現可

能性がどうなのかとか、その辺を確認した上で

お貸しするというようなことになります。

ただ、冒頭申し上げました総合支援資金とい

うことで、失業者の方に対して貸すようなもの

については、保証人なしでも当座をしのぐとい

うような意味合いでつくられた資金ですので、

こちらのほうはそういう保証人がなくても貸す

というようなことで、委員がおっしゃったよう

に、こういった資金に関しては、やはり返済が

ほかの資金よりも悪いという状況がございます。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○太田委員 いわゆる生活福祉貸付事業ってい

うのは、これは事務費として出してるわけで、

滞納が５億円あるという原資、38億円、そういっ

た管理する結果表みたいなものは、母子貸し付

けする場合は、私たちに提示されますよね。だ

から、ああ、なるほど、難しいですけど、頑張っ

てくださいというふうにメッセージも送られる

んですが、これはもう社会福祉協議会だけでの

管理になって、こちらのほうには報告はないと

いうことなんですか。

○青山国保・援護課長 貸し付けの状況につい
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ては、県のほうにも報告がございます。ただ、

現実のこの資金の運営は、もう社会福祉協議会

のほうに管理を委ねてるということで、予算と

しては運営費の部分を見させていただいてると

いうことです。

○太田委員 わかりました。ということは、こ

の原資、38億円がつくられたというのは、それ

は県が出資したとか、国が出してるとか、何か

その辺の母子貸し付けとは違った原資の扱いに

なってるっていうことなんですか。

○青山国保・援護課長 これは、昔、世帯厚生

資金という名称であったんですけれども、国が

３分の２、県が３分の１というようなことで原

資を拠出しまして、実際の運営は社会福祉協議

会にお任せするということで、全国で行われて

るものでございます。

○太田委員 わかりました。母子貸し付けの場

合は、もう本当にガラス張りでぽんと見せられ

るから、それなりにまた、なるほどと思うんで

す。これは、ちょっと今質疑を聞いてて、ああ、

これはなかったなと思って、それはそれなりに

出さなくてもいいことではあるんでしょうね。

そういう歴史的な流れがあって、そうなってる

ということですか。ただ、わかってたほうがい

いのかなという感じもしたものですから。いい

です、わかりました。

○新見委員長 ほかに。

○星原委員 ５ページの丸新で、地域を見守る

心の健康サーポターという事業で、要するに本

県が自殺、10万人当たりの死亡率が全国６位と

いうことであって、これも事業としては国の事

業なんでしょうけども、確かに何人かにやって

いただくというのはありがたいことなんですが、

事業効果として、自殺対策の社会全体での取り

組みにということで、県民を挙げてこういう形

ということなんですが、私はこの自殺というの

は、病気の場合があったり、金銭苦であったり、

いろんなそれぞれ中身は結構違うと思うんです。

そういうのを、病気であれば、医者とかいろん

な専門的な分野の人たちが対応しなくちゃいか

んでしょうし、金銭的なものになってくると、

金融機関あたりなのか、事業なんかの失敗とか

いろんな問題があれば、そういうことかな。そ

ういうのに我々が、ちょっとあそこの会社が厳

しいとか、あの人は病気で云々といっても、ど

こまで県民がこういう講座を受けて、入っていっ

て、その人にどうアドバイスできるかっていう

のは、非常に人生経験とかいろんなものもない

と厳しいと思うんですが、この事業が狙ってる

ものっていうのは、どういう人たちにこういう

講座を受けてもらって、そして、そういう地域

の中において見守っていただいて、何かあった

ときには少しでも手助けをということだろうと

いうふうに理解するんですが、どういう方々に

養成の講座を開かれる予定なんですか。

○原田福祉保健課長 ゲートキーパーといいま

して、自殺に至る前の段階で、何らかの形で相

談に応じたりとか、そういう人材を育成すると

いう事業につきましては、これまでも取り組ん

でおりまして、これまでは、どちらかといいま

すと、例えば医者とか、看護師、保健師といっ

た専門的な方々で、もう最後のところでとめる

とこです。さらに福祉関係者とか、あるいは弁

護士、司法書士とかそうした専門家、あるいは

いろんな金融関係の相談に応じる人に対して、

自殺対策の面でも意識を持っていただくような

研修を行いまして、そういうゲートキーパーの

養成も行ってまいりました。

今回の新しい事業といいますのは、さらにもっ

と地域、家庭に近いところで、広く県民の方に、
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いわゆるもう専門家という立場ではなくて、身

近に接する方が、少しでも心の健康ということ

に意識を持っていただく、そういう講座を開き

まして、それを受けていただいて、心の健康に

関心を持つことで、周りの方の変化に気づいて

いただけるような、そうした幅広い見守り役と

いうのを期待してこの事業をつくっております。

あわせまして、理容師、美容師のところなん

ですけれども、こちらは、例えば、地域の中に

数多くありますし、その中で人と接する、ある

いは会話をする時間も長い業種でありますし、

さらに待ち時間があったりで、その中で雑誌を

読んだりする時間があるんですが、その中に、

例えばこころの電話帳といいまして、相談窓口

をいっぱい載せたパンフレットもつくっており

ますんで、そういうのを店舗に置いていただく

とか、そういう形で、専門家から、さらに福祉

関係者、さらにもっと下の広い県民という、段

階的に、ゲートキーパーといいますか、こころ

の健康サポーターを養成していきたいというこ

とで、この事業だけではなくて、トータルとし

て総合的に推進してまいりたいと考えておりま

す。

○星原委員 そのゲートキーパーというのをこ

こに書いてあるのでいえば、気づき、必要な支

援につなぎ、見守るということですよね。そう

すると、そういう講座で研修を受けた人には、

何らかの資格じゃないけど、そういうことでい

ろいろ、この人に相談とか、あるいはそういう

人が自殺しようという人が、今度逆に言えば、

そういう人が見つけるのか、そういう人が相談

に行くのかと、場合によってどっちもあると思

うんですが、そうすると、なかなか見つけると

いうのも厳しいだろうなと思いますし、また、

悩んでる人も相談しようと思っても、相談に行

くにでも、何も、地域の中に誰がゲートキーパ

ーになってるかどうかもわからん中で、なかな

かそういう両方の、何ていうんですか、つなが

りっていうのを持たせるのが難しいような気が

するんですが、その辺の対応をどういうふうに

されていこうとしてるのかなというふうに思う

んですけどね。

○原田福祉保健課長 今回、広く県民の方に受

けていただく講座につきましては、鬱病とか、

アルコール依存症とか、さらにはこんな相談窓

口があるということを知っていただくような講

座でして、その講座を受けたから相談を受ける

ような、そういう資格を持つというような性格

のものではございません。幅広くそういう知識

を得ていただくための講座を開きまして、関心

を持っていただくというのが一番でございます。

実際の相談に応じていただける方は、やはり

医者であったりとか、弁護士であったりとか、

やっぱり専門の方でないと相談を受けられませ

んので、その方々につなぐ役割、こんなところ

があるんだよということを知っていただいて、

そういうことをあそこに相談してみたらという

つなぎ、そちらを期待しておりまして、受ける

というのは、やはり自殺というのは非常に重い

課題でございますので、それを全部受けていた

だくのは非常に厳しいものがございますので、

もっと前の段階でちょっと声をかけていただく

とか、ちょっとあそこに相談してみたらという

そういう声かけ、そういう役割の方を、役割と

いうか、そういう関心なり、知識なりをある程

度持っていただく方を育てていきたいという思

いでございます。

○星原委員 くどくなるんであれなんですが、

私が思うのは、やっぱりこういう事業をやられ

るんであれば、その成果が本当にあらわれるた
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めにはどうするかだと思うんです。我々も地元

におって、田舎の、私なんかが住んでるとこは

昔から住んでる人たちだけだから、いろいろ家

庭の事情も、いろんな構成から大体わかってる

んですが、そうじゃない地域なんかの、新興住

宅地とかいろんなところでは、隣の人が何を仕

事してるかさえわかりませんし、どこ出身で、

どこ生まれでっていう、そういうこともわから

ない状況もありますよね。ですから、私は、こ

ういう講座は講座で、確かに言われるようなこ

との成果も出るんでしょうからいいんでしょう

けど、やっぱり地域には地域で自治公民館とかっ

てありますよね。やっぱりそういうところあた

りに、もう少し積極的に働きかけて、そういう

地域の中でいろんな役割を担ってる人が、やっ

ぱり何かあったときはそういう窓口にもなって

もらうような、何か知恵を出してもいいんじゃ

ないかと、この事業を見とって思ったんです。

だから、要するに我々みたいな中山間地域み

たいなとこはそういう、あるいは今度、都市部

のまちの中のそういういろんな人たちが、同じ

ような事業で本当に県民全体をそういう形でで

きるのか、エリアを分けて、市町村単位ででも、

いろんな形で考えてもらったりとか、呼びかけ

でこういうことで見つけたり、いろんな何かそ

ういうことでないと、自殺を減らしていこうと

してもなかなか減らないんじゃないかなという

気がするんです。

だから、こういう事業があって、こういうこ

とでゲートキーパーを養成します、それじゃな

くて、その地域地域のいろんな問題、そこの集

落単位とか、あるいはそういう地域ごとのいろ

んなものをよくわかってる人たちに、それだっ

たらある程度気をつけて見守ってくださいと

かっていう、そういう部分みたいなものを考え

ていったほうがいいのかなという気はするんで

すが。

○原田福祉保健課長 自殺対策は、これまで総

合的な対策ということで、啓発事業から相談事

業をやったりしてたんですけれども、特に今年

度から、やはり地域の実状に応じた自殺対策を

講じる必要があるということで、市町村の取り

組みを支援するということで、５市町のモデル

事業もやっておりまして、その市町において、

それぞれどんな自殺対策を講じていくのかとい

う計画を今策定をしていただいております。そ

の中で、その地域の資源、それから人材を生か

しながら対策をとっていくことになろうかと思

います。

先ほどお話がございましたが、やはり地域の

中でどうやって自殺をとめていくかっていうの

はあるんですが、なかなか自殺そのものという

んではなくて、やはりまずは見守りとか、地域

全体の中で見守っていく体制がやはり必要では

ないかと思っておりまして、新規事業で説明い

たしましたこころのきずな・地域のきずな再生

推進事業もございますが、ああした取り組みを

広げながら、結果として自殺の予防にもつながっ

ていくという、そうした事業も多く展開してい

く必要があるのかなと思っております。

○星原委員 ぜひ検討していただきたい。

○後藤委員 ですから、今おっしゃったあれで

すけど、やはり左に地域資源人材育成支援、こ

こでも「つなぎ」って出てきて、非常にこれは

類似性があると思うんです。ですから、私は、

心の健康っていうことで、事業効果としては心

の健康に関する意識啓発じゃないかと思うんで

す。自殺に特化するからちょっとあれですけど、

先ほどから出てる民生児童委員さんの活動の中

にも、このつなぎとして、非常にこの役を担っ
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てる部分もありますから。

だから、この事業を左に比べて、非常に似て

る。その中で、自殺ってなるもんですから、ちょっ

と私も、この前の勉強会もそうだったんですけ

ど、非常に……。ですから、総合政策が、アク

ションプランの中で、地域有縁システムってい

うのを掲げています。この地域有縁システムを

一番担っているのが、まさしくこの福祉の分野

じゃないかと思ってるんです。この地域のきず

な再生推進事業である、今回の心の健康の部分

を特化したということで。

ですから、包含的に、先ほど民生児童委員さ

んを含めた地域でのキーパーソンをいかにふや

していくかっていうのが、一番大事じゃないか

なっていう気がしてるんですが、済みません。

○原田福祉保健課長 まさにこの事業が目指す

ところはそういうところでございまして、人材

ということでいきますと、地域福祉コーディネ

ーターというのを今養成しておりまして、その

方々に、今年度はいわゆる保健の分野にも精通

していただきたいという思いで、保健といいま

しても、精神保健も入ってまいりますんで、そ

ういうことで心の健康という分野にも、十分心

を砕いていただけるのではないかと思っており

ます。

この地域福祉コーディネーターは、今、特に

市町村の社会福祉協議会の職員の方が多く学ん

でいただいておりまして、それから社会福祉施

設の職員の方、今後の地域福祉を考える上で、

やはり社会福祉協議会、それから各社会福祉施

設の職員の方々を中心に、それぞれの地域に合っ

た見守りと、それからいろんな相談体制とか、

そうした地域福祉の取り組みを進めていく必要

があると思っております。そうした核となる人

材の育成をしっかり進めていきたいと思ってお

ります。

○後藤委員 ですから、地域包括ケアの中の一

部を担ってるんだという位置づけをはっきりし

ていただくと、我々もよくわかります。済みま

せん、よろしくお願いします。

それと、先ほどとも関連しますけど、生活福

祉金貸与事業、これがまさしく民生児童委員さ

んが負担になってる部分があるんです。実は、

どうしても貸し付けて残ってきてるもんですか

ら、先ほど出てる地区社協っていう、その単位

で把握して、どうしても民生委員さんたちが窓

口になってきていると。お金にまつわる貸与っ

ていうと、どうも非常に、なかなか福祉協議会

から民生委員さんにお願いしてる分はあるんで

すけど。だから、せっかく民生児童委員さんの

活動環境の整備、国が昨年の秋に立ち上げて、

今、国もそういう方向になっています。やはり

このなり手不足、あるいは活動環境の整備とい

うことでやってきてますから、この貸付事業も

民生委員さんから外すような、そういう方向に

なればいいなと思っているんですが。

○青山国保・援護課長 そこについては、この

資金の貸付運営委員会というのがありますので、

またちょっとそういう場で、実態を調べた上で、

ちょっと意見交換をさせていただければと思い

ます。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 私も、民生児童委員ってここで初

めて聞くんです。地域におるけど、余り聞かん。

だから、市町村の話になるじゃろうけど、民生

児童委員、やっぱり市町村の広報で１回か２回

ぐらい流すとか、知らしめることも大事じゃな

いかなと、全然、俺は見たことないんで。

それともう一つ、さっき自殺の話が出た。私

の身の周りでも、去年、ここ四、五年ぐらいで
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４人ぐらい自殺しとる。２人は事業の失敗、１

人は奥さんやらが亡くなって、病があってノイ

ローゼというのかな。結構、自殺する理由を言っ

て死ぬ人はおらんから、何で死んだかわからん

わけ。俺はいつも考える、宮崎は何で自殺率が

高いのか。いわゆる所得が低いからか、離婚率

も高いじゃろうかなと思うけど、ある程度、何

で自殺したかっていうのも、警察はそういう理

由をとっとるはず。ある程度、そういう公表す

るかしないかは別として、やっぱり原因を考え

ながら、いろいろ対応をとらんと、何で自殺率

が、私も、言ってることがわからんから、答え

はいいけど。だから、もうちょっと、原因を本

当はある程度特定して対策を打たんと、ただこ

んなチラシばっかり配っちょって、俺は、何か

役に立つとかなと思ってるけどね。

○原田福祉保健課長 自殺に至った原因という

のは、やはりもう最終的には、御本人さんでな

いとわからないんですが、警察が検視する中で、

周りの状況をいろいろ調べまして、ある程度推

測できる自殺の原因ということで、統計等も出

ております。やはり健康問題であったりとか、

経済問題であったりとか、そういうことが多い

ということで、出ております。そうした統計等

も見ながら、やはり対策を立てていく必要があ

るのではないかと思っております。

○佐藤福祉保健部長 いろんな意見が出てます

けど、例えば自殺の問題も、私ももともと田舎

の出身ですから、もう知ってる人ばっかりで、

向こうからも声をかけてくれたりするわけです

けど、宮崎に30年ぐらい住んでますと、地域で

知り合いが県庁以外で誰がいるかなと今思って

たんですけど、子供のスポーツ少年団の親の関

係とか、ゴルフの友達とか、もうそれぞればら

ばらだと思うんですけど、要するに地域ってい

う単純なつながりだけじゃなくて、いろんなつ

ながりがある。そういうつながりがある人が、

ああ、前と彼、調子が悪いっちゃない、顔色が

悪いっちゃないとか、同級生に久しぶりに会う

たときに、ああ、何か元気がねえがねって思う

たときに、あんまりストレートに言うと傷つく

からそれを何と言うかとか、そういういろんな

スキルがあって、そういうものを気づきを、ど

ういうやり方が一番いいのかというのを学んで

もらおうと、そういうのをちょっとやってみよ

うかなというのがこの事業の趣旨でございまし

て。一方で、やっぱりそれで爆発的な効果があ

るかどうかっていうのは、別なんですけど、要

は、我々は職場でも、正直メンタルの人に休ん

で初めて気づくとかあるわけです。毎日会って

る人でも、それって後で考えて、ああ、あのと

き何か一声かけとけばよかったなとか思うこと

もあるわけです。県民の皆さんに、そんなのを

いろいろ勉強してもらおうかなというのが、そ

ういうのが一つでございます。

民生委員さんのほうの部分は、また同じ、同

感でございまして、一生懸命頑張っていただい

てる、それをどうやって、その頑張りを露出す

るかというのは、市町村でもいろいろやってい

ただいているし、我々も問題意識を持っていろ

いろ問いかけはしてるんですけど、いろいろ国

でも今そういうことも含めて検討会議も始まっ

たんですけど、いろいろ知恵を出して、頑張っ

ていただいてる方々を、要するにもっと頑張ろ

うというか、もっとやろうというモチベーショ

ンが上がるようなことを工夫していかないかん

なというふうに思っております。

○太田委員 ちょっと確認でさせてもらいます。

戻るかもしれませんが、４ページのきずな再

生推進事業ですが、今、ここの保健分野を入れ
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ましたということで、充実されましたよね、そ

ういう意味でね。そういう人材をつくるという

ことですが、それを結局、そういう人たちを、

名称としては地域福祉コーディネーターと呼ぶ

ということでいいんですね。確認です。

○原田福祉保健課長 地域福祉コーディネータ

ーということで、これまでも養成しておりまし

て、その方々に、また保健の分野も学んでいた

だくということでございます。

○太田委員 地域福祉コーディネーターという

と、そういう研修をしたりなんだりして、例え

ば何か認証カードをもらえると、私は地域福祉

コーディネーターだと言えるような、それとも、

民生委員だったら民生委員の辞令をもらってや

りますよね。地域福祉コーディネーターってい

うのは、そういう認証されるような、客観的な

ものは何か持って歩いておるんですか。

○原田福祉保健課長 コーディネーターとして

の認証はしておりませんで、講座を修了してい

ただく。あと、今回この事業では、福祉コーディ

ネーターの中で、さらにもう一段階、マイスタ

ーといいますか、さらに福祉コーディネーター

の相談に乗ったりとか、指導したりしながら取

り組みにつなげていくような、そうした方もま

た養成していきたいなということで考えており

ます。

○太田委員 いいですか、済みません、簡単に。

○原田福祉保健課長 講座を修了された方に、

認証票ということですね。

○太田委員 それがあるといいですね。

○原田福祉保健課長 交付しております。

○太田委員 わかりました。ありますね。よかっ

たですね。いや、ないとつらいなと。

もう簡潔に行きます。５ページの、いわゆる

先ほどの健康サポーター事業ですが、全国第６

位になったということで、宮崎県はいいんで伸

びてるんですよね。伸びてるって言ったらいか

んけど、自殺率は低下してきているから、評価

される方向には、これは見ていいんですよね。

○原田福祉保健課長 24年度は下がったという

ことでございまして、ずっと全国10位以内に入っ

ておりまして、高い水準でございます。

ただ、ことしにつきましては、警察統計では、

全国の減少率に比べると大きく下がっておりま

すので、最終的な厚生労働省の統計はまた別な

んですけれども、こちらでも減少がされるんで

はないかと思っております。したがいまして、

全国順位も下がるのではないかとは思っており

ます。

○太田委員 これは、人間の心の問題を扱う業

務ですから、多少は評価されていかないとつら

いだろうと思うんです。

その中で、例えば、美容院とか理容院なんか

を協力店とした、もういろんな取り組みが、間

接的にも影響していい形が、やっぱり社会的に

も出るといいなと思うんですが、この協力店に

対しては、例えば、何かお願いするだけとか、

もしくはちょっと費用でも差し上げるようなこ

とになるんですか。

○原田福祉保健課長 ちょっと費用を差し上げ

ることは考えてないんですが、協力していただ

けるということであれば、登録をいたしまして、

登録証みたいなマークをお店に張っていただけ

るような、そういうことも考えております。

ただ、先ほど言いましたように、自殺という

のは非常に重いテーマですんで、自殺のゲート

キーパーみたいな形ではなくて、いわゆる癒し

というか、そこの心の健康をサポートするよう

なお店という形での認証的な、そういうマーク

をつくっていきたいなと考えております。
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○太田委員 国道10号線沿いを行くと、「心に波

がある人はおいでなさい」というような感じの

大きな看板があったりする気がするんですが、

あれを見ただけでも、何か私はほっとするよう

な気がするんです。ですから、こういった理容

店とかにあると、優しさを感じて何かを語れる

ようなことにもなるかもしれないし、それはぜ

ひイメージ的にも何かやっていただきたいなと

思います。

それから、いいですか、ごめんなさい。今度

は９ページの生活困窮者自立相談支援事業です

が、これは、国がもう次の年度、27年度に本格

的にやるということなんですが、宮崎県として

は、それを先取りしてモデル的にやってみましょ

うということで、この事業を起こされてるよう

ですけど、（２）の業務内容のところに、「生活

困窮者の把握・相談受付」と書いてありますけ

ど、生活困窮者が向こうから相談に来るか、も

しくはこっちから探さざるを得ないのか、なか

なか難しいだろうと思うんです。待っちょって

くれればいいんだけど、相談乗れるけど、わか

らないと、もう自殺と一緒でどうしようもない

もんだから、その辺の把握・相談受付というの

はどういうふうな、このモデル事業ですけど、

取り組むことにどういうイメージを持っておら

れますか。

○青山国保・援護課長 どうやって把握するか

ということですが、もともとの事業のイメージ

としては、待ってるだけではなくて、手を差し

伸べるというような事業のイメージなんですけ

れども、ただ、まず現実的に対象者として考え

られるのが、生活困窮しているけれども、まだ

生活保護の基準には達してないと、そういった

方が生活保護の申請をされまして、基準に達し

てないので却下されると、ただ、苦しいと、そ

ういった方についてフォローをするというのが

まず考えられます。

そしてさらに、市町村民税を滞納されてると

か、そういう市町村からの情報とか、そういう

ことになろうかと思いますが、そこ辺はちょっ

と個人情報にも留意しながらやっていくという

ことになろうかと思っております。

○太田委員 わかりました。これは、業務内容

の①のところが一番難しくて、それがわかれば

②と③はどんどんお世話を本当にしていけると

いうことで。今言われたように、そうであれば、

①のところでは税金の滞納者の情報とかが、プ

ライバシーに影響しない程度で、何かうまく伝

わってきたりとか、生活保護の相談にきたんだ

けど、基準ぎりぎりだねって断らなきゃいかん

人たちがおる。そういう人たちをうまくまた支

えられるといいですね。そういう意味ではなる

ほどと思いました。

○青山国保・援護課長 税金の滞納というのは

ちょっと一例なんですけれども、例えば、窓口

でそういう相談にお見えになると思うんですけ

れども、その窓口で滞納相談を受けた方が、こ

ういう制度もあるから利用してみませんかとい

うような投げかけがあるのかなというふうには

思っております。

○太田委員 わかりました、大いに……。

最後になりますが、37ページの後期高齢者の

安定化基金の件ですが、これは、１万分の８か

ら10万分の44に下がったということで、結局、

拠出金が下がったわけですよね。これは、以前

もちょっと説明を受けたかなと思いますが、こ

の設置目的のところに、保険料収納率を下回っ

て生じた不足を緊急的に貸し付けたりするとい

うことですが、下がったということは、こうい

う事故発生が、あんまり将来に見込みとしてあ
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り得ないなというのがあって下げられたという

意味なんでしょうか。

○青山国保・援護課長 おっしゃるとおりです。

リスクが、過去の運営状況から見て下がってる

ということでございます。

○太田委員 わかりました。

○宮原委員 福祉保健課のほうになります。121

ページで、先ほど説明があったんですけど、社

会福祉総務費の中の６番の社会福祉施設等耐震

化等臨時特例基金返還金というところで、２

億3,000万を返還するということになるんだろう

と思いますが、これは、耐震化とかスプリンク

ラー関係の事業が平成25年で終了しての返還と

いうことですから、これはもう大体そういう施

設には、耐震かなりスプリンクラーの設置が全

て済んだということで判断していいのか、例え

ば、裏負担があって、それに耐えられない状況

もあるんだということなのか、そこをお聞かせ

いただけますか。

○原田福祉保健課長 今御指摘にあったとおり

でございまして、民間のほうにつきましては、

負担がございまして、全ての施設で耐震化をやっ

てるわけではございません。県としましては、

やはりお話はするんですけれども、なかなか自

己負担というのがございまして、今回、ちょっ

と全部基金も使い切っていないという状況では

ございます。

○宮原委員 ちなみに、裏負担というのがどの

ぐらい要るんでしょうか。

○原田福祉保健課長 民間施設の場合と公立施

設の場合とございますが、民間施設の場合です

と、事業者が４分の１の負担で、国が２分の１、

県が４分の１となってございます。

○太田委員 ありがとうございました。

○青山国保・援護課長 済みません、太田委員

から御質問がありました生活福祉金の関係で、

県の報告の関係なんですが、これは社会福祉法

で、社会福祉協議会が営むべき第１種社会福祉

事業という位置づけになっておりまして、県社

協のほうで事業は営むと。ただ、県は、その資

金の運営に係る運営委員として入っております

ので、そういう形で報告は受けているというこ

とでございます。

○中野委員 121ページ、社会福祉施設対策事業

費で、「社会福祉施設職員等」って書いてある。

この社会福祉施設っていうのは、箇所はどこを

指しているんですか。

○原田福祉保健課長 社会福祉施設は、保育所、

それから障がい者支援施設等を社会福祉施設等

といっておりまして、このほかに特別養護老人

ホームとかございますけれども、こちらのほう

は事業者のほうが負担するということで、国、

県の補助金は入らないという形になっておりま

して、国と県と、それと事業者が３分の１ずつ、

これについては負担しているんですけれども、

その仕組みになっているのは、保育所、それか

ら障がい者支援施設ということになります。介

護保険制度が導入されまして、介護保険の関係

の施設につきましては、この退職共済制度には

加入できるんですけれども、全額事業者のほう

で負担して、その仕組みから出すということに

なっています。

○中野委員 要は、民間の職員の人たちが、退

職共済に入るか入らんかの国、県の分っていう

こと。

○原田福祉保健課長 民間の職員の方々の退職

手当をやはり助成するということでございます。

○中野委員 わかりました。

○右松副委員長 当初予算で、課別の予算額で、

国保・援護課が、25年度当初よりも2.1％減とい



- 46 -

平成26年３月11日(火)

うことで７億905万円、昨年度よりか当初予算が

減ってまして、これは項目、事項で見たとき

に、140ページなんですけれども、高齢者医療対

策費が昨年度よりか８億6,413万下がって、減額

されて162億ということで、2,480万と出ていま

す。

実は、中野廣明委員が資料請求をして、詳細

がわかって整理されたんですけれども、所定額

の見込み、事業費確定に伴う減ということで、

今回、２月の減額補正で、後期高齢者医療費負

担金が10億2,857万6,000円減額されて、なおか

つ、あとそれから、142ページにもありますけれ

ども、都道府県の財政調整交付金、国保の分で

すが、これが６億2,300万ということで、減額補

正されてます。私は、見込みが当初よりか減っ

て、減額されることに関してはむしろ、計算が

合わなかったのはちょっとどうかと思いますが、

それに関しては悪いことじゃないというふうに

思ってます。

その中で、私が伺いたいのが、今回、例えば、

高齢者医療対策費が８億減になってるというこ

とに関して、減額補正の状況を加味して伸び率

を抑えた結果、こういう状況になったのか、あ

るいは、もしくは26年度で、やはり25年度より

か見込みが低かったということで抑えられたも

のなのか、その辺の状況と見通しも含めて伺い

たいと思います。

○青山国保・援護課長 高齢者医療対策費で、

減になってる要因といたしましては、説明欄で

申し上げますと、４の医療財政安定化基金事業

というのがございますが、この基金事業で、25

年度に10億、広域連合に対して交付しておりま

す。その交付がなくなっておりますので、その

分の影響が出てるということでございます。

○右松副委員長 高齢者医療対策費、済みませ

ん、今、都道府県のほうですか。ちょっとごめ

んなさい、科目……。

○青山国保・援護課長 今、140ページの中ほど

の高齢者医療対策費、まず、こちらからなんで

すけれども、こちらのほうで、まず、減の大き

な要因となっておりますのが、説明欄３の医療

財政安定化基金事業というのがありますが、こ

れは、広域連合の運営年度が、24、25が１期な

んですけれども、そこで保険料が上がるのを圧

縮するために、交付金を交付するということに

なっておりまして、交付が25年度に行われてお

ります。それが一番大きな減の要因になってお

りまして、１、２の後期高齢者医療費負担金に

ついては、若干増というような形になっており

ます。

○右松副委員長 この科目ごとに、これが対前

年比がわかればよかったんですけれども、その

辺がちょっと見えなかったもんですから、とい

うことは若干、一応、今回補正で10億減にして

ます。今回は、10億減になる前の26年度当初と

比較をして若干増と、そういう形でよろしいで

すか。

○青山国保・援護課長 はい、そのとおりなん

ですが。そのようになる背景としましては、一

つはこの後期高齢者２の後期高齢者医療費負担

金は、中に３つほど事業メニューがございまし

て、その一つで、保険基盤安定県費負担事業と

いうのがありまして、これは低所得者の方に対

する保険税の軽減をしますが、その軽減分に対

して県が軽減分を支援するというものなんです

けれども、制度改正で保険税軽減の対象者の範

囲が、今回広がる見込みになっておりまして、

それの増額分が、これは国の試算から割り出し

たものなんですが、１億8,000万ほどあるという

ようなこともありまして、前年度当初比で若干
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増というような形になっております。

○右松副委員長 冒頭に申し上げましたが、適

正に処理されて減額になるということは、決し

て悪いことじゃないと思ってますので、いろん

な医療費、対策面を講じていただいて、政策的

に講じていただいて、減額になるような形であ

ればいいのかなというふうに思っておりますの

で、ぜひ頑張っていただきたいと思ってます。

○新見委員長 議案に関してほかに質疑はござ

いませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、その他、何かござい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上をもっ

て福祉保健課、国保・援護課の審査を終了いた

します。

次に、長寿介護課、障害福祉課の議案の審査

に入りますが、それぞれ説明をお願いいたしま

す。

○川添長寿介護課長 長寿介護課分につきまし

て御説明いたします。

お手元の「歳出予算説明資料」、分厚いやつで

ございますが、長寿介護課のところ、145ページ

をお開きください。145ページになります。

今回お願いしております長寿介護課の平成26

年度の当初予算は、左側から２つ目の欄にあり

ますように、168億2,112万2,000円でございます。

それでは、以下、主なものにつきまして、御

説明いたします。

147ページをお開きください。147です。

中ほどにあります（事項）生きがい対策費8,696

万2,000円でございます。これは、高齢者の生き

がいを高め、その生活を健康で豊かなものとす

るために要する経費でございます。

主なものとしましては、説明欄１の「老人ク

ラブ支援事業」等を引き続き実施させていただ

きたいというふうに考えております。

次に、148ページをお開きください。

中ほどの（事項）認知症高齢者対策費2,556

万9,000円でございますが、これは、認知症高齢

者やその家族を支援するための事業等に要する

経費でございます。説明欄２の新規事業「認知

症地域医療支援事業」につきましては、後ほど

委員会資料で御説明いたします。

次に、その下の（事項）超高齢社会対策費234

万9,000円でございますが、これは、高齢者対策

の総合調整等に要する経費でございまして、説

明欄１と２に改善事業を書いておりますが、こ

れにつきましても、後ほど委員会資料で御説明

いたします。

次に、一番下の（事項）介護保険対策費153

億719万9,000円でありますが、これは、介護保

険の実施に要する経費でございます。その主な

ものは、次のページの149ページになりますが、

説明欄１の「介護保険財政支援事業」152億5,800

万2,000円でございます。これは、市町村が実施

します介護保険事業に要する経費に対しまして、

県が定率の負担を行うことなどによりまして、

各市町村の介護保険財政の安定化を図るもので

ございます。説明欄の２と８に新規事業を記載

してますが、これにつきましても、委員会資料

で御説明いたします。

次に、その下の（事項）老人福祉施設整備等

事業費５億7,876万円でございますが、主なもの

は説明欄１の「老人福祉施設整備等事業」、３

億6,511万3,000円でございます。このうち（１）

県単独事業のア「老人福祉施設等整備事業」２

億8,000万円は、老朽化が著しい養護老人ホーム

がございますので、その改築整備を図るもので
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ございます。イの改善事業、「介護サービス施設

等整備促進事業」につきましては、委員会資料

で後ほど御説明いたします。

次に、その下の（事項）介護職員処遇改善等

臨時特例基金事業費１億7,993万8,000円でござ

います。主なものは、説明欄２の「施設開設準

備経費助成特別対策事業」１億7,940万円でござ

いますが、これは、認知症高齢者グループホー

ム等を新たに開設または増設するに当たりまし

て、必要となります介護ベッドなどの備品購入

などの開設準備に要する経費を助成するもので

ございます。

150ページをお開きください。

（事項）の介護基盤緊急整備等臨時特例基金

事業費４億4,618万7,000円でございます。主な

ものは、説明欄２の「介護基盤緊急整備等臨時

特例基金事業」、４億4,540万円でございますが、

これは、既存施設のスプリンクラーの整備とか、

認知症高齢者グループホームの整備等を支援す

る経費でございます。

次に、新規・改善事業につきまして、「厚生常

任委員会資料」を、大変恐縮ですが、10ページ

でございます。常任委員会資料の10ページの、

まず、新規事業、認知症地域医療支援事業につ

いてでございます。

１の目的・背景でございますが、認知症の方

が、可能な限り住みなれた地域で生活を続けて

いけますよう、早期の段階からの適切な診断と

対応を行うため、かかりつけ医や、病院の医療

従事者の研修を行うものでございます。

２の事業概要でございますが、（１）の「かか

りつけ医認知症対応力向上研修」、（２）の「病

院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修

事業」によりまして、認知症に対する知識や、

認知症の方や家族を支えるための介護との連携

等について、研修を行うものでございます。

３の事業費は、ごらんのとおり127万円をお願

いしております。

４の事業効果でございますが、医療機関の対

応力が高まることによりまして、認知症の方の

住みなれた地域での生活の継続につながってい

くものと考えております。

次に、11ページに目を移していただきまして、

改善事業の「百歳長寿者等お祝い事業」につい

てでございます。

１の目的・背景でございますが、長年にわた

り社会に貢献してこられました高齢者の長寿を

祝うことにより、高齢者福祉の推進を図るもの

でございます。

２の事業概要でございますが、県内の100歳長

寿者、さらに最高齢者を９月15日の老人の日前

後に、市町村と連携し、訪問し、長寿をお祝い

したいというふうに考えております。

３の事業費は131万6,000円でございます。

４の事業効果でございますが、高齢者を敬愛

する気持ちが育まれるとともに、超高齢社会に

ついての理解が深まるものと考えております。

12ページをお開きください。

改善事業の「元気なみやざきを支えるシニア

パワー創出事業」についてでございます。

１の目的・背景でございますが、団塊の世代

を中心とした高齢者が、豊富な知恵や経験など

を生かして、社会貢献の場に積極的に関与して

いただきまして、社会を支える側ということで

活躍する機運の醸成を図るものでございます。

２の事業概要でございますけども、シニアパ

ワーを生かして活動されている個人・団体の顕

彰を行いますほか、シニアパワー宮崎づくり月

間としております９月に、各種啓発活動を集中

的に行いたいというふうに考えています。
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事業費につきましては、103万3,000円をお願

いしております。

４の事業効果でございますが、社会参加に対

する意識が高まることで、社会を支える側とい

うことで活躍される高齢者がふえ、社会全体の

活性化が図られるものと考えております。

13ページをごらんください。

新規事業の「認定介護支援専門員相談・助言

事業」についてでございます。

１の目的・背景でございますが、２行目にな

りますけども、一般社団法人宮崎県介護支援専

門員協会を支援することによりまして、在宅介

護の中核的コーディネーターの役割を果たして

おります介護支援専門員の資質の向上を図るも

のでございます。

２の事業概要につきましては、（１）のとおり、

居宅サービス計画、いわゆるケアプランを作成

する介護支援専門員の中から、手本となる方を

認定しまして、（２）になりますが、実践例の紹

介や、適切なケアプラン作成のためのマニュア

ル等を活用した巡回相談・助言等を実施したい

と考えております。

なお、マニュアルにつきましては、今年度実

施いたしました実態調査を踏まえて、現在、案

を作成しております。

３の事業費は、100万円を想定しております。

４の事業効果でございますが、介護支援専門

員の資質の向上により、介護給付費の適正化や、

要介護度の改善等が期待できるものというふう

に考えております。

14ページをお開きください。

新規事業の「宮崎県高齢者保健福祉計画策定

事業」についてでございます。

１の目的・背景でございますが、３年を１期

とします宮崎県高齢者保健福祉計画を策定する

ことによりまして、広域的な高齢者の保健福祉

サービスの確保と、市町村の介護保険事業の円

滑な実施の支援を図りたいと考えております。

２の事業概要でございますが、27年度から29

年度までを期間とする新たな計画につきまして、

（１）にありますとおり、介護保険の保険者で

あります市町村への指導や、高齢者保健福祉圏

域との広域的な調整を行いまして、（２）のとお

り、市町村、被保険者代表等で構成します計画

策定委員会で協議を行い、計画案を策定したい

ということを考えております。

なお、この計画案は議決計画になっておりま

すので、またいろんな意見をいただきたいと思っ

ております。

事業費は190万でございます。

４の事業効果でございますが、介護保険事業

の円滑な運営等により、高齢者の保健医療の向

上と福祉の増進が図られるものと考えておりま

す。

15ページをごらんください。

改善事業の「介護サービス施設等整備促進事

業」についてでございます。

１の目的・背景ですが、津波対策としての高

台移転や、個人のプライバシー等に配慮したユ

ニット型施設の整備を促進しまして、要介護高

齢者の安全・安心で快適な居住環境の充実を図

るものでございます。

２の事業概要の（１）の高台移転の整備補助

事業は、津波等による被害のおそれがある場所

に立地します施設が、高台に移転する際の整備

費用の一部を補助する事業で、1,000万円を計上

しております。（２）の特別養護老人ホームのユ

ニット化整備補助事業は、既存施設の改築等に

伴いまして、ユニット型施設への転換を図るた

めの費用の一部を補助する事業でございます。
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３の事業費は、3,240万円をお願いしておりま

す。

４の事業効果でございますが、安全・安心で

快適な介護サービスの基盤の拡充につながると

いうふうに考えております。

当初予算の説明につきましては以上でござい

ます。

続きまして、大変恐縮ですが、「２月定例県議

会への提出議案」になります。ちょっと厚いや

つ、63ページをお開きください。

ここに、63ページに、議案第20号の「使用料

及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」に

ついてがございますが、うち長寿介護課の分は、

１枚おめくりいただきまして、64ページになり

ます。

左側の改正前の欄に、142号の６及び144号の

４がございますが、これは、介護療養型医療施

設の指定等の手数料を定めたものでございます

けども、介護療養型医療施設につきましては、

新たな指定はしないという形になっております

ので、今回、現行の根拠法令に合致するよう改

正するものでございます。

続きまして、大変飛びますが、285ページをお

開きください。285です。

議案第39号になります。「宮崎県介護基盤緊急

整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」

についてでございます。

この基金条例は、国の交付金を受け入れて、

基金として管理するためのものでございますけ

ども、この基金を財源とします介護基盤の緊急

整備等につきまして、国において、事業の実施

期限が平成26年度末まで延長されたことに伴い

まして、今回、条例の有効期間を１年間延長す

るものでございます。

続きまして、１枚めくって287ページをお開き

ください。

議案第40号「宮崎県介護職員処遇改善等臨時

特例基金条例の一部を改正する条例」について

でございます。

この基金条例も、先ほどのと同じく、この基

金を財源とします施設開設準備経費の助成事業

が26年度末まで延長されたことに伴いまして、

条例の有効期限を１年間延長するものでござい

ます。

次に、また飛びますが、335ページをお開きく

ださい。335になります。申しわけございません。

議案第48号「宮崎県介護保険審査会条例の一

部を改正する条例」でございます。

この条例改正は、第３次の地方分権一括法に

よる介護保険法改正がございまして、要介護認

定に関する処分に関する審査請求を取り扱う合

議体がこの介護保険審査会、要介護２が気に入

らないとか、そういう審査請求がある場合に、

介護保険審査会で受けることになってますが、

この合議体の委員の定数を条例で定めるという

ふうに法律でなりましたので、この現行、今の

やり方と同じ３人という形で上げたいというふ

うに考えております。

次に、大変恐縮ですがお戻りいただきまして、

「常任委員会資料」の38ページになります。

議案第49号の「宮崎県介護保険サービスの人

員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部

を改正する条例」についてでございます。

１の改正の理由でございますが、第３次地方

分権一括法による介護保険法改正に伴いまして、

居宅介護支援事業、いわゆるケアプランをつく

る事業者でございますが、その運営基準等を条

例で定めることになりましたので、所要の改正

を行うものでございます。

２の改正の概要でございますが、（１）にあり
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ますとおり、第５条を設けまして、第５条の中

に居宅介護支援等の事業の方針を追加するもの

で、内容は①にございますが、要介護状態にあ

る利用者が可能な限り居宅において自立した生

活を営むことができるよう配慮することなど、

４項目の方針を定めるものでございます。

（２）につきましては、第６条で、居宅介護

支援事業者となることができる者を「法人」と

いうふうにしたいと考えております。

３の施行期日でございますが、平成26年４月

１日を予定しております。

長寿介護課につきましては以上でございます。

よろしく御審議お願いします。

○古川障害福祉課長 障害福祉課分について御

説明いたします。

お手元の「平成26年度歳出予算説明資料」の

障害福祉課のところ、151ページをお開きくださ

い。

今回お願いしております障害福祉課の平成26

年度当初予算額は、左から２つ目の欄にありま

すように129億9,887万6,000円であります。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

155ページをお開きください。

上から２番目の（事項）精神保健費１億4,425

万3,000円でありますが、これは精神障がい者に

対する医療扶助、保護、発生予防対策に要する

経費であります。

説明欄３の「精神科救急医療システム整備事

業」の6,700万円余は、緊急な医療を必要とする

精神障がい者のために、精神科救急医療体制等

を整備・運営するものであります。

説明欄６と７の新規事業につきましては、後

ほど委員会資料で御説明いたします。

次に、156ページをお開きください。

一番上の（事項）障害者自立支援費89億858

万8,000円であります。これは、障害者総合支援

法に基づく公費負担など、障がい者の自立支援

に要する経費であります。

説明欄１の介護給付・訓練等給付費の53

億2,000万円余は、在宅の障がい者の介護や施設

等を利用して、自立や就労に関する訓練等を行

うものであります。

説明欄２の自立支援医療費の※33億6,000万円

余は、身体障がい者の更正医療費、精神障がい

者の通院医療費への公費負担であります。

説明欄９の新規事業につきましては、後ほど

委員会資料により御説明いたします。

次に、その下の（事項）障害者就労支援事業

１億1,642万2,000円であります。これは、障が

い者の就労支援に要する経費であります。

説明欄１の障害者就業・生活支援センター事

業費の4,400万円余は、障がい者雇用の身近な総

合窓口として設置している障害者就業・生活支

援センターの運営費であります。

説明欄10の新規事業につきましては、後ほど

委員会資料で御説明いたします。

次に、下の157ページをごらんください。

一番上の（事項）障害児支援費10億6,554万

3,000円でありますが、これは障がい児の福祉に

要する経費であります。

説明欄１の障害児施設給付費９億3,000万円余

は、障がい児が施設に入所または通所する際に

要する経費の公費負担であります。

説明欄９の改善事業、説明欄10と11の新規事

業につきましては、委員会資料で御説明いたし

ます。

続きまして、別冊の「常任委員会資料」によ

り、新規事業について御説明したいと思います。

※55ページに発言訂正あり
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「常任委員会資料」の16ページをお開きくだ

さい。

まず、新規事業「災害派遣精神医療チーム（Ｄ

ＰＡＴ）体制整備事業」についてであります。

１の目的・背景でありますが、自然災害や事

故等の大規模災害におけるＰＴＳＤなどの心理

的反応に対し、精神的ケアの必要があることか

ら、災害時の支援を円滑に行うため、多職種で

構成される災害派遣精神医療チームを整備する

ものであります。

２の事業概要でありますが、運営委員会の設

置と人材育成を行うこととしています。まず、

運営委員会でありますが、ここではマニュアル

の作成と、精神科医師や保健師等から成るチー

ムの編成及び緊急支援活動に関する情報交換等

を実施することとしております。

また、人材育成として、チーム構成員に対し

まして、専門的な対応技術の習得・向上等のた

めの研修を実施することとしております。

３の事業費は227万9,000円であります。

４の事業効果でありますが、精神科医療や精

神保健分野において、災害時に専門的に対応す

るＤＰＡＴを整備することにより、災害時の対

応を円滑に実施するものができると考えており

ます。

次に、17ページをごらんください。

新規事業「ひきこもり対策推進事業」につい

てであります。

１の目的・背景でありますが、ひきこもりは

さまざまな要因が複雑に絡み合っていることか

ら、本人や家族の苦労が長時間に及ぶなど、問

題は深刻であります。このため、「ひきこもり地

域支援センター」を設置するなどの体制を整備

し、関係機関と連携を図りながら、ひきこもり

対策を推進することとしております。

２の事業概要についてですが、精神保健福祉

士や社会福祉士などの資格を有するひきこもり

支援コーディネーターを相談センター、地域支

援センターに配置し、両センターが連携を図り

ながら、本人等への支援を行うこととしており

ます。

対応の流れにつきましては、下の図で御説明

いたします。

まず、ひきこもり相談センターにおいて、本

人や家族等からの電話やメール相談等に対し助

言を行うとともに、相談内容によっては教育委

員会や地域若者サポートセンターなど、より適

切な機関に引き継ぐこともありますが、継続的

な相談、訪問支援等が必要な方につきましては、

下のひきこもり地域支援センターにおいて引き

続き対応いたします。

また、ひきこもり地域支援センターにおいて

は、保健所の保健師などとともに訪問支援を実

施するほか、家族向け研修や啓発などを行いま

す。

また、ひきこもり回復者や家族、民生児童委

員を対象に、地域で見守りを担うひきこもりサ

ポーターの養成を行うほか、関係機関が連携し

て対応するために、ひきこもり連絡協議会を設

置することとしております。

事業費でございますけども、1,810万7,000円

であります。

４の事業効果でありますが、ひきこもり地域

支援センターの設置及び関係機関との連携、ネッ

トワークの構築により、ひきこもりの長期化の

抑制、２次的障がいへの対応等を図ることがで

きるものと考えております。

次に、18ページをお開きください。

新規事業「障がいのある大学生への修学支援

事業」についてであります。
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１の目的・背景でありますが、重度の障がい

があり、大学内での生活介助が必要な大学生の

支援を行うことにより、障がい者の社会参加の

促進を図るものであります。

２の事業概要でありますが、障害者差別解消

法の施行、28年４月になっておりますけど、こ

の施行より、障がいのある学生に対する生活支

援が合理的配慮として大学に義務づけられるま

での間、大学が障がいのある学生の生活支援に

必要な介助員を配置するために必要な経費の一

部を県と市町村で補助するものであります。

事業費は90万であります。

４の事業効果でありますが、大学内での生活

支援を行うことにより、障がいのある大学生が、

安心して修学できる環境が図られるものと考え

ております。

次に、19ページをごらんください。

新規事業「発達障がい者就労・生活支援者育

成事業」についてであります。

１の目的・背景でありますが、増大する発達

障がい者の就労支援ニーズに対応するため、障

害福祉サービスの事業所の支援員などに対し、

発達障がい者の就労支援に係る研修を実施し、

支援者の育成を図るものであります。

２の事業概要でありますが、障害福祉サービ

ス事業所の支援員や、発達障がい者を雇用して

いる企業の人事担当者などを対象に、発達障が

いの特性や就労上での課題、効果的な支援方法、

当事者の支援ニーズなどの内容の研修を２日間

開催することとしております。

３の事業費は123万5,000円であります。

４の事業効果ですが、支援者の支援スキルが

向上することにより、発達障がい者に対する就

労支援の充実が図られるものと考えております。

次に、20ページをお開きください。

改善事業「発達障がい児等支援体制強化事業」

についてであります。

１の目的・背景でありますが、発達障がい児

や発達に不安のある児童とその家族が、より早

く、より身近な場所で相談、療育支援を受ける

ことができるよう、支援体制を強化するもので

あります。

２の事業概要でありますが、まず、「ペアレン

トメンター事業」は、発達障がい児の診断を受

けて間もない保護者や、医療機関の受診前で、

子供の発達に不安を持つ保護者へ、同じ立場か

ら相談支援を行うことができるペアレントメン

ターを養成するものであります。

次に、「児童発達支援センター等機能強化事業」

は、障がい児の相談、療育支援を行います児童

発達支援センターなどにおいて、発達障がい児

等及びその家族が身近な場所で、早期に相談や

療育支援を受けることができる体制の充実を支

援するものであります。

次に、「発達障がい地域支援事業」は、発達障

がいへの理解を深めるため、セミナーを開催す

るものであります。

３の事業費でありますが、400万1,000円であ

ります。

４の事業効果でありますが、当事業を実施す

ることで、発達障がい児等の早期支援を図れま

すとともに、発達障がいに対する理解を深める

ことにより、発達障がい児等とその家族を見守

る体制の強化が図られるものと考えております。

次に、21ページをごらんください。

新規事業「軽度・中等度難聴児補聴器購入費

等助成事業」についてであります。

１の目的・背景でありますが、身体障害者手

帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴

児は、補聴器の公費助成がないため、補聴器購
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入に至らない場合は、言語発達遅滞やコミュニ

ケーション障がいなどの２次的障がいを引き起

こしてしまうおそれがあります。このため、補

聴器の購入費等の一部を助成することにより、

軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援する

ものであります。

２の事業概要でありますが、（２）の要件を満

たす難聴児に対しまして、補聴器の購入、更新

または修理に係る費用を助成する市町村に対し

補助するものであります。

３の事業費は216万4,000円であります。

４の事業効果でありますが、早い段階で聞こ

える環境を提供することにより、言語の習得、

コミュニケーション能力の向上等が図られるも

のと考えております。

次に、22ページをごらんください。

新規事業「強度行動障がい支援者養成研修事

業」についてであります。

１の目的・背景でありますが、強度行動障が

い児（者）は、日常生活において、自傷、他害、

物壊しなどを頻繁に示すため、適切な処遇、援

助がなければ日常生活を営む上で、著しい困難

があるため、障害福祉サービス事業所の受け入

れに困難を伴う場合があります。

また、平成26年度から、強度行動障がい児（者）

が、重度訪問介護サービスの対象となることか

ら、適切な支援を行う人材の育成を図るもので

あります。

２の事業概要でありますが、強度行動障がい

児（者）に対する知識・経験のある障害福祉サ

ービス事業所の職員を国の指定する指導者研修

に派遣し、研修修了後は講師として県内の事業

所職員に研修を行うものであります。

３の事業費は115万2,000円であります。

４の事業効果でありますが、強度行動障がい

児（者）に対する支援者の養成を行うことによ

り、適切な支援体制の強化が図られるものと考

えております。

次に、決算特別委員会の指摘・要望事項に係

る対応状況について御説明いたします。

別冊の資料、「決算特別委員会の指摘・要望事

項に係る対応状況」の５ページをお開きくださ

い。

下の欄の④であります。

障がい者の工賃向上について、成功事例の要

因等を他の事業者へ周知するなど、障がい者が

自立した生活を送れるよう推進することの指摘

・要望事項でございます。

このことにつきましては、平成26年度当初予

算（案）におきまして、「障がい者工賃向上計画

支援事業」を計上させていただいております。

この事業では、経営の専門家で構成する工賃

向上支援チームによる新商品開発等に関する個

別指導や、事業所の管理者等を対象とした研修

会の開催、また、障がい者が製作した商品のイ

ベント等での共同販売の実施など、工賃向上に

向けた施策に積極的に取り組むこととしており

ます。

なお、工賃向上チームの支援による成功事例

の要因やノウハウにつきましては、事業所を集

めた研修会や事例発表を行うなど、他の事業所

への周知に努めていくこととしております。

次に、「提出議案書」の341ページをお開きく

ださい。「提出議案書」、341ページでございま

す。

議案第50号「宮崎県指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

26年４月１日施行の障害者総合支援法によっ
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て、共同生活介護、いわゆるケアホームですが、

と共同生活援助、いわゆるグループホームにケ

アホームが一元化されることから、条例第４条

で規定している指定障害福祉サービス事業所の

事業の種類から、「共同生活介護」の文言を削除

するものであります。

施行期日は、26年４月１日としております。

障害福祉課につきましては、以上でございま

す。

○新見委員長 議案に関する執行部の説明が終

了いたしましたが、このまま質疑に入ってよろ

しいですか。

暫時休憩いたします。

午後３時４分休憩

午後３時12分再開

○新見委員長 少し早いですが、委員会を再開

いたします。

○古川障害福祉課長 先ほどの説明で、ちょっ

と金額の訂正をさせていただきたいと思います。

「予算説明資料」の156ページでございます。

（事項）が障害者自立推進費の説明欄２の自立

支援医療費でございますけども、先ほど33

億6,000万余と言いましたけども、33億600万円

余の間違いですので、訂正をお願いいたします。

○新見委員長 ここで質疑のある委員は、出し

ていただけますでしょうか。

○太田委員 「予算説明資料」の150ページ、こ

れにはスプリンクラーの話が出てきましたけど、

これは、先ほど出ました福祉保健課でしたか、

のほうでもスプリンクラーの返還金がありまし

たというのがありました。25年度までだったか

らということですけど、この介護基盤の関係の

基金事業、スプリンクラー設置関係は、これは

いつから始まっていつまでにやり上げないか

んっていうのがあるんでしたか。

○川添長寿介護課長 この基金事業は、21年度

から始まってまして、本来であれば23年度で終

わったものが、24年、25年、26年っていう形で

延長されてきております。

今後の動向でございますけども、今まで、１

年間に限り延長するという国の言い方をずっと

してきておりますけども、ただ、基金がなくなっ

ている県もございまして、その分については市

町村に交付金が行っているっていう、違うシス

テムになってますので、今後、来年度限りでな

くなる可能性は高いと。ただ、はっきり言える

のは、まだ不明だということでございます。

○太田委員 ３年間、24年、５、６と延長され

てきたということは、それなりの需要というか、

やりたいというところがあるとかいうのが、も

う何か反映されたのかなと思うんですが、福祉

保健課のほうのスプリンクラーは、25年でどん

と一発で終わって返還しなきゃいかんと、この

２つの違いは何かあるんですか。

○川添長寿介護課長 高齢者施設につきまして

は、昨年、長崎でグループホームの火災等がご

ざいましたので、その関係で残していくという

背景もあるかと思います。

それと、社会福祉施設、高齢者施設以外もだ

と思いますが、消防法の改正等もございまし

て、27年の４月１日からは、新たな制度、基準

となりまして、高齢者施設についてはもうほと

んどの施設がスプリンクラーっていうことに

なってますから、来年度の予算で、私どもとし

ては全ての施設、まだつけてないとこについて

はつけていくことを強力に指導していきたい、

しっかりと指導していきたいというふうに考え

ております。

○太田委員 この介護基盤の関係のスプリンク
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ラー、これの負担は、事業者の負担があるとか、

そういうのはどういうふうになってますか。

○川添長寿介護課長 ２分の１とか３分の１で

いう補助事業じゃございません。平米単価がご

ざいまして、1,000平米以上であれば平米１

万5,000円、1,000平米未満であれば１平米9,000

円というのがございます。ですから、事業者に

よりました場合は、どういうスプリンクラーを

つけるかとか、附帯工事の大きさとかいう形で、

手出しが出てくるところが、手出しが多いとこ

ろもあれば少ないところもあるという状況に

なってます。

○太田委員 わかりました。

○新見委員長 ほかに。

○中野委員 済みません、今のところの介護基

盤緊急整備等臨時特例基金事業、これは基金に

繰り入れる金額ですか。

○川添長寿介護課長 今、150ページ見ていらっ

しゃいます説明の欄の１につきましては、基金

の利子です。利子で積み立てなんですが、この

２の基金事業につきましては繰り入れ、基金か

ら一般会計に、一般会計から見ると繰り入れて

もらうということです。

○中野委員 一般会計から繰り入れて、すると、

これに対する事業というのはどこに出ちょっと

ですか。今度は、ことしはそれから取り壊しは

してないわけ。

○川添長寿介護課長 表現が間違えておりまし

た。これは、基金から繰り入れたのを財源とし

て支出するという。

○中野委員 取り壊した分。

○川添長寿介護課長 はい。

○中野委員 ことし基金に繰り入れた分ってい

うのはないわけ。

○川添長寿介護課長 新たな交付金は来ており

ませんので、本年度からの利子以外は繰り入れ

ることはないです。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○後藤委員 17ページです。ひきこもり対策推

進事業、一番私、問題なのは、やはり潜在化し

てるのをいかに顕在化していく努力の部分、こ

れは地域センターが担うのかな、窓口を周知し

て保護者、家族の方に啓発をしながら顕在化し

ていく、そこをちょっと御説明していただくと

ありがたいんですけど、済みません。

○古川障害福祉課長 ひきこもりにつきまして

は、なかなか、家の中で引きこまれております

し、逆に家族の方もそれをやっぱり外になかな

か出されないという状況がありますので、今回、

養成する予定にしておりますが、ひきこもりサ

ポーターということで、民生委員、先ほども出

ておりましたけど、そういう方からの情報も得

ながらやっていくというか。あわせてやっぱり

啓発、広報を行き届くような形でやっていきた

いというふうに考えております。

○後藤委員 ですから、先ほど出ました地域社

会のきずな再生推進事業、ここの特に福祉から

保健分野に拡大した、ここの部分がまたこれは

非常に関連してくるんですよね。ですから、も

う何か、非常に発達障がいもそうです。いかに

顕在化していくかという中で、どうしても地域っ

ていうか、その中の、非常に難しいとこなんで

すが、ぜひ少しでも顕在化していくようにお願

いしときます。

○中野委員 ひきこもりは、よくテレビのドキュ

メンタリーやらで見るわけやけど、このひきこ

もり支援コーディネーター、これは、この相談

センターを今度開設するわけ。

○古川障害福祉課長 はい、今度つくりますの

は、このひきこもり相談センターと地域支援セ
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ンターの両センターを開設するということに

なってます。

○中野委員 県内に何カ所ですか。

○古川障害福祉課長 それぞれ１カ所でござい

ます。

○中野委員 それぞれというのは。

○古川障害福祉課長 ひきこもりの相談センタ

ーが１カ所、ひきこもり地域支援センターが１

カ所ということです。

○中野委員 宮崎市に、どこにつくる、ちょっ

と。

○古川障害福祉課長 ひきこもり相談センター

につきましては、子ども・若者総合相談センタ

ーわかばっていうのがございます。県庁の10号

館になるんですけども、そこに相談センターと

いうことでつくりまして、ひきこもり地域支援

センターは、精神保健福祉センター、ここに設

置しておりまして、ここの連携につきましては、

コーディネーターをそれぞれに配置しまして、

定期的にそこのコーディネーターが相談しなが

ら、ひきこもり相談センターから地域支援セン

ターに引き継ぐとか、そういう形でやっていき

たいと。

○新見委員長 よろしいですか。

○中野委員 だから、例えば1,800万、新しく備

品から入れて、人まで入れてつくるわけですよ

ね、これね。イメージが全然湧かんです。どん

なセンターか、その職員とか、そんなのはどう

なるわけですか。

○古川障害福祉課長 まず、ひきこもり相談セ

ンター、このわかば、子ども・若者総合相談セ

ンターにひきこもり支援コーディネーターとい

う方を１名置きます。当然、そこには専用の電

話を置きます、机とかもですけども。ひきこも

り地域センターには、このコーディネーターを

３名配置しまして、場所は、この精神保健セン

ター内になりますけども、そこで精神保健セン

ターの職員も含めて、ひきこもりの相談に乗っ

ていくということを考えております。

○中野委員 わからん。

○太田委員 相談センターのほうは１名置く、

今度はひきこもりの地域支援センターには３名

置くということで、手足となって動いてくださ

る方がふえるということになりますわね。その

身分の人は、例えば、この1,800万の予算ですけ

ど、人件費とか、それなりの備品もあろうかと

思いますけど、特に３名の人はどういう身分の

人なんですか。

○古川障害福祉課長 この支援コーディネータ

ーにつきましては、精神保健福祉士とか、社会

福祉士とか、保健師もなんですけども、そうい

う資格を持ってる方を、国がひきこもり関係の

そういう相談員の研修をしておりますので、そ

こに派遣したり、精神保健センターのほうで研

修したりして、ここの両センター、相談センタ

ーと地域支援センターに配置することとしてお

ります。

○太田委員 身分的には、例えば嘱託職員みた

いな感じの、県の職員じゃなくて、そういう資

格を持った人を嘱託的に雇うというようなこと

なんでしょうか。

○古川障害福祉課長 非常勤ということで考え

てます。

○冨髙福祉保健部次長（福祉担当） この設置

につきましては、一覧表というか、一番下にフ

ロー図がございますが、まずは宮崎県子ども・

若者総合相談センターということで、もうこれ

は既存のセンターが、県庁の10号館というとこ

ろの建物に入っております。労金のそばになり

ます。そこに１室を借りて事業を今やっており
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ますが、ただ、これは広く子供、若者総合の相

談センターをやっておりまして、ひきこもりに

特化したものではない。ひきこもりは、やっぱ

り特殊性がございますので、今回、ここにそう

いう専門家を置いて、ひきこもりに特化したそ

ういう相談窓口をつくろうということが、まず

第１点でございます。

それで、ひきこもりに関しては、やっぱり相

談だけではなかなか対応が難しゅうございます

ので、その後のフォロー等々が必要だろうとい

うことで、ひきこもり地域支援センターという

ものを、これは県の組織になりますが、宮崎県

精神保健福祉センター、ここ、霧島町の保健セ

ンターにございますが、そこで県職員が今従事

してるんですが、そこにまた部屋を別室設けま

して、ひきこもり地域支援センターというもの

を設けて、非常勤の職員を３人設けて配置しよ

うと。そこで、いろんな相談センターから入っ

てきた情報をいろいろ整理しながら、この人は

訪問が必要だとか、継続的な支援が必要だとか、

そういったことを４人の新しく配置する人間で

整理をしながら、そこに県職員も若干入りなが

ら、相談をしていきながら、後々のフォローを

していこうということで、結果的には保健所と

連携をとりながら、訪問支援も行う可能性もあ

るというようなことで整理をしているとこでご

ざいまして、この２つのセンターが綿密な連携

をとることによって、ひきこもり対策を充実し

ていこうという事業の概要でございます。大体

よろしいでしょうか。

○太田委員 済みません、私が変なこと聞いた

もんですから。わかりました。

問題は、黒い斜線で引っ張ってあるように、

訪問支援と見守り訪問、いわゆるそこの家に行

くというのが、恐らくなかなか大変なんですよ

ね。拒否されたりもするし、もう人影、物音が

したらさっと引っ込んで、もう親にも顔を見せ

ないとかいう人たちがおるんですよね。そうい

う人たちに信頼感をとって、会ってくれるとい

うことだけでも前進なんだろうと思うんです。

だから、ここに黒斜線で引っ張ってあるこの矢

印のところが、恐らく大変な作業で、もうここ

のポイントだろうと思うんです。だから、そこ

に行政としてやりますということですから、本

当に頑張っていただきたいと思います。

場合によっては、私も経験があるんですが、

「入ってきたら刺し殺すぞ」言われたりしたこ

とが、障子の陰から、顔は見れないんです。と

うとう、怖くて入れませんでした。だから、例

えば、多少警察官も同行したりとかあり得るな

ら、そんなことでもせんないかんのかなと思っ

て、そういうところまでされるんだなと思って、

頑張っていただきたいと思います。

○星原委員 これは、こういうセンターをつく

られるということは、潜在的に県内にどれぐら

いのこういう人たちがいらっしゃって、そうい

う人たちに向けて対応をしていくんだろうと思

うんですが、ある程度つかまれているのか、あ

るいは県北とか県央とか県南だと、中央にある

だけでどうなのかというのが、保健所とか福祉

事務所とかがいろんな地域にあるわけで、だか

ら、その辺あたりが今、推定かどうかわかりま

せんけど、どれぐらいの方々が、ひきこもりの

人っていうのは、宮崎県でいらっしゃるんです

か。

○古川障害福祉課長 ひきこもりの方の実態と

いうのは、県のほうでは一応把握してないんで

すけども、国のほうが、18年のほうに発表した

のが、一応国全体で26万世帯のひきこもりの方

がいらっしゃるだろうと。それを人口でいきま
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すと、県内に2,600世帯の方がいらっしゃるん

じゃないかなというふうに考えております。調

査になりますと、やっぱりアンケートしても、

そういう方というのは回答していただけないと

いうことで、実態がなかなか把握できない。訪

問しても、自分の家にはそういう方はいないと

いう形になるもんですから、実態自体の調査と

いうのが、現在できていないという状況にはご

ざいます。

○星原委員 県としては把握してなくて、国が26

万世帯だと、その人口比で見て多分2,600世帯か

なという単純な形だと思うんです。それはそれ

で理解するんですが、そういう方々がなかなか

表に出ないという人たちを、こういうセンター

ができたから相談に来てくれとか、電話でもし

てくれとかっていうそういう形っていうのは、

どういうふうに広報っていうか、やっていくの

かなっていう気はするんです。多分悩まれてる

と、家族にとっては。私の友達も１人、子供が

そういう子がおるんで、悩まれてるんですけど、

奥さんが１人でずっとつきっきりで、一緒にい

て今生活している。何が起こるか、もう放せな

いわけです。そういう人たちのどういうふうな

カバーができるのかなというふうに思うんです

が、その相談には乗る、その先のケアをどうし

ていくかというとこまで、この相談センターは

考えてるんですか。

○古川障害福祉課長 おっしゃるとおり、ひき

こもりの方というのはなかなか出てこられない

ということです。家族会もございますので、そ

こ辺からの啓発とか、広報誌もございますし、

あと、先ほど言いましたけど、サポーター養成

しますけど、そこからの情報という形もやりま

すし、そういう形でです。あと、啓発のほうで、

電話相談をそれからしていただくと。例えば、

学校については、不登校の子供が、ひきこもり

になることもありますけども、学校を通じて啓

発をしていただくとか、なかなか直接、行政の

側の、先ほどありましたけども、行ってしまう

と、もう拒否反応だけでうまくいかないという

のがございますので、まず、家族の方に相談し

ていただくという形で啓発をやっていきたいと

いうふうには考えてるところです。

○佐藤福祉保健部長 課長がお答えしたとおり

なんですけれども、昨年の６月ごろでしたか、

ひきこもりの家族会の会長さんが、私どものほ

うにお見えになりまして、やはり宮崎県にひき

こもり専門の相談窓口がないんだと、そういう

窓口だけでもつくってくれと、もうどこに相談

していいかわからんから、とりあえずその相談

窓口をつくって、そこにひきこもりの相談に対

応できるような、ある意味専門家を置いてくれ

と、まずそれだけでもいいんですわというお話

がありまして、なかなか箱をつくってどうのこ

うのという時代でもないんで、人を入れて、こ

れで十分とは思ってませんが、とりあえずやは

りスタートとしてこういう形をとり、そこの相

談を受けた方の中で、訪問支援したりして、もっ

と継続的にしたほうがいい方また受け入れても

らえる方には、また、地域支援センターに３人

コーディネーターがおりますから、そこの地域

支援センターから御自宅に、御本人なり御家族

に了解得た上ですから、なかなか簡単にはいか

ないと思いますが、とりあえずそういう仕組み

を、とりあえず来年度つくって、そういう相談

窓口なりつくりましたよというのは、いろんな

形でＰＲをして、どこまで2,600人に届くかどう

かはわかりませんが、そういう努力を継続的に

とりあえずさせていただいて、何年かしてまた

足りん部分があれば、またその中を改善してい
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くとかいうふうなことかなと思っております。

物が非常に難しいので、簡単にはいかないと思っ

てますが、何もしないよりは、少し始めたほう

がいいのかなということで、いろいろ知恵を絞っ

ていただいて、こういう形にしたところでござ

います。

○星原委員 今の部長の説明である程度理解し

ましたが、一つはここに連絡協議会っていうの

が、この網かけの中にありますよね。そういう

会長さんが来られたということで、こういう形

も、相談窓口を開設という形まで持っていかれ

たということなんですが、この会長さんという

方たちは、県内でそういうメンバーですよね。

そういう人たちが、地域によって立ち上がって

その会ができているのか、それとも、それはそ

れとして、また地域ごとにそういう協議会なる

ものができてるのかなという、私はちょっと地

域で聞いてないもんだから、その辺あたりがど

うなってんのかなというふうに思うんですけど。

○古川障害福祉課長 各地域ごとっていっても、

家族会は、私どもが把握しておりますのは２つ

の家族会がございます。それ以外の宮崎ひきこ

もりネットということで、そういうＮＰＯが集

まったひきこもりネットというのがあるんで、

これが11ほどあるんです。そういうとこで、い

ろいろひきこもり関係を協議されていると、家

族会は２つでございます。

○星原委員 ありがとうございます。

○新見委員長 ほかに。

○中野委員 いや、だから、できることはいい

んです。本当、ひきこもりという定義は何かな

と、１週間以上家の中におったらひきこもりか。

だから、例えば、ひきこもり相談センターとひ

きこもり地域センター、これは、別々の場所に

なるわけでしょう。連携というけど、もともと

ひきこもりを抱える家族のほうは、まず相談や

らがあって支援が出てくるわけやから、こんな

ところってたら、名前違ってもいいから一緒の

とこに、例えばこっちに入れて一緒にやらんこ

とには、あっちとこっちと分かれて、相談まで

はこっちですよ、支援になったらこっちですよ、

何かそんなのうまくいくとかなと思うんですけ

どね。今度は、ひきこもりサポーターがおった

りとか、市町村があったりとか、今、本当、福

祉関係はそういういろんな相談員とかおったり

して、何かね。これは、私の要望やけど、もう

民生委員とかまとめて、ちょっと報酬もちゃん

とやって、１人の人にやらしたほうがよっぽど、

あっちこっちわからんしね。何で、別々に相談

窓口と支援センターが、これは、同じ話の中や

わ。これを別にする理由は何ね。

○古川障害福祉課長 別々にしましたのは、ま

ず、ひきこもり相談センターのときは、子ども

・若者、わかばの中に設置したいと考えてるん

で、ここが土日もやられていると、夜は７時ぐ

らいまでやられておるというのがございますの

で、そこで相談を受けて、ここに、先ほど言い

ましたけど、ひきこもりコーディネーターを１

人配置しますと申し上げましたけど、ひきこも

り地域支援センターは県庁の、県庁というか、

県の出先内部にありますので、そこに３名置き

ますけども、このコーディネーター、相談セン

ターの１名のコーディネーターと地域支援セン

ターに３名を置くコーディネーターは、やっぱ

り離れてますので、週１回は情報交換をやって、

こういう状態であれば地域支援センターであと

対応しますよと。だた、当然それにつきまして

は、相手側、相談者側の了解を得ながらやって

いくということでしておりますので、窓口にし

たのは、だから、そういう住民サービスのため
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に土日もあけて、ちょっと夕方過ぎ、７時ぐら

いまであけてるという関係で、窓口を別にした

というのと、やっぱりひきこもりの相談される

ときは、自分は、というか家族は、ひきこもり

の方はもう精神疾患はないと、だから精神保健

センターとか、「精神」のとこにまずはなかなか

電話できにくいと、まずそこへの、本当は精神

的な、鬱が出てきたりなんだりする方もいらっ

しゃいますけども、そういう方も、精神保健セ

ンターをここの中に入れてますけども、なかな

か相談がしにくいと、垣根が高いということで、

ちょっと離れたひきこもり相談センターという

ことで、子ども・若者相談センターに設置した

ところでございます。

○新見委員長 ほかに。

○宮原委員 全然違って、災害派遣精神医療チ

ームというのが整備をされますが、予算とかこ

んなのを見て、東日本大震災を見て、やっぱり

各県にこういうチームをいっぱいつくっておく

ことが、いざとなったときの派遣で、そういっ

た精神関係の方に対応ができるということでつ

くられるんだろうというふうに思うんですけど、

これは、そういう考えでいいんですよね。

○古川障害福祉課長 そのとおりでございます。

○宮原委員 あと、ここに精神科医を含めて、

ここのイのところに、こういう方々が１チーム

を組まれますよということになりますけど、こ

こに書いてある人たちのほかに「等」ってなっ

てるので、大体何人ぐらいの方が１チームとい

う形になるのかなというのと、県では１チーム

持っとればいいのか、そのあたり、国のほうは

どうなってるんですか。何チームかつくりなさ

いっていうのがあるんでしょうか。

○古川障害福祉課長 一応国のほうでは、３チ

ームを、ここの２の（１）のイのところの括弧

の（ＤＰＡＴは国の災害精神保健医療情報シス

テムに登録）とありますように、これは、３チ

ームを一応登録しなさいよという形になってお

ります。

ただ、３チームでは、災害のときにはなかな

か対応できないと思いますので、これは委員会

の中で協議になるんですけども、３チーム以上

は設置していきたいというふうに考えておりま

す。

それと、ＤＰＡＴのメンバーにつきましては、

これ以外に事務員というか、一緒に行って、い

ろんな情報、手伝いとか、運転もありますけど

も、そういう形で事務員もつくような形でやっ

ていきたいと。メンバーにつきましては、やっ

ぱり※５、６名という形になると考えております。

○宮原委員 大変大事なことだと思いますので、

皆さんの御理解をいただけないとなかなか組め

ないと思いますけど、努力をしていただきます

ようお願いします。

いいです。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○太田委員 ＤＰＡＴは略で出てますが、正式

には何といいますか。

○古川障害福祉課長 ここに英語では書いてあ

るんですけど、ちょっと読めないんですけど。

○日高福祉保健部次長（保健･医療担当） Ｐが

精神の頭文字のＰでして、Ｄが「ｄｉｓａｓｔ

ｅｒ」、災害、精神アシスタントチームでＤＰＡ

Ｔということです。

○新見委員長 よろしかったでしょうか。

○太田委員 今、ちょっと私、宮原委員のとダ

ブったかもしれませんが、運営委員会というも

ののメンバーはどんな方になるんですか。

○古川障害福祉課長 運営委員会を今考えてお

※62ページに発言訂正あり
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りますは、宮崎大学の医学部の精神科医、それ

と精神科病院協会の方、それと看護協会、精神

保健福祉士とか臨床心理士、保健所、精神保健

センター、当然、危機管理局とか障害福祉課も

入りますけども、そういうのを一応10名程度考

えております。

○太田委員 その運営委員会というのは、今後

ずっと常設しとくということになるんですか。

○古川障害福祉課長 はい、常設したいと考え

ております。

○太田委員 わかりました。それと、もう一つ

いいですか。

38ページの条例を一部改正する条例、介護保

険サービス、議案第49号、これは精神的な、何

ていうか、精神論みたいなところの規定がある

ように思いますが、改正というわけですから、

以前あったものを改正をしていくということで

すか。介護保険法改正というのは、最近何か行

われたものがあったんでしょうか。

○川添長寿介護課長 ええ、第３次の地方分権

一括法で、介護保険法の一部を改正するという

法律ができまして、分権法が施行されて、その

中で介護保険法を改正するというのがございま

して、その中で、居宅介護支援、ケアマネージャ

ーがいらっしゃるところの事業所についても、

条例で定めなさいというふうになりました。

今、太田委員がおっしゃったのは、昨年度に、

訪問介護とか通所介護とかいう居宅のサービス

の条例は、もう前年度、２次の地方分権法とか

１次の分権法で段階的に来ておりまして、その

中で、居宅サービスのほかのやつは、もう昨年

度からなった。今回、居宅介護支援につきまし

ても、条例で定めることっていうことになりま

して、ここの方針のところ、これは、ほかの居

宅介護のほうも、自立を支援せんといかんとか

いうやつとか、人格を尊重せんといかんとか、

連携をしないといけないっていう形のはうたい

込んでます。同じように、居宅介護支援につい

ても、４つ基本方針をうたい込んで、この基本

方針は今の指定基準の中にも生きてる、そのま

ま同じような方針を入れ込まさせていただいて

おります。ですから……。

○太田委員 この改正の理由のところに、第３

次地方分割一括法による介護保険法改正ってい

うのは、ごめんなさい、知らなかったです。最

近行われてるんですね、という意味ですね。

○川添長寿介護課長 はい、そのとおりです。

○太田委員 それをもって今度こっちも変える

ということですね。

○川添長寿介護課長 はい。

○太田委員 何か古い法律と思ったもんですか

ら、わかりました。よろしいです。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○古川障害福祉課長 先ほどＤＰＡＴの人数を

申しました。先ほど５、６名と言いましたけど、

４、５名ということで、ちょっと済みません。

申しわけございません。医師と保健師と、最終

的には事務員が行くときもありますし、状況に

よっては、その後、長期化になると、心理士が

後で入っていくって形でなりますので、最初は

少ない人数になるかと。

○新見委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 議案に関してはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、その他、何かありま

すでしょうか。

○中野委員 ちょっと部長に聞きたいんやけど、

きのうも災害のいろいろテレビをみんな見た人

もおるかもしれん。やっぱり福祉関係の幼稚園、
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保育園、それから学校は別だけど、老人ホーム、

ああいうときの津波対策の事前の指導というの

かな、あれは、どこが主管になるんやろうか。

○佐藤福祉保健部長 県の組織でいえば、総括

的には危機管理局になると思いますが、事、福

祉施設、医療施設に関しては私どもの所管です

から、一緒にやっていくっていうことなんでしょ

うけども、いろいろ、それこそ今南海トラフが

起きて津波が来たらどうするんだということで

多分御質問があるんじゃないかなと思いながら、

なかなか何と答えようかなと思いつつ思ってま

したが、要は、市町村の沿岸部のそこそこで、

延岡は延岡の保育所は、保育所の周辺がどうい

う地域かとか、幼稚園の周辺がどういう地域か

とか、高齢者施設がどういう地域かと、そこそ

こで違うので、恐らく実際は県と市町村で、個

別にそこの施設はどうするんだと。あと、そこ

の経営者ともちょっと話して、どうするかとい

うことから始めないとできないのかなと思いま

すし、きれいに言えば、避難訓練をして、避難

を早目にしてくれとかいうことになるんですけ

ど、避難が簡単にできない人もいっぱいいて、

福祉のタワーみたいな防災タワーをつくるん

かっていっても、そんな金が今すぐどこから出

てくるんだということになりますので、まずは、

やっぱり私どもの所管の施設であれば、運営し

てる方々から意見を聞いて、どういうふうなお

考えをお持ちか、その辺を聞いて対策をとって

いくということかなと思っております。

○中野委員 主管は部長のとこでいいというこ

とやろう。

○新見委員長 いいですか。

○原田福祉保健課長 南海トラフ地震に関しま

しては、南海トラフ地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法というのができまして、

今後、南海トラフ地震の津波避難対策特別強化

地域というような指定がございます。この地域

につきましては、その市町村のほうが避難計画

を、また県と話ながらでしょうけど、策定して

いくということになります。その中に、いろん

な避難タワーをつくる、ここにつくりましょう

とか、そういう計画を具体的につくっていく。

基本的には市町村ですし、県でいいますと危機

管理局です。社会福祉施設等の指導とか、避難

訓練の指導とかはもちろん福祉保健部のほうで

所管しますので、連携しながらということにな

ろうかと思います。

あわせまして、この計画の中に、集団移転す

るっていう計画もございまして、どうしても浸

水して、もう全体が、避難がなかなか難しいっ

ていうところは、市町村において集団移転計画

を立てるところもございます。そういう制度も

今回できまして、その中に例えば社会福祉施設

が入ってれば、一緒に合わせて計画するという

ような、そういう中身にもなっておりますが、

ただ、この集団移転というのは、皆さんの合意

をとるというのはなかなか難しくて、実際、今

の東日本の被災地でも、なかなかすぐすぐは進

まないという状況がございまして、難しい面は

ございます。

いずれにいたしましても、基本はやはり市町

村がしっかり避難計画を立てていくことが重要

ではないかと思っております。

○中野委員 せっかく危機管理局という、対策

監か、統括監ですか、できたけど、要はみんな

そんな話だね。県は何すっとかという話で、起

きた後の対応すっとかというような話で、何か

それでいいとかなという気がするんじゃけど、

まあいいです。

○新見委員長 ほかにございませんか。



- 64 -

平成26年３月11日(火)

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 では、ないようですので、長寿

介護課、障害福祉課の審査を終了いたします。

４時前になりましたので、きょうの審議はこ

れで終わって、第３班以降はあした10時から開

会したいと思います。よろしくお願いします。

午後３時51分散会
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午前９時59分再開

出席委員（７人）

委 員 長 新 見 昌 安

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 星 原 透

委 員 中 野 廣 明

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

福祉保健部次長
冨 髙 敏 明

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

こども政策局長 橋 本 江里子

部参事兼福祉保健課長 原 田 幸 二

医 療 薬 務 課 長 長 倉 芳 照

薬 務 対 策 室 長 肥田木 省 三

国保・援護課長 青 山 新 吾

長 寿 介 護 課 長 川 添 哲 郎

障 害 福 祉 課 長 古 川 壽 彦

衛 生 管 理 課 長 青 石 晃

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感染症対策室長 蛯 原 幸 子

こども政策課長 長 友 重 俊

こども家庭課長 村 上 悦 子

事務局職員出席者

総務課主任主事 橋 本 季士郎

議事課主任主事 大 山 孝 治

○新見委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴についてお諮りをいた

します。日向市の首藤正一氏から執行部に対す

る質疑を傍聴したい旨の申し出がありました。

議会運営委員会の確認決定事項に基づき、許可

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時０分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

傍聴人にお願いをいたします。傍聴人は、受

け付けの際にお渡ししました「傍聴人の守るべ

き事項」にありますとおり、声を出したり、拍

手をすることはできません。当委員会の審査を

円滑に進めるため、静かに傍聴してください。

また、傍聴に関する指示には速やかに従ってい

ただきますようお願いいたします。

それでは、医療薬務課、衛生管理課、健康増

進課の審査を行いますので、それぞれ説明をお

願いいたします。

○長倉医療薬務課長 医療薬務課分を説明いた

します。

お手元の「平成26年度予算説明資料」の医療

薬務課のところ、129ページをおあけください。

医療薬務課の平成26年度当初予算は、左から

２つ目の欄ですが、総額で52億1,679万3,000円

をお願いしております。

平成26年３月12日(水)
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それでは、以下、主なものについて説明いた

します。

132ページをおあけください。

まず、一番上の（事項）看護師等確保対策費

３億8,874万7,000円であります。

主な事業は、説明欄２の（１）看護師等養成

所運営費補助金１億9,874万5,000円及び（３）

の看護師等養成所施設整備等補助金１億2,047

万2,000円でありますが、これは、看護教育の充

実を図るため、看護師等養成所の運営費や施設

整備に対して補助を行うものであります。

次に、同じページの一番下の（事項）へき地

医療対策費１億7,108万7,000円であります。

次のページをごらんください。

主な事業は、１の自治医科大学運営費負担金

等１億3,307万5,000円ですが、これは、僻地勤

務医師を養成している自治医科大学に対する県

の負担金などであります。

次の（事項）救急医療対策費５億692万5,000

円であります。

主な事業は、１の第２次救急医療体制整備１

億4,967万1,000円及び２の第３次救急医療体制

整備３億623万9,000円ですが、これは、入院治

療を必要とする、重症、重篤な救急患者を受け

入れる救急救命センターの運営費を負担するも

のであります。

次の（事項）地域医療推進費7,905万6,000円

であります。

主な事業は、３の「女性医師等の離職防止・

復職支援事業」5,914万5,000円ですが、これは、

女性医師の働きやすい職場環境づくりを支援す

るほか、病院内保育所の運営費等に対して補助

を行うものであります。

次のページをごらんください。

一番上の（事項）医療施設耐震化臨時特例基

金事業費６億3,689万1,000円であります。

これは、医療施設耐震化臨時特例基金を財源

に、災害拠点病院等の耐震整備に対して補助を

行うものであります。

次の地域医療再生基金事業費20億6,158万円で

あります。

これは、本県の地域医療が抱える課題解決の

ため、基金を活用して医師確保や救急医療対策

等の各種事業を実施するものであります。

主な事業は、まず、（３）のドクターヘリ導入

促進事業２億935万1,000円ですが、これは、ド

クターヘリの運航を支援するとともに、フライ

トドクター、フライトナースの研修支援等を行

うものであります。

次の（４）「医師修学資金貸与事業」１億439

万7,000円ですが、僻地や小児科等、特定診療科

に勤務する医師の育成確保を図るため、医学生

に対し修学資金を貸与するものであります。

４つ下の（８）「県西部救急・周産期医療拠点

病院整備事業」につきましては、後ほど別冊の

「厚生常任委員会資料」で説明いたします。

３つ下の（11）「災害拠点病院等機能強化事業」

２億6,528万6,000円ですが、これは災害拠点病

院等の機能強化を図るため、災害時に独自水源

を確保する地下水浄化システムの整備支援や、

津波被害を想定した自家発電装置の移設等への

支援を行うものであります。

次のページ、一番上の（事項）宮崎県地域医

療支援機構運営事業費であります。

4,513万9,000円でありますが、これは、県と

宮崎大学等で設置した宮崎県地域医療支援機構

において、医師の育成確保対策を効果的に行う

ことで、地域医療提供体制の充実を図るもので

あります。

次の（事項）薬事費1,602万4,000円でありま
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す。

これは、医薬品等の製造から流通段階におけ

る監視指導や適正使用の推進に係る経費であり

ます。

次に、一番下の（事項）毒劇物・麻薬等指導

取り締まり費705万4,000円であります。これは、

毒物・劇物・麻薬等の監視指導や覚醒剤等の薬

物乱用防止に要する経費であります。

次のページをおあけください。

このうち、２の「薬物乱用防止推進事業」341

万8,000円は、薬物乱用防止の啓発を図るため、

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の街頭キャンペー

ンなどを行うための経費であります。

次の（事項）県立看護大学運営費10億2,508

万4,000円ですが、これは、質の高い看護職者を

育成するとともに、看護教育研究や地域貢献事

業を行う県立看護大学の運営に要する経費であ

ります。

その中の新規事業「認定看護師（感染管理）

教育課程運営事業」及び「県立看護大学あり方

検討委員会開催事業」につきましては、後ほど、

別冊の「厚生常任委員会資料」で説明いたしま

す。

「平成26年度予算説明資料」の説明について

は以上であります。

次に、「厚生常任委員会資料」で、新規事業等

の概要について説明いたします。

６ページをおあけください。

県西部救急・周産期医療拠点病院整備事業に

ついてであります。

まず、１の目的・背景ですが、二次救急医療

の充実が課題となっている都城北諸県医療圏を

対象に、地域医療再生基金を活用し、その中核

的な役割を担う医療機関の体制強化等に取り組

むものであります。

２の事業概要ですが、圏域の救急医療体制の

中核を担う（１）の「都城市郡医師会病院の移

転整備事業」と、（２）の「国立病院機構都城病

院の歯科口腔外科整備事業」となっております。

竣工予定などの事業計画については記載のとお

りです。

事業費ですが、12億2,568万円をお願いしてお

りまして、財源は国庫支出金及び地域医療再生

基金となっております。

４の事業効果ですが、都城市郡医師会病院等

の救急医療機能が強化されることにより、県西

部の救急医療体制の充実・強化が図られるもの

と考えています。

次のページをごらんください。

新規事業「認定看護師（感染管理）教育課程

運営事業」であります。

まず、１の目的・背景ですが、専門知識や看

護技術を持ち、看護師の立場から医療機関等に

おける感染症の発生を未然に予防し、万が一発

生した場合に、被害を最小限に食いとめる対応

を中心となって担うことができる感染管理認定

看護師の教育課程を、県立看護大学において実

施するものであります。

認定看護師でありますが、資料の下のほう、

「認定看護師とは」とあるところをごらんくだ

さい。

日本看護協会から、熟練した看護技術と知識

を有することを認定された看護師で、現在21分

野がございます。そのうち、感染管理の認定看

護師は、平成25年１月現在で、全国で1,804人、

本県では15人となっております。

一番下の「資格認定の流れ」の図にあります

ように、認定看護師になるためには、まず教育

課程を受講するための選抜試験に合格し、その

後、６カ月から８カ月間の講義、演習等を受講
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した後、修了試験に合格して教育課程を修了す

る必要があります。

今回の事業は、県立看護大学のこの教育課程

を設置するものであります。その後、日本看護

協会の認定審査に合格して、認定看護師として

登録されるという流れでございます。

恐縮ですが、資料の上のほう、２の事業概要

にお戻りください。

この課程は、定員15人で８カ月間の研修期間

となります。学内の教員と学外の感染管理分野

の専門家である非常勤講師によりまして、日本

看護協会のカリキュラムに沿った講義、演習、

医療機関における実習を行います。

なお、感染管理分野に取り組むことといたし

ましたのは、看護大学が県内の病院に調査しま

したところ、この感染管理分野に教育課程設置

の要望が一番多いという結果となったことによ

るものであります。

３の事業費は841万5,000円となっており、受

講者からの受講料等を財源としております。

４の事業効果ですが、従来、県外にしかなかっ

た教育課程が県内に設置され、受講者の負担が

大きく軽減されることになり、県内の感染管理

認定看護師がふえることが期待されます。

また、この事業は県立看護大学において実施

するものであり、地域に貢献する県立大学の役

割がさらに発揮できるものと考えております。

次に、８ページをごらんください。

新規事業「県立看護大学あり方検討委員会開

催事業」であります。

まず、１の目的・背景ですが、今後、地域に

根差す大学として役割を果たしていくためのあ

り方を検討する委員会を開催するものでありま

す。

２の事業概要ですが、県内の関係機関の代表

や県外を含む有識者等による「県立看護大学あ

り方検討委員会」を開催いたします。

３の事業費ですが、181万2,000円で、財源は

医師・看護師等育成・確保・活用基金を活用い

たします。

４の事業効果ですが、外部委員により、今後

の大学の目指すべき姿や運営のあり方、大学の

活性化について検討いただき、「地域に根ざした

県立看護大学」として、さらに改革を進めてま

いります。

次に、同じ「常任委員会資料」の39ページを

お開きください。

新規予算に、来年度予算に係る事業ではあり

ませんが、26年度の予算で例年と違う取り扱い

等を行っておりますので説明いたします。

医療・介護サービス改革のための新たな財政

支援制度の創設及び当初予算での対応について

であります。

まず、１の趣旨にありますとおり、現在、平

成26年通常国会に提出されている、医療従事者

の確保・養成や在宅医療の推進、病床の機能分

化・連携を図るための法律改正案において、医

療・介護サービスの提供体制を推進するための

新たな財政支援制度の創設が予定されておりま

す。

この支援制度においては、各都道府県が消費

税増収分を財源として基金をつくり、各都道府

県が作成した計画に基づき事業を実施すること

とされておりまして、この基金の創設により、

従来、国庫補助金により財源措置されていた事

業─裏面に記載しております事業です─に

つきましては、補助事業としては廃止されます

が、基金により対応できることとなります。

２の制度の概要ですが、基金規模は厚生労働

省の予算案で、都道府県負担分を含めて全国
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で904億円、国と都道府県の負担割合は２対１と

なっております。

（２）の対象事業（案）ですが、「病床の機能

分化・連携のために必要な事業」、「在宅医療・

介護サービスの充実のために必要な事業」及び

「医療従事者等の確保・養成のための事業」の

３つとなっております。

（３）の今後のスケジュールですが、４月か

ら６月に国によるヒアリングが行われることと

なっておりまして、その後、国からの基本方針

の提示、交付要綱等の発出、９月には都道府県

計画案の国への提出、10月に国による内示、11

月に国による交付決定及び計画決定が行われる

見込みとなっております。

この基金をつくることになりまして、現在、

県単で提出しておりますこの予算案については、

補正ということをお願いすることになるかと存

じております。

議案第１号「平成26年度宮崎県一般会計予算」

に係る説明は以上であります。

次に、決算特別委員会の指摘・要望事項に係

る対応状況について御説明いたします。

お手元の資料「決算特別委員会の指摘・要望

事項に係る対応状況」の６ページをごらんくだ

さい。

医療薬務課分は、上の欄の⑤「県立看護大学

の運営のあり方及び県内就職促進」に係る御指

摘であります。

「県立看護大学の運営のあり方」につきまし

ては、入試制度の見直しに着手するとともに、

県内医療機関による合同就職説明会を開催する

など、学生の県内就職につなげる取り組みを行っ

ております。

さらに、先ほど平成26年度当初予算案におい

て御説明いたしましたとおり、新規事業として

県立看護大学あり方検討委員会開催事業を計上

し、外部委員により、大学のあり方について検

討を行ってまいりますが、その中で県内就職の

促進についても御意見をいただき、取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

次に、議案第22号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」について説明いたし

ます。

恐縮ですが、資料が変わります。議案書の議

案第22号のインデックスのところ、63ページを

ごらんください。

使用料・手数料徴収条例の一部を改正する条

例につきまして、医療薬務課に係るものは、県

立看護大学に関するものと薬務に関するものが

ございますが、県立大学に関するものは、後ほ

ど「厚生常任委員会資料」で説明いたします。

まず、薬務に関するものです。65ページをお

開きください。

中ほどにあります第194号「薬局開設許可更新

申請手数料」、第223号の２「登録販売者試験手

数料」及び第223号の３「販売従事登録申請手数

料」について、薬事法の一部改正による条項の

ずれに伴い、所要の改正を行うものであります。

158ページをお開きください。

附則にありますとおり、施行期日については、

この条例の公布の日から起算して、三月を超え

ない範囲内において、規則で定める日から施行

することとしております。資料が行き来して恐

縮ですが、「厚生常任委員会資料」の35ページを

ごらんください。

（１）議案第22号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」、①認定看護師（感染

管理）教育課程に係る使用料及び手数料の新設

等であります。

まず初めに、大変恐縮ですが、資料につきま
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して語句の修正をお願いいたします。

２の改正の概要の（１）の上の使用料の表で

ございますが、区分の欄の下から２つをごらん

ください。それぞれ「補講（講義・演習）」、「補

講（実習）」となっておりますところについて、

議案書のとおり「補講」を「補習」に訂正をお

願いいたします。修正後は、上の欄が、「補習（講

義・演習）」、下の欄が「補習（実習）」となり

ます。大変申しわけございませんでした。おわ

びして訂正いたします。

それでは、２の改正の概要をごらんください。

（１）が認定看護師教育課程を開設するに当

たり、必要となる使用料及び手数料を定めるも

のであります。

使用料としまして、看護大学公開講座手数料

は、いわゆる授業料に相当いたします。受講す

る場合は53万5,800円、試験等に不合格で再受講

する場合の再受講料が１単位につき２万5,000

円、病気等で必要な講義、演習が受講できなかっ

た場合に行われる補習が１科目につき２万5,000

円、実習の補習が１日につき2,500円であります。

これらの使用料につきましては、他の公立大

学の使用料を踏まえ、現在、大学で徴収してい

る授業料等をもとに設定しております。

また、手数料としまして、公開講座手数料の

うち新規受講のための試験、１人につき１

万7,000円が、いわゆる受験料に相当するもので

あります。

また、単位認定のための筆記試験を受験でき

なかった場合の追試験や不合格の場合の再試験

の手数料は１人１科目につき5,000円、修了試験

の追試験や再試験の手数料は１人につき３万円

であります。公開講座受講手数料は、いわゆる

入学料に相当するものであり、１人につき県内

者５万8,000円、県外者８万3,000円であります。

実習日を追加する場合の追加実習の手数料は、

１人につき3,000円であります。これらの手数料

につきましては、受益者負担の原則により、こ

れら手続に係る人件費、需用費等を積算して定

めたものです。

（２）でありますが、看護大の高木講堂使用

料につきまして、消費税を含む燃料単価の増等

により、単価を見直すものであります。

３の施行期日は、平成26年４月１日を予定し

ております。

医療薬務課の説明は以上であります。

○青石衛生管理課長 衛生管理課分について御

説明いたします。

お手元の「平成26年度歳出予算説明資料」の

衛生管理課のところ、159ページをお開きくださ

い。

今回、お願いしております衛生管理課の平成26

年度当初予算額は、左から２つ目の欄にありま

すように、13億4,733万6,000円でございます。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

161ページをお開きください。

まず、最初の（事項）動物管理費１億5,159万

円は、狂犬病予防並びに野犬等による危害発生

防止と動物愛護に要する経費でございます。こ

のうち、説明欄２の犬の捕獲抑留及び処分業務

委託費１億1,012万円は、関連する業務を一般財

団法人宮崎県公衆衛生センターへ委託するもの

であります。

新規事業５の「動物愛護センター共同設置事

業」につきましては、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

162ページをお開きください。

１番目の（事項）食肉衛生検査諸費３億801

万5,000円は、食肉の安全確保を図るため、県内
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５カ所の食肉衛生検査所の検査員が各屠畜場で

食肉検査をするために必要な人件費、検査用医

薬材料等の経費でございまして、検査は、牛で

約６万頭、豚が約100万頭を見込んでおります。

その下の（事項）食品衛生監視費7,288万7,000

円は、食品による衛生上の危害発生を未然に防

止するために行う監視指導や食品衛生の啓発に

要する経費でございます。

説明欄２の食品衛生推進事業委託費4,243万円

は、食品の細菌検査及び理化学検査の委託費や

民間の食品衛生指導員の方々の活動等が円滑に

行われるよう、公益社団法人宮崎県食品衛生協

会への業務委託費でございます。

次に、その下の（事項）食鳥検査費１億554

万8,000円は、安全で衛生的な食鳥肉を確保する

ために、検査員が各食鳥処理場で食鳥検査をす

るために必要な経費でございまして、約１

億3,000万羽が処理・検査されると見込んでおり

ます。

次のページ、163ページをごらんください。

１番目の（事項）生活衛生指導助成費3,436

万3,000円は、美容、理容、クリーニング業な

ど、13業種の生活衛生関係営業施設の指導のた

めに設置されております、公益財団法人宮崎県

生活衛生営業指導センターに対する運営の助成

等でございます。

次の（事項）生活環境対策費1,156万1,000円

は、水道施設の普及促進、水質検査体制の整備

並びに建築物等の衛生対策の推進に要する経費

でございます。

「平成26年度歳出予算説明資料」での説明は

以上であります。

続きまして、「厚生常任委員会資料」の23ペー

ジをお開きください。

新規事業の動物愛護センター共同設置事業に

ついてでございます。

１の目的・背景にありますとおり、昨年度、

動物の生命を最大限に確保するためとの趣旨で

改正されました動物愛護管理法を受けて見直す

こととしております「宮崎県動物愛護管理推進

計画」に基づき、「人と動物が真に共生する地域

社会」の実現を目指して、動物に関する正しい

知識や修正に基づいた飼育方法等の普及啓発を

行う施設を宮崎市と共同で設置するものです。

２の事業概要の（１）のとおり、来年度は専

門家等で構成する協議会で、動物愛護センター

の整備構想を策定し、平成27年度から整備に着

手、平成28年度中の運営開始を目指すものです。

事業費は、20万3,000円をお願いしております。

この事業による取り組みにより、県民の動物

を愛護する精神を醸成し、動物の面倒を最後ま

で見るという終生飼養の啓発拠点ができること

で、動物愛護普及啓発の充実及び殺処分の減少

が図られるものと考えております。

なお、財政状況が厳しい中ではありますが、

人と動物とのきずなを強めて、命の大切さを県

民に認識していただき、ぜひ殺処分をなくして

いきたいとの知事の思いも踏まえまして、今回

の事業を計画したところであります。

次に、提出議案のインデックスで、議案第22

号、ページは63ページになります、「使用料及び

手数料徴収条例の一部を改正する条例について」

であります。

衛生管理課に関係するものは、次の64ページ

になります。

左側の欄の一番下、171の２及び65ページの171

の３、さらに172ですが、動物の愛護及び管理に

関する法律の改正に伴う文言の修正であります。

この改正規定は、平成26年４月１日から施行し

ます。
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衛生管理課からは以上であります。

○和田健康増進課長 健康増進課分を御説明い

たします。

まず、議案第１号「平成26年度宮崎県一般会

計予算」でありますが、お手元の冊子「平成26

年度歳出予算説明資料」の健康増進課のとこ

ろ、165ページをお開きください。

今回、お願いしております健康増進課の平成26

年度当初予算額は、左から２つ目の欄にありま

すように、31億4,204万8,000円であります。

以下、主なものについて御説明いたします。

167ページをお開きください。

中ほどの（事項）母子保健対策費２億6,927

万5,000円です。

これは、母子保健の推進や子供の障がい、疾

病の早期発見、予防等に要する経費です。

説明欄４の「不妊治療費助成事業」１億890

万4,000円ですが、これは保健適用とならない不

妊治療を受ける夫婦に対して、経済的支援を行

うものです。

次に、説明欄６の「安心してお産のできる体

制推進事業」１億931万5,000円ですが、これは

周産期医療体制のネットワークを強化するとと

もに、地域の中核病院であります周産期母子医

療センターに対して補助を行うものです。

168ページをお開きください。

上から２つ目の（事項）小児慢性特定疾患対

策費１億8,282万1,000円です。

これは、治療が長期にわたり医療費が高額に

なる悪性新生物など、小児の慢性疾患に対して

医療費等の負担軽減を図るための経費です。

次に、一番下の（事項）歯科保健対策費2,521

万5,000円です。

これは、生涯を通じた歯科保健を推進するた

め、歯の健康づくりに関する知識の普及・啓発

等に要する経費です。

169ページをごらんください。

説明欄７の改善事業「障がい児者歯科専門医

育成事業」497万1,000円につきましては、後ほ

ど委員会資料で御説明いたします。

次に、中ほどの（事項）健康増進対策費３

億7,654万9,000円です。これは、健康づくり関

連事業に要する経費です。

説明欄２の健康づくり推進センター管理運営

委託料8,096万9,000円ですが、これは、健康づ

くり関連施策を円滑に推進するための専門的か

つ技術的中核施設であります健康づくり推進セ

ンターの管理運営に要する経費です。

次に、説明欄３の「市町村健康増進事業費県

費補助事業」5,550万6,000円ですが、この補助

事業につきましては、市町村が行います健康審

査等へ補助を行うものです。

次に、説明欄４の新規事業「集団検診推進事

業」２億3,000万円につきましては、後ほど委員

会資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）難病等対策費13億1,049

万7,000円です。

これは、パーキンソン病や潰瘍性大腸炎な

ど、56の特定疾患に対する医療費の助成や難病

対策の推進に要する経費です。

170ページをお開きください。

中ほどの（事項）「原爆被爆者医療事業」３

億669万円です。

これは、原子爆弾の障害作用のため、現在も

特別な健康状態にある被爆者に対し、健康診断

や各種手当の支給を行う経費です。

次の（事項）感染症等予防対策費１億9,778

万5,000円です。

これは、感染症発生の未然防止や蔓延防止を

図るための対策に要する経費です。
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説明欄２の（２）の新規事業「風しん抗体検

査事業」907万9,000円及び、次の171ページにあ

ります、説明欄６の（２）の新規事業「施設・

設備整備事業」4,010万1,000円につきましては、

後ほど委員会資料で御説明いたします。

説明欄11の「感染症危機管理対策事業」2,674

万3,000円ですが、これは、緊急時の防疫体制を

平常時から整備するために必要な経費や、備蓄

用抗インフルエンザウイルス薬の購入に係る経

費など、感染症危機管理体制の整備に要する経

費です。

最後に、（事項）肝炎総合対策費１億8,746

万2,000円です。

これは、Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスによる慢

性肝炎に対するインターフェロン及び核酸アナ

ログ製剤治療を行った患者に対する医療費の助

成や、肝炎対策の推進に要する経費です。

「平成26年度歳出予算説明資料」については

以上です。

続きまして、新規改善事業について御説明い

たします。

「厚生常任委員会資料」の24ページをお開き

ください。

改善事業の「障がい児者歯科専門医育成事業」

についてです。

１の目的・背景ですが、県内で唯一の障がい

児者専門の歯科診療所である宮崎歯科福祉セン

ターの利用者は、下の左側の図のとおり年々増

加しており、平成24年度には、延べ7,721名の利

用者となっております。

また、精神的・身体的に障がいがある方は、

全身疾患を合併していたり、長時間口をあけた

状態でいることが困難であることなどから、診

療に当たっては、歯科麻酔医等のもとで全身麻

酔下での治療となる場合も多くなっており、下

の右側の図のとおり、平成24年度には全身麻酔

法による歯科診療が97件、静脈内鎮静法による

歯科診療が248件となっております。

２の事業概要ですが、県内では歯科麻酔医等

の専門医が少ないことから、県内の障がい児者

が将来にわたり安心して歯科診療を受けること

ができるよう、センターにおいて、障がい児者

歯科診療を担う歯科麻酔医等の専門医を育成す

るための経費の一部を助成するとともに、セン

ターと連携して地域で診療を担う協力歯科医等

を養成するための研修会を実施することとして

おります。

３の事業費としましては、497万1,000円をお

願いしております。

４の事業効果ですが、本事業により、全国で

も有数の利用状況にあります宮崎歯科福祉セン

ターの診療機能を将来にわたって維持し、県内

の障がい児者の皆さんに質の高い歯科医療を提

供できるものと考えております。

次に、25ページをごらんください。

新規事業の「集団検診推進事業」についてで

す。

１の目的・背景ですが、「宮崎県がん対策推進

計画」の全体目標である「がんによる死亡者の

減少」を目指し、がんの早期発見の推進を図る

ための体制を整備するものです。

２の事業概要ですが、がんに係る集団検診の

実施体制の充実を図るため、がん検診車３台、

これは、胃がん用、乳がん用、肺がん用となっ

ております、を整備するものです。

３の事業費としましては、２億3,000万円をお

願いしております。

４の事業効果ですが、集団検診の実施体制が

充実されることにより、県民のがん検診の受診

機会の増加が見込まれ、がんの早期発見が進む



- 74 -

平成26年３月12日(水)

ことが期待されます。

続きまして、26ページをお開きください。

新規事業の「風しん抗体検査事業」について

です。

１の目的・背景ですが、妊娠初期の妊婦が感

染すると生まれてくる子供に先天性風疹症候群

を引き起こすリスクがあることから、主として、

先天性風疹症候群の予防のために、予防接種が

必要である者を抽出する抗体検査を実施すると

ともに、予防接種の必要な人への情報提供を行

い、風疹の蔓延防止を図るものです。

２の事業概要ですが、抗体検査の実施と抗体

検査や予防接種に関する情報提供を行います。

３の事業費としましては、907万9,000円をお

願いしております。

４の事業効果ですが、風疹の抗体検査を行い、

抗体陰性者に対して予防接種の必要性を伝える

ことで予防接種の促進を図り、風疹の蔓延防止

及び先天性風疹症候群の発症を予防することが

できるものと考えております。

最後に、27ページをごらんください。

新規事業の「施設・設備整備事業」について

です。

１の目的・背景ですが、県が指定しておりま

す結核病床を有する第二種感染症指定医療機関

の建てかえに伴いまして、結核病棟の整備費用

の一部を補助することにより、結核医療体制を

整備し、結核患者の早期治療及び結核の蔓延防

止を図るものです。

２の事業概要ですが、国立病院機構宮崎東病

院の建てかえに伴う結核病棟部分の補助を行い

ます。

３の事業費としましては、4,010万1,000円を

お願いしております。

４の事業効果ですが、本県の結核医療の中核

を担っています宮崎東病院の医療提供体制の整

備を行うことによりまして、本県の適正な結核

医療の確保につながるものと考えております。

健康増進課分は以上でございます。

○新見委員長 執行部の説明が終了しました。

ここで、質疑のある方は出してください。

○太田委員 予算説明資料の133ページ、２つあ

りますので２つに分けていきます。

133ページの地域医療推進費というのが事項で

ありますが、その中の説明の中に病院内保育所

施設整備補助金、1,000万ほどありますが、この

施設整備補助金というと、何か施設をつくるの

かなという、何かそんな整備というふうに見え

るんですが、金額的に1,000万ですけど、これは

どういうあれでしょうか。どうでしょうか。

○長倉医療薬務課長 現在、建てかえが進んで

おります都城市郡医師会病院の中に新たに院内

保育所をつくるその分の施設整備に対して補助

をするというものでございます。

○太田委員 都城のほうですね。

○長倉医療薬務課長 はい。都城市郡……

○太田委員 1,000万でできるんですか。

○長倉医療薬務課長 はい。対象になるのは、

都城市郡医師会病院と小林市立市民病院の分で

す。

で、いわゆるこれももと国庫補助事業であり

まして、基準額に基づいて補助するものでござ

います。今回は、新たな基金のほうの対象にな

りますが、その、前の国庫補助制度と同じスキ

ームで補助してるところでございます。

○太田委員 わかりました。お互いにこう出し

合うからということでしょうかね。県の分

が1,000万ですね。はい、わかりました。

じゃ、あとちょっと資料のほうで若干あるも

んですから。６ページの、先ほどの救急病院整
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備事業で、これですかね、この事業概要の（２）

のところに、口腔外科整備計画ということで上

げられていますが、これ自体はちょっと延期に

なったというやつでしたかね、この事業自体。

○長倉医療薬務課長 これは、平成22年度に、

実際、一度補助をいたしております。その当時

は国立都城病院の整備が、今、外来棟の整備を

計画されてるわけですけれども、その当時はそ

の外来棟の整備の計画がなくて、既存施設の中

で整備をされました。そこで一回補助をしてお

るわけでございますけれども、その後、国立病

院機構の中において新外来棟の整備が進められ

て、そこがちょうど、いわゆる歯科口腔外科の、

私どもが補助した部分と重なっておりましたも

んで、一旦壊しまして、その分については返還

をいただくと。補助した分の、機器はそのまま

使えますので、施設整備の部分は補助を返還い

ただきまして、そして、26年度に改めてこの施

設整備の分を補助するという形になっておりま

す。

○太田委員 そうすると、７ページ、認定看護

師の運営事業ですが、これは、３の事業費の説

明のところで、「受講者から受講料等を徴収する」

というふうに書いてありますが、事業効果のと

ころでは、「受講者の負担軽減されることから」

ということで、何かそういう、言葉の使い方が、

受講料は徴収するが、何か負担は軽減されると

いうことになるんですか。これ、どう……。

○長倉医療薬務課長 これは、大学の、いわゆ

る公開講座という形で実施するわけですから、

当然、そのためには経費が必要でございますの

で、その分は、ほぼ大学生が１年通う分ぐらい

の費用は徴収しますということでございます。

ただ、現在この認定看護師の教育課程が県内

にはございませんので、認定看護師の資格を取

ろうと思う方々は県外に行って、ここにはござ

いますように、６カ月から８カ月の、いわゆる

研修、言ってみれば、ほぼ半年から半年以上、

学生になって朝から晩まで勉強する、実習に行

くということになります。となりますと、当然、

そこの、言ってみれば、滞在経費でありますと

か、交通費でありますとかがかかります。そう

いったものを合わせますと、例えば、県内で、

看護大でありますと総額で100万かかるかかから

ないかというところだろうと思いますが、県内

の方が、県外に行かれれば、さらにその滞在経

費が100万以上かかるということもございますの

で、そういった意味で負担軽減になると申し上

げたところでございます。

○太田委員 宮崎県でつくるということで、地

元にあるという意味では、受ける方は本当に負

担は軽減になるという意味なんですね。これ自

体は本当に評価されるべきことだと思いますが、

こういう人たちが、これは在野の看護師さん、

いわゆる民間に勤めてる看護師さんたちがその

病院の許可を得て、この教育課程を受けるとい

うことでよろしいんですか。

○長倉医療薬務課長 基本的には、現場で働い

てる看護師さんも、当然、公立も民間も問わず

ですけれども、その中で感染症管理を学びたい、

まあ、御本人も思われる場合もございますし、

病院のほうから、これ、診療報酬上のメリット

もございますので、置くことで、いわゆる医療

の質の向上と増収を目指すという病院側の考え

方もあるでしょう。そういった理解のもとで参

加されるということになります。

○太田委員 なるほど。ということは、民間に

とっても、これは将来有能な人材が宮崎県に残っ

て頑張ってもらえるという意味では、評価され

ておるわけですね。
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それと、看護大の学生自体は、これは受けら

れるんですか。定員が15名だから、学生自体は

もう受ける資格というのはないんですか。

○長倉医療薬務課長 学生は、その同じ時間帯

に大学の課程を履修しておりますので、物理的

になかなか難しい、というか、そもそもこの課

程は５年以上の実務経験がある看護師さんの方

が入学試験を受けて、この受講のための試験を

受けて入るという両方の意味で難しいというふ

うに考えております。

○太田委員 わかりました。５年以上の資格者

ということですね。

あと一つだけですが、８ページの看護大のあ

り方検討委員会のほうですが、これは、事業費

としては多くはないんですけど、こういうあり

方検討委員会がいつまでに回答を出すとか、そ

ういうのは何か定められてますか。

○長倉医療薬務課長 26年度中に結論は出した

いと考えております。

この検討の中におきましては、一つの大きな

テーマとして、いわゆる地方独立行政法人化と

いうテーマがございます。そういったスケジュ

ールをにらみますと、26年度のうちに結論を出

して、もし独立行政法人化するという方向にな

りました場合には、それを踏まえた手続が必要

になると考えておりますので、そんなふうに考

えております。

○太田委員 今、初めてお聞きしましたが、独

立法人化、独法化の課題もあるわけですね、こ

れ。わかりました。はい、いいです。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 関連。県立看護大学の見直し。私

ね……。今、行政は何かいうと有識者会議を募っ

てという話になるわけですよ。確かに、その有

識者という一人一人を見れば、いろいろな専門

分野であるわけやけど、この看護大学の見直し

の有識者というのはどんな分野の人を考えてお

るわけですか。

○長倉医療薬務課長 一つはその、いわゆるこ

の看護師が働きます、いわゆる医師会等の、い

わゆる医療関係団体、それとあと、病院の関係

者、それとあと看護関係の団体の方、またあと、

その他大学教育を実際また行っていらっしゃる

方、その他の方、そして例えば受益者でありま

す、いわゆる看護大に子弟を送ります受益者の

方々、例えば、ＰＴＡの関係の方でありますと

か、そういったような方を、今、想定はしてる

ところでございます。

○中野委員 それと、これ、私の見当違いかな、

県立看護大学に今回も約10億ぐらい、この県立

看護大学の全体の収支というか、そういうのは、

委員会は出たことがあるんですかね、ちょっと

こんなのは見たことないんだけど。ただ、10億

ぽーんと出しますよと数字だけが出てくるんだ

けど、じゃあ、看護大学全体でね、年間、どう

いう収支、事業内容になってるかというのを見

たことない。

ほんで、我々が知ってるのは看護学生が県外

から、県内から来て、県内に何ぼ残っとるかと

いう議論ばっかりしとるような気がするとやけ

ど、こういうおっきなやつの事業内容の報告っ

て、委員会としてどうなんですかね。俺、わか

らんとやけど。収支の中身が全然わからんで、

ただ、県の出す金だけの10億がいいか悪いかと

言われても何も言えんもんね。全体の経費、何

かやっぱり委員会で見らんといかんのじゃない

ですか。何もわからん。何かやっぱり報告か何

かで出さんとですよ。総体経費が何ぼかかって

いるかって全然わからんでしょう。いわゆる学

生の授業料が何ぼかとか、そんなのは報告か何
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かで、委員会でやっぱり決算があった後に、今

まで出たんですかね、何もないですよね、総体

経費が。（「これ、県の監査とかいうのはないん

ですかね」と呼ぶ者あり）あるある。それはあ

る。だから、監査報告のあれが……（「ああ、そ

うかそうか。その中では、議員としては言う立

場にありますか」と呼ぶ者あり）

○新見委員長 今の中野委員の質問に対して。

○中野委員 いいですか。これは委員会のあり

方よね。だから、今年度のやつは次の９月で決

算委員会がありますよね。そういうときに、い

わゆる看護大学の収支、事業、あれはどうなん

ですか。結局、県立看護大学だから、全て学長

が仕切ってるという話じゃないわね。10億も出

す場合、しっかり報告、内容が何にもわから

ん。10億がいいですかと言われても、ただ……。

○長倉医療薬務課長 先ほどの136ページの中

に、いわゆる大学費として10億のを申し上げま

したけど、それの財源といたしましては、一般

会計財源が６億8,000何がし、それと特定財源、

これがいわゆる授業料と手数料ですね、これは

報告はいたしております。ただ、確かに、その

内訳等、そういったものを詳細に申し上げてる

状況にはございません。

ただ、今回、そのあり方検討委員会というと

ころで検討しますと、先ほど地方独立行政法人

ということを申し上げましたけれども、地方独

立行政法人になりますと、６年間の中期計画・

中期目標をつくりまして、そして、それについ

ては議会にも報告いたしまして、そしてその進

捗状況も議会に報告することになります。そう

いう意味で、当然、大学として、もし独立行政

法人になれば、当然ガバナンスも高まりますが、

独立行政法人として行っている業務なり、事業

の状況は報告するという形になります。

○中野委員 私が言ってるのはそういうこと

じゃないわけ。毎年毎年の収支を今後、委員会

で報告か何かで出すようにしてもいいんじゃな

いかという話ですよ。

○新見委員長 今の中野委員の、これは要望と

いうか……

○中野委員 要望というか、委員会のあり方で

すかね。

○新見委員長 これからのあり方、この厚生常

任委員会の……

○中野委員 報告事項か何かで出してもらうと

いうかね。

○新見委員長 あり方の中でそういったものを

出すべきだというお話ですね。

○中野委員 うん。

○星原委員 委員長、いいですか、関連。

今の件なんですが、確かに、今、中野委員が

言ったように、予算が10億ぐらい出とって、結

局、その県立の看護大学であって、我々から見

ると出してる金額に対して、最終的には費用対

効果が出てんのかと、要するに、県内に残る人

たちが少ないんじゃないかと、出してる割には。

私はそういう意味もあるんですよね。だから、

そういうところをやっぱりチェックしていかな

いと、ただ、予算は上げてるけども、実際、学

校としてはそういう形でやってるけども、県民

の税金使ってその効果が出てるのかというのが

やっぱり最終的には求められるのかなという気

がするんですよ。

ただ、その辺の報告が、中身がこう出てこん

と、ただこうやって、こういう事業に使います

という形だけではなかなか委員会として納得で

きないなという部分があるんですよ、もう長年

こうやって。だから、今回このあり方委員会あ

たりでいろんな意見が出たのも、そういうこと
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も踏まえて出てきて、今回新たな事業としてそ

ういう委員会を設けて今後どういうふうにやっ

ていくかということを検討するようになってき

たんじゃないかなという、そういう予想という

か、考えが出てくるからそういう意見が出たん

じゃないかなというふうに思うんですけど。だ

から、その辺までやっぱり説明しておく必要が

ある、あるいは説明する必要があるんじゃない

かなと、私も思います。

○長倉医療薬務課長 委員おっしゃるとおりで

ございまして、私どもとしましても、たびたび

この議会におきまして、県内就職率がどうだと

か、そういった、低いのではないかとか、そう

いったような御指摘いただいております。そう

いった御指摘も受けまして、このたび、このあ

り方検討委員会をつくったところでございます。

説明が重なりますけれども、こういった多額

の、仮に独立行政法人になりましたとしても、

多額の交付金みたいなものをお願いしなければ

なりません。そういった観点から、先ほど申し

上げましたように、いわゆる事前に計画・目標

を立てまして、それは議会に報告いたしますし、

その中には、当然のことながら、いわゆる県内

就職率を上げるためにどうすればいいかという

ような形の、言ってみれば、どんなことに取り

組みますというようなことも申し上げますし、

そしてその後、その結果についてもまた御報告

するというような仕組みの形に、独立行政法人

になった場合はそういうことになる、そういっ

た仕組みをとることと制度上なっておりますの

で、私どももそういったこともにらみながら、

このあり方検討委員会を設けたというところで

ございます。

○星原委員 だから、それはもう今後、そうい

う形なんでしょうけど、当初、この大学をつく

るときの設立目的というのがあったと思うんで

すよ。その目的に向かって、ちゃんとその運営

がなされてるのかなという部分もあるもんです

から、毎年このような形で、多分、数字的には

動いてきたと思うんですよ。その効果が出てる

のかどうかを、そろそろやっぱり判断すべき時

期かなという感じもするんですよね。

○新見委員長 そしたら……

○中野委員 今後、そういう収支をちゃんと報

告してもらうということを委員会で要求すれば

いいですか。どうなんですか。

○新見委員長 だから、厚生常任委員会として

一つの提言という形で……

○中野委員 いや、提言は提言だけど。

○新見委員長 これは今後の話で。

○中野委員 じゃないと、内容も全然わからん

で、ただ、10億いいですか、悪いですかという

話、ただ、形式的に上げているような話ですわ。

それを見てもどうということはないけど、トー

タルで予算が何ぼいってるかもわからんですよ。

だから、これ、委員会で、どうなんですか。い

ろいろ報告というのが、いろいろあるじゃない

ですか。その中に入れてもらって、決算の報告

をしてもらうということを今度とればいいん

じゃないですか。

○星原委員 多分、報告しないでもうずっとき

てたと思うんで、それに沿った形で今回も出て

きてんのかなと思うんですよ。いや、多分、今

まではこういう報告の仕方できてたと思うんで

すよ、例年。だけど、やっぱり我々とすればも

うそろそろそうじゃなくて、もう何年ですかね、

十何年、多分経過して、そういう結果としてやっ

ぱり、そういう、中身をもうちょっと精査する

必要があると。そして、やっぱり学生の質の向

上やら、大学の質の向上やら、いろんなものが
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あるけれども、それ以外に金銭的な部分でもやっ

ぱりチェックすべきじゃないかということだと

思うんですよ、今後。だから、今後はもう少し

その辺のとこも、上げてくるときには、やはり

説明資料を出してもらって説明してほしいとい

うことですかね。だから、それを委員長のほう

で諮っていただいて、今後に向けてそういうふ

うな取り組みができるかどうか。

○佐藤福祉保健部長 看護大に関しては、今ま

で運営のあり方で県内就職率がどうだとか、少

ないじゃないかと、何しよっとかと、そういう

指摘がほとんどで、いわゆる収支的なものに、10

億をどういうものに使ってるのかとか、そのと

きの歳入がどげんかとか、そういう議論もほと

んどなかったものですから、我々も別に隠し立

てしてるわけではございませんで、どういうも

のが出せるかちょっと事務的には検討させてい

ただきますけど、出すときのタイミングも委員

会のほうともまた御相談させていただいて、い

ずれにしても、それは、出せるものは出せます

ので、もちろん。

大まかに言いますと、その授業料とか入学料

収入が３億で、残りの７億は交付税で大体措置

されているというのが、従来は私どもが答弁し

てる言い方で、大まかなところはそんなことな

んですけども、もう少し具体的なところを何か

資料にまとめて、今後、出せるようなことで考

えていきたいと思います。

また、あり方検討委員会の進捗状況も含めて

御報告しながら、この委員会の御意見もいただ

くと、そういうスタンスで進めたいと思ってお

ります。

○中野委員 今、部長、どこまで出せるかって、

そんな話じゃないわけ。大学で年間で収支報告

書なり、決算報告書、それをそのまま出せばい

いわけ。

それと、健康増進センター、これも県の所管

ですよね。それで、あそこも、我々も行くけど、

どんな収入があって、支出があって、トータル

はというのがわからんわけ。これもあわせて、

やっぱりあそこの単年度で収支、あれがあるや

ろう。それを今後出してもらうように。

○和田健康増進課長 推進センターについては、

健康づくり協会に委託しておりますんで、公益

財団ですので、常任委員会で必ず決算報告を求

められて、説明もさせていただいておりますけ

ども。

○中野委員 今まであった。

○和田健康増進課長 毎年行っております。

○新見委員長 じゃ、看護大については、先ほ

どの提言を受けとめていただいて、今後出して

いただくようにお願いをしておきます。

ほかにございませんか。

○後藤委員 常任委員会資料の24ページ、障が

い児者歯科専門医育成事業、患者さんはふえて

いる状況で、私、考えると、どうしてもこの宮

崎市周辺ですね、ですから、この県南、県北、

ブロックごとというか、ぜひともこの協力歯科

医を満遍なく養成していただくようお願いした

いと思いますので、よろしくお願いしときます。

要望ですね。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 23ページの動物愛護センター共同

設置事業というところで、宮崎市と共同で設置

をするということなんですけど、中核市だから

保健所を宮崎市は持ってるということで、県と

宮崎市ということになるんでしょうけど、共同

で設置するという場合の財政的な負担というの

はどういうような形が想定されるんでしょうか。

○青石衛生管理課長 知事の思いと市長の思い
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が合致して、つくっていただくということなん

ですが、これから建設費用、土地の選定も含め

て協議会等で協議していただいてやっていこう

かと思ってますが、今までのところでは、例え

ば、収容する、犬猫の頭数の比率だとか、そう

いうことでの支出割合になろうかとは考えてお

りますが、これから協議会のほうで決めていた

だくということでございます。

○宮原委員 ありがたいことだというふうに思

いますので、負担割合がそういう状況で、頭数

とかそういうことでできるんでしょうけど、立

派なものをつくっていただいて、やっぱり殺処

分の数が減るように、下のほうにそれぞれの業

務の仕分けもできてますので、頑張っていただ

きたいなと、大いに期待をしてますので、よろ

しくお願いしたいと思います。はい、いいです。

○新見委員長 ほかに。

○星原委員 25ページの、今度、丸新で「集団

検診推進事業」ということで、胃がん、乳がん、

肺がんの検診車を３台予定ということなんです

が、これまで、今、何台あったわけですか。

○和田健康増進課長 県が保有しております検

診車はこれまで８台で、その内訳は、胃がん検

診車が５台、乳がん検診車が１台、子宮がん検

診車が１台、それから肺がんのＣＴ検診車が１

台でございます。これを健康づくり協会に無償

貸与しております。

○星原委員 今、これまで８台が、県のそうい

う台数があるということですが、今回３台ふえ

ることで検診率が、今までがどれぐらいで、やっ

ぱり検診率がどれぐらい伸びるという形に考え

ておられるんですか。今までの８台で足りない

ということでふやされると思うし、それで足り

るのかどうかというのも、また思ってるとこな

んですが、その辺はどうなんですか。今、県内

のその検診率から見て、今回ふやす原因になっ

た形はどういうふうに捉えたらいいんですか。

○和田健康増進課長 まず、検診車につきまし

ては、どうしても耐用年数がございますので、

古い物を新しい物にしていくという、更新して

いくというのが一つあるのと、胃がん検診車等

は台数が多いんですけども、例えば、乳がん検

診車、現在１台で、平成23年度は3,555人の検診

を実施しておりますので、単純に考えれば２台

になると２倍の受診者に対応できるということ

になるかと思いますが、これが実際に検診を受

けられる方が、まだまだ検診率が低い状況です

ので、その辺を加味していかないといけないと

は思ってるんですけども、やはり複数台あると

いうことになると、県内へ配置するときも、同

日の日でも２カ所に配置できるというようなこ

ともありますので、利便性が相当高まるのでは

ないかというふうに思っております。具体的な

数字はございません。

それと、済みません。乳がん検診車について

は更新になるので、ちょっと古いのが使えなく

なるとちょっと１台になってしまうという形に

なって……。申しわけありません。

○星原委員 そこで、検診率が低いというのは

こういう台数が少なくて、受けたくても受けれ

ないという状況もあるんじゃないんですか。逆

に、１台では、今、乳がん検診の場合で3,555人

ですか、それぐらい、率からいったら、県民の

あれでいったときに、それで本当に県として早

期発見やらそういうことを、ねらいがそういう

ことであれば、それで対応してて、本当に早期

発見とかそういうことに、検診を受けられる人

たちが限られてくるんじゃないかと思うんです

が、一般の病院でもやってるわけですし、いろ

んなこともあるんで、その辺のところに行けな
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い、あるいは行かれない人たちをどう守るかと

いうとこもあるのかなと思うんですよね。そう

いう部分も考えて、１台で十分と捉えてるのか、

人数割合でですよね、その辺はどう県として考

えておられるのか。

○和田健康増進課長 やはり、委員おっしゃる

ように、実際にはその需要がどれくらいあって、

検診車が何台必要だということから考えていか

なければいけないと思いますんで、例えば、受

診率が50％になったときに何人ぐらいの受診者

がいらっしゃって、一般の医療機関で受けられ

る人がどれくらいいらして、残りの人を検診車

でカバーしないといけないといったときに必要

台数が出てくることになると思うんですけども、

ちょっとその辺の具体的な精査は実際できてお

りませんので、とりあえず、あと非常に高額に

もなってきますもんで、これ、本当に、県が常

に何台も持って維持していけるのかという問題

もやっぱり同時に考えないといけないんで、対

応できる中で最大限の努力はしてるとこではあ

るんですけども、やはり検診車があれば、検診

数がふえるというふうには考えておりますんで、

ちょっとその辺を検討していきたいなと思いま

す。

○星原委員 実は、うちの女房なんかは宮崎ま

で来て受けるんですよね。だから、年に１回、

毎年同じ日というか、同じ地域、受けた後に次

の年のもう予約をして帰るような形になるんで

すが、要するに、宮崎市内にはそういうちゃん

とした病院がいっぱいあって、安心して受けら

れるところがある。じゃあ、ないとこの人たち

をどうやってカバーするかということが、県全

体として考えられることだと思うんですよ。

だから、そういうことで、やっぱり、がんに

なってしまうと治療費やらいろんなことが相当

かかる、進行してればね。早期だとそんなにか

からんで済むという経費の面もあるわけで、だ

から、そういうことを捉えて全体的に、がんの

こういう検診車あたりを購入する形の目的が、

どういう形にしていったらよりカバーできるか。

今、言われたように、予算の面もあるんで、台

数ふやせといったって、なかなか厳しいとこも

あるかもしれませんが、逆に言えば、県民の命

を守るという面からいけば、そういうことを普

通の病院とこういう検診車との割合の中でどう

いうふうに捉えたらいいかということと、宮崎

以外の他県はどういうような状況でそういうこ

とを進めてるのか、そういうとこあたりもチェッ

クして、やっぱり今後考えるべきじゃないかな

と思うんですが、その辺についてはどう捉えた

らいいんですか。

○和田健康増進課長 我々もやっぱり、医療機

関が十分でない山間地域については、きっちり

検診をしていくべきだということで、健康づく

り協会が公益財団法人として対応していただい

ているところです。

その辺は、我々も十分、一応理解はしてるつ

もりなんで、状況を見ながら、また他県の様子

も見ながら、検診車の台数のあり方については

ちょっと検討してまいりたいと思います。

○星原委員 ぜひお願いいたします。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 167ページで、不妊治療費助成事業

というのがあるんですよね。これは、不妊の方

ということで、治療されるんでしょうけど、大

体どのぐらいかかって、どのぐらい補助をして、

この予算で年間どのぐらいの方に対応しようと

しておられるのかということと、何回もそれは

助成、毎年１回でうまくいけばいいんですけど、

使えるのかですよね、この事業は。
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○和田健康増進課長 まず、助成の内容なんで

すけども、治療１回当たり15万円、治療内容に

よっては７万5,000円になるんですが、それを上

限としまして、１年度目は３回、２年度目以降

は２回で、大体、通算５年で、全部で10回を超

えないというような形の助成費用になります。

それと、人数ですが、25年度、今年度の見込

み件数が529件で、26年度の見込み件数は578件

と見込んでおります。これは宮崎市を除くこと

になりますので、宮崎市は宮崎市で実施されま

すので。

それから、１回の治療費については、ちょっ

と正確なことはわからないんですけども、いろ

いろ内容によって違うと思いますけど、補助の

額から考えると、やっぱり30万から50万ぐらい

はやっぱり費用がかかってるんではないかと予

想されます。

○宮原委員 はい、わかりました。

○新見委員長 いいですか。

○宮原委員 はい。

○新見委員長 ほかに。

○中野委員 今の不妊治療ですよ、申請者と予

算額、大体、申請されたほどは賄われてるんで

すか。

○和田健康増進課長 今のところは、大体、見

込みと合っておりますんで対応できております。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○星原委員 今のとこの関連なんですが、この

ことしの予算と昨年の予算を当初で見ると5,000

万ぐらい減ってるような感じじゃないかなと思

うんですが、大体、事業内容は同じようなこと

をされてるのか、あるいは昨年までやってた事

業が減って、それぐらい減った予算になったの

か、そこをちょっと教えてもらうとありがたい

んですが。

○和田健康増進課長 167ページで、母子保健対

策費でございますけども、これ、実は妊婦健康

診査の基金事業が以前入っておりまして、それ

がちょっと終了したのが一番大きくて、減額に

なっておりますけども、先ほど、説明欄の４番

目の不妊治療費助成事業については、毎年、実

績が伸びていっておりますんで、ここの予算は

ふえております。

○星原委員 ありがとうございます。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 170ページで、特定疾患56とかとい

うことで言われたんですけど、県内にこれ対象

者というのは何人ぐらいいらっしゃるんでしょ

う。

○和田健康増進課長 24年度末が8,674名いらっ

しゃいまして、これ、最近の経過を見ておりま

すと年７％ずつ人数はふえているような状況で

ございます。恐らく今年度末はこれを1.07倍し

た人数になるのではないかと予想しております。

○宮原委員 これは、新しい疾患がまた含まれ

るということも結構出てきてるんですかね。

○和田健康増進課長 委員おっしゃるとおり、

今、国会で新しい難病医療法が今後、議論され

るというか、審議されることになりまして、法

案が通った場合は、一応、今のところ300疾患程

度が認められるんではないかというふうに予想

されております。

○新見委員長 宮原委員、よろしいでしょうか。

○宮原委員 はい、いいです。

あともう１点。その下の、今度は原爆の関係

がありますよね。それこそまた人数を聞いて申

しわけないんですけど、何人ぐらいの対象者が

いらっしゃるのかということと、どういうよう

な症状が出てるのかというのを聞かせてほしい

ですね。



- 83 -

平成26年３月12日(水)

○和田健康増進課長 平成26年２月末現在の被

爆者健康手帳の所持者が552名の方になっており

ます。基本的に、一番厳しいのはやっぱりがん

ということになります。がんを発症された方に

ついては、またいろいろなことがあるのかなと

いうふうに思ってますけど、そういうものが基

本的に出てこないように健康管理をしていただ

くという形で、手帳をお渡しして各種の給付を

行いながらということになっております。

○宮原委員 これは当然、人数は減ってくるん

だろうと思うんですけど、東日本大震災で原発

がああいうことになりましたよね。そういった

ものはまた全然関係ないんですかね。

○和田健康増進課長 これは、あくまでも広島

と長崎の原爆による被爆でございますので、恐

らく、原発の場合、同じような量を被爆すると、

それは今後の対応の問題になるのかなというふ

うには予想されますけれども、ちょっと国がど

のように考えられるかということになろうかと

思います。

○宮原委員 はい、わかりました。いいです。

ありがとうございます。

○新見委員長 ほかに。

○中野委員 162ページ、いわゆるこのと畜・食

肉衛生検査事業、ちょっとまず最初に教えてほ

しいんやけど、今度、質問したいんやけど、今

説明で大体、屠畜、豚で100万頭という、ここ

を150万頭生産して50万頭は鹿児島に行って付加

価値がついてるわけ。で、いろいろ今、聞くん

やけど、結局、５時以降も、夜もやったらいい

とか、いろんな、それで、かなり鹿児島に流れ

て、俺、下手すると宮崎は畜産王国というけど、

生産王国になるんじゃないかなというふうに。

それで、この屠畜検査場、ちょっと教えて、全

体は福祉保健部で管理してるわけ、畜産関係、

ちょっとわからんとやわ、それがよ。

○青石衛生管理課長 食肉検査所につきまして

は、衛生管理課で、部で管理してるということ

でございまして、屠畜場と食鳥処理場を管轄し

ております、それぞれのやつが５検査所があり

ます。

○中野委員 それと、屠畜場の運営管理は畜産

課じゃなくて、課長のとこで、県で、そっちで

やってるということでいいわけ。

○青石衛生管理課長 屠畜場の管理そのものに

ついては、設置者または管理者がやるというこ

とになっておりまして、ただ、市営であれば市

がやる、それから……。

○中野委員 県営がある……。

○青石衛生管理課長 県営、丸正だったら丸正

とか、会社がやるということでございます。

○中野委員 県のほうは要請されて検査員を派

遣するだけという話になるのかな。

○青石衛生管理課長 県の検査員は、食肉の検

査、屠畜をするときの検査をするということと、

衛生指導ですね、食鳥処理場とか、そういうと

このそれも兼ねてやっております。

○中野委員 例えば、そういう、民間で、じゃ、

夜間も屠畜したいという場合の派遣をどうする

かというと、もう課長のとこの権限になるわけ

やね。

○青石衛生管理課長 例えば、朝早くやってく

れとか、今言ったように土日をやってくれとか、

そういうことについては、そういう、利用され

る方々の利便性を考えて、今のところでも朝早

くやったりですね、土曜日、日曜日あるいは年

末も開業するということはしてますが、それに

ついては、そういう要望が上がったときに、う

ちのほうで、県のほうで審査するというか、検

討するということになると思います。
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○中野委員 そうすると、この食肉検査所とい

うのは、１頭、豚やったら検査料は何ぼぐらい

ですか。

○青石衛生管理課長 手数料、平成25年４月１

日現在ですけど、牛・豚が760円、それと豚が350

円、で、ちょっと時間外になりますと、ちょっ

と手数料が上がりますが……（「もう一度」「牛、

牛」と呼ぶ者あり）牛・馬が760円、失礼しまし

た。豚が350円でございます。失礼しました。

○中野委員 それと、さっきと一緒だけ、この

屠畜検査、いろいろ食品衛生監視費で、食肉衛

生検査所、経費で出てるけど、これをトータル

的に、この検査やったら収入が何ぼあって経費

がここに……。これ、委託じゃないよね。

○青石衛生管理課長 手数料収入というのがあ

りますので、今言った検査手数料ですね。これ

が、屠畜関係が４億円を超えて、それから鶏関

係も４億円を超えて、課全体としては９億円ほ

ど収入があります。食品の監視するときの許認

可の手数料とか含めまして。

○中野委員 要望やけど、ちょっとその屠畜関

係の収支、どうなってるかというのを資料で教

えてください。

○青石衛生管理課長 収入のほうと支出のほう

ということで。

○中野委員 ただ、収入と、２つじゃないよ。

経費がどんなもんが減ってるかとか、その内容。

○青石衛生管理課長 はい、わかりました。後

ほど提出させていただきます。

○新見委員長 じゃあ、よろしくお願いしとき

ます。

ほかにございませんか。

○太田委員 資料の27ページ、施設整備事業、

結核病棟ですが、これ、予算の使い方ですけど、

国立病院の建てかえに伴う費用を出しますよと

いうことですが、財源内訳を見ると国庫支出金

だけになってますよね。ということは、国のそ

ういった病院施設をいろいろ、係る費用につい

て、県を通して国のこういう補助金をそのまま

出すというのはあり得ることについて、まあ、

あるからそうなんですが、考え方としてはどう

いうふうに、国がもう直接、補助をすればいい

んではないかという、何で県を通してされるの

かという感じがするんですが、この辺の考え方

はどうですか。

○蛯原感染症対策室長 今回の場合、私どもが

かかわりますのは、結核病床に係る分について

なんですけれども、これ、医療施設の近代化施

設設備、国の国庫支出金の中で整備交付金とい

う形で充てられるものです。それで、１床当た

りに幾らという基準額がございまして、そして、

今回、東病院さんは20床ということで、病棟の

設備と、それから結核病棟の特殊なものに係る

加算額というところで基準額が設けられまして、

そのうちの調整率というのがかかってきて、0.33

という調整率を掛けて、この事業費というのが

出てくる形になります。

ただ、これも国が実際にこの経費について、

宮崎県に支出してくるときに、やはりこれに内

示で調整がかかってきて、実際に、当初この事

業費を見積もっていてもこのとおりのものが来

るというふうには聞いておりませんので。

○太田委員 まあ、あり得ることだろうとは思

うんですが、例えば、県も市町村に対して交付

して、それをその市町村内のいろんなもの、直

接こう渡すというような予算の使い方をします

が、県の施設に対してそういうやり方はしない

と思うんですよね。ですから、これなんかは、

ちょっとふと思ったのは、国の施設を整備する

のに何で一回県に渡して、それを出すのかとい
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うのがちょっと疑問だなと思ってですね。ごめ

んなさい。そこあたり、この実際、予算書が通っ

て補助金として、何か認定されてるから問題な

いかとは思いますが、ちょっとどうかなと思っ

たわけですわ。

それと、関連して言うならば……。

○蛯原感染症対策室長 この近代化の施設・整

備というのは、一旦県のほうで計画を上げて、

県のほうで受けまして、その中で、県の優先度

というのに合わせて配分され、配分していくと

いうふうになっているものです。

○太田委員 あり得る。

○蛯原感染症対策室長 済みません。先ほど委

員は、国の独立行政法人の国立病院機構なんで

すけれども、これ、国の、そういう、民間病院

もそうですし、それから、国のこの独法の病院

もというようなことで、たまたま今回の場合は

国立の病院機構ということが対象になったとい

うふうにお考えいただいたらいいのかと思って

おります。

○太田委員 わかりました。

機構、独法、法人として見ておろしていくん

ですよということなんですね。ああ、なるほど。

そうすると、関連して、先ほどちょっと聞き忘

れておったんですが、６ページの、これもそう

ですね、結局。６ページの国立病院機構宮崎病

院、これも国庫支出金と、純然たる国の基金、

だからもう県の出しまえはなくて、例えば、恐

らく機構もそういうことなのかなと、今ので思

いました。はい、わかりました。

それと、あとちょっと２、３あるんですが、

いいですか。

○新見委員長 はい、どうぞ。

○太田委員 先ほど聞かれました23ページの動

物愛護センターの、これ、受けてるところは何

ていうとこですかね。これ、仮称ですから、何

ていうとこでしたかね。動物管理してるところ

は何ていう名称のとこでしたか。

○青石衛生管理課長 一般財団法人宮崎県公衆

衛生センターでございます。

○太田委員 そのセンターの運営費というのは、

宮崎市も県も共同で今までされてたんですか。

県だけがやってたんでしたかね、補助みたいな

ものは。

○青石衛生管理課長 公衆衛生センターの業務

としましては、この県が委託しております動物

管理業務等のほかに食品の検査を一般から受け

付けてやってますので、そういうものでまず自

前でやってる部分と、うちが委託してる部分に

ついては委託費で賄ってるということでござい

まして、宮崎市は、宮崎市の中でセンターのほ

うに犬の捕獲等を委託してる部分については、

市として出しております。

○太田委員 わかりました。だから、今後、こ

ういう、建設するに当たっても、今後、負担割

合は協議していくということになるんですね、

宮崎市と。

○青石衛生管理課長 そういうことでございま

す。

○太田委員 わかりました。

それと、26ページ、風しん抗体検査事業、こ

れは、目的・背景のところを読んでみますと、

「予防接種が必要である者を抽出する抗体検査

を実施する」というふうに書いてあるんですが、

これは、そういう妊婦の方から何か抽出して、

あなた、お願いしますよとか言って、何か抽出

して選ばれた人だけが情報提供を受けて、私は

予防接種受けないかんとかいう意味なのか、

ちょっとごめんなさい、そこをお願いいたしま

す。
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○蛯原感染症対策室長 これ、妊婦の場合は、

抗体価は検診の中ではかりますので、妊婦検診

のときにはかっておりますので、これは妊娠を

これから希望する方に対して、その先天性の風

疹症候群の予防のため、抗体価の低い方を、こ

の抗体検査をすることによって抽出しまして、

そしてその方を予防接種のほうに、御案内する

というんでしょうか、予防接種の必要性を御指

導いたしまして、予防接種のほうにつないでい

くというための抗体価の低い方を抽出する、狙

いは先天性の風疹症候群を予防するということ

です。

○太田委員 はい、わかりました。

あと、消費税の関係を少し聞いてみたいんで

すが、35ページの、これは改正の理由として、

認定看護師をやるからするんで、新たにこれは

設けられるということですが、改正の理由の

（２）のところに「消費税云々」というふうに

書いてありまして、これは消費税が影響してお

るのは、この高木講堂の使用料だけということ

でいいですか。

○長倉医療薬務課長 ※そのとおりでございま

す。

○太田委員 きのうの質疑の中でもあったんで

すが、消費税の関係でいうと、これまでこの高

木講堂を使用するときに、使用したい人に対し

て消費税分をプラスして請求して、この使用料

をこれまで取っていたということになるんです

か。

○長倉医療薬務課長 ※そのとおりでございま

す。

○太田委員 ということは、県は消費税分を税

務署にその分、使用料の中から納めていたとい

うことですか。

○長倉医療薬務課長 済みません。ちょっと訂

正いたします。消費税分につきましては、その

積算の中に見込んでおりますけれども、いわゆ

るその単価を計算する中で仕入れというか、そ

れ、全体の中に入りますので見込んでおります

けれども、その利用者から消費税も取っている

わけではございません。ですから、税務署に納

めているわけではございません。

なお、この高木講堂の分は値上げ分の大宗を

占める分は、いわゆる燃料費が、例のガス代等

が上がったもんですから、その分が大宗を占め

ております。

○太田委員 燃料費の中で既に県は負担してお

る、それがちょっとつらいからこの分を上げさ

せてもらいますよという意味でいいですね。直

接、県が税務署に納めにゃならん、その分を取っ

ておりますよということではなくて、既に燃料

代で県はちょっと負担が上がったから、その分

を上げさせてもらいますねということでいいで

すね。

○長倉医療薬務課長 はい。

○太田委員 はい、わかりました。

最後に、39ページの医療薬務課の新たな財政

支援制度ということですが、これは基金規模が

全国で904億円ということです。米印で今後の国

と県の負担割合というのは２対１というふうに

なってますが、通常、基金規模で、全国規模が904

億円やったら100分の１ぐらい、９億円というふ

うに来るのかなと。

で、実際、事業を起こすときには、負担割合

が２対１だから９億円の２倍分、３倍分ずつ、27

億円ぐらいの事業を起こせるというような考え

方でいいですか、これは。

○長倉医療薬務課長 まず、904億円ですけど、

これは県と地方負担分合わせて全体では各都道

※このページ右段に発言訂正あり
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府県のを合計しますと、その904億円分の基金が

できますよと、それぞれの県でばらばら、904億

円で、当然分けてですけれども、なりますよと

いうことでございます。

で、あと、その基金の金額につきましては、

今、国が示してる、なかなか詳細明らかになっ

てないんですけれども、いわゆる都道府県人口

とか、高齢者増加率等の基礎的要因を見ましょ

うというのと、というのは、この高齢者増加割

合というのは、いわゆる急速な高齢化で、特に

都市部等で、地方のほうは過去20年、30年前か

らどんどん進んできたわけですけど、今後、都

市部で急速に進むということが、いわゆる対策

の一つの契機になっておりますので、それが入っ

ておるんだろうと思いますが、そういう、都道

府県人口と高齢者の増加割合を基礎的要因とし

て、あと計画の評価、私ども、いわゆる904億円、

幾ら取れるかは別として、計画を積み上げまし

て、そして、その計画の中身を評価いただきま

して、国のほうで判断されるということになり

ますので、今、どれだけというのはなかなか申

し上げにくいところでございます。

○太田委員 はい、いいです。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 この集団検診推進事業、今度のや

つは、これは買いかえ、どんなあれやったです

かね。

○和田健康増進課長 明らかに更新というふう

に考えておるのが、乳がん検診車になります。

残りの２台については、※その更新もにらみなが

ら考えておりますけど、まだ、すぐに古いのが

使えなくなるということではございません。

○中野委員 すると、がん検診車は８台、全体

で何台ですか。

○和田健康増進課長 済みません。３台とも一

応更新というふうな形で手続をとらせていただ

いてます。大変申しわけありません。訂正させ

てください。

それで、現在、８台所有しておりますので、

そのうちの３台が入れかわるという……。大変

申しわけありません。胃がん検診車と乳がん検

診車が更新で、肺がん検診車につきましては、

新規に購入するということでございます。

○新見委員長 いいですか。

○中野委員 それで、私は、何かそういう集団

検診でがんが見つかったとか、結構いいと思う

んだけど、要は、我々としては、本当に効率的

にどれぐらいその検診ができてるかという話で、

例えば、これ集団検診やから県内に行くわけで

しょう。

○和田健康増進課長 県内全域に行っておりま

す。

○中野委員 時々、日赤の献血車と会うんだけ

ど、大体、公務員と一緒やから、日赤を８時半

ぐらいに出るとかね。実際、国富辺に来るとき

は１時間か見とって、何か実際検診が始まるの

は８時半、９時半とかね。すると、帰るときは

５時に帰り着くようにやめて帰るわけ。いやい

や、そんな時間のうちには、だから、その検診

車、検診時間というのはどんなんなっとるんで

すか。ちょっとそこをしっかり聞きたい。

○和田健康増進課長 健康づくり協会が対応し

ております集団検診は、市町村の開始時間に合

わせるように出発しておりますので、例えば、

椎葉で８時半から開始ということになれば、宮

崎を椎葉の８時半に間に合うように出て対応し

ております。

ただ、検診のほとんどが午前中に行いますの

で、午後までフルにということは余りやっぱり

※このページ右段に発言訂正あり
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ないんですけども。

○中野委員 検診を受けようと思うても、大体、

サラリーマンは時間帯に受けられんわな、だか

ら、そこにおる人たちやけど。私が聞きたいの

は、年間、この検診車がどれぐらい稼働してる

かとか受けてるかとか、その全体内容がちょっ

と知りたいわけ。健康づくりセンターは一応報

告、あれは決算報告でしょう。だから、そうい

う具体的な、あそこの、いわゆる決算書、それ

もね、一緒に、私は一回出してもらったほうが

いいと思うんですよ、今後、報告事項として。

何もわからんで、ただ、具体的な個別の費用の

話しかないわけですよ。

○和田健康増進課長 まず、検診数については、

全体の数がわかりますのと、検診車の稼働日数

とかわかりますので、それはまた別個に提出さ

せていただきたいなというふうに思います。

ただ、公益財団法人については、必ず決算報

告をするようになっておりますので、それもも

し必要ということであれば提出はしますけども、

いつも９月議会で報告させていただいてるんで

はないかなというふうに思っておるんですけど

も。提出はできますので。

○中野委員 それで、要望。

○新見委員長 じゃ、稼働率とかそういった部

分の資料もですか。

○中野委員 いや、そういう決算報告、あそこ

で決算をやるわけですよ。それをそのまま、県

に報告が来るからそれをそのまま中身をいじら

んで……。

○新見委員長 いや、決算絡みのものも既存の

もので結構……

○和田健康増進課長 決算についてはございま

す。ただ、その中に稼働日数とか、そういうの

は出てまいりませんので、またその稼働日数と

か、検診車１台当たり何人検診してるかについ

ては後ほど提出させていただきます。

○新見委員長 よろしくお願いします。

○星原委員 今の集団検診の部分なんですが、

これ結果の報告が行きますよね、本人に、検診

の結果が。これは市町村なんかにも、まあ、も

し、ひっかかった場合、連絡が行くもんなんで

すか。

○和田健康増進課長 まず、市町村が行ってお

りますがん検診については、市町村が健康づく

り協会に委託する場合もあるし、そのほかの検

診機関に委託する場合もありますし、個別の医

療機関に委託する場合もございますが、その結

果については全て市町村に検診機関が返すとい

うのが当然でございますので、市町村は自分の

ところで検診を実施した分の結果については、

全て把握して精密検査等に対応していくという

ことになります。

○星原委員 はい、わかりました。

あと、133ページの地域医療推進費のこの女性

医師の離職防止・復職支援事業ということでこ

こに掲げられてるんですが、5,900万円余という

のが。この予算というのは毎年こういう形でこ

れぐらいの数字を、予算を計上されてるんです

か。

○長倉医療薬務課長 年度で若干違いはござい

ますけれども、大体、計上いたしております。

○星原委員 そこで、この女性医師が県内に離

職しておって、どれぐらいの方がいらっしゃっ

て、そういう人たちが復職するために、まあ、

このことだけで本当に復職してくれるのかなと

いう部分もあるもんですから、今、想定される

資格者が、県内に女性医師というのはどれぐら

いいらっしゃるもんなんですか。

○長倉医療薬務課長 平成24年の調査で、男性
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が2,242人で女性が467人になっております。

○星原委員 何ぼ。

○長倉医療薬務課長 467人。

○星原委員 467人おる。多いんだね。

○長倉医療薬務課長 男性は2,242人です。

○星原委員 467人というのは非常に多いなとい

う感じがするんですよね。それだけその医師不

足、医師確保にいろいろ努力してる中で、それ

だけの先生方が実際、離職されておられるとい

う（「医師数」と呼ぶ者あり）違うの。（「医師

数」と呼ぶ者あり）医師の全体で。そうではな

くて、私が言うのは、離職してる、復職とか、

そういうのを狙ってのこの事業費だから、要す

るに、資格を持ちながら病院勤務してないで復

職を希望する人たちがどれぐらい、要するに、

希望されてるかどうかわからんのやけども、い

らっしゃって、そういう人たちを復職させるた

めの事業かなというふうに思ってるもんですか

ら、どれぐらいいらっしゃるのかなと。ただ、

女性の医師の数だけじゃ。

○長倉医療薬務課長 失礼しました。女性医師

で資格を持っていて働いてない数というのは、

実は正確にはつかめておりません。というのは、

この調査そのものも、いわゆる働いてる機関等

を通じて調査するものですから、逆に、もうや

めてずっと家庭で、例えば専業主婦をされてる

という方については、届かないおそれが十分ご

ざいます。

じゃあ、それをどうやっては把握しようかと

いう、実は、医師会等ともいろいろ議論をして

るんですけれども、やはりなかなかそれを顕在

化する方法が見つからないのが実情です。

で、医療機関を通じて、例えば、そういうア

ンケートみたいなのができないかとか、そういっ

たような議論は今、医師会とはしてるところで

ございます。

今回の事業は、あくまでも一つは、例えば、

働いてる方々が働きやすくするために何かとい

う相談窓口をつくっているものでありますとか、

例えば、院内保育所の運営費を補助するであり

ますとか、いわゆる就労環境改善的な事業でご

ざいまして、今、働いてる方、そして働こうと

する方が少しでもいい環境になろうというもの

でございまして、なかなか直接的に潜在のお医

者さん方に届く施策が何かというのは、まさに

今、いろんな議論をしてるとこでございます。

○星原委員 だから、離職防止は今のでわかる

んですよ。だけど、復職支援とうたってるわけ

ですから、そうしたら復職する人たちがどれぐ

らいいるかがわからんでその復職支援というの

は、私はないような気がするんですよね。要す

るに、国家試験を受けて通ってるわけですから、

多分、名簿的には実際、医師の資格も、そうい

う、登録されてるんじゃないんですか。そうす

ると、逆に言えば、現在、働いてる人と働いて

ない人、要するに、本当に医師が足りなくて復

職させようといえば、そういったものを調査し

て調べて、その人たちが復職するためには何が

課題なのか、何で復職されないのか、そういう

ものを当たって、そのことがその支援事業の中

で可能かどうかというのを探っていかないと復

職支援にならないんじゃないかなというふうに

思うんですが、その辺をどういうふうに捉えて

この復職支援事業を行われてるんですか。

○長倉医療薬務課長 医師は確かに登録という

か、いわゆる合格者があるわけですけど、いわ

ゆる住所地を管理して、今どこに住んでいらっ

しゃってというような、そういう形の登録がさ

れてるわけじゃございませんので、現時点でど

の県に何人、そういう形で、例えば、東京で免
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許取りました。で、宮崎で住んでますというよ

うな方はわからない形になっているとこでござ

います。

実際、女性医師で働いていらっしゃらない方

という方、いろいろ医師会の女性医師の担当の

理事の方とお話をしたりするわけですけれども、

一つは、いわゆる医師という資格を持っていらっ

しゃって、家庭にいらっしゃるとか、余り働い

ていらっしゃらないというのは、当然、本来は

十分、いろんなお金を稼ぐことができる能力を

持っていらっしゃるわけですけれども、働かず

に済んでいらっしゃるというような方々であり

まして、強烈な復職的な意向を持っていらっしゃ

るかどうかという問題がもう一つあるようでご

ざいます。

それともう一つ、男性医師と結婚していらっ

しゃる方が結構いらっしゃるわけですね。そう

するときに、今度は男性医師も激務でございま

すので、女性医師がなかなか、いわゆる職場に

出ますと家庭そのものの維持がなかなか難しく

なるというような点もございまして、特に子育

ての時点では、そういった形で、なかなかそう

いった復職のほうに結びつかないというような

事例はあるようでございます。

そういった中で、どういった手をすればいい

かという、それこそ、先ほどちょっと申し上げ

ましたように、私どもとしましても、医師不足

の中で働いていただくというのは非常に大事な

ことですので、大学のほうでもいろんな取り組

みをされてるようでございますけど、私どもも

いろんなことを検討していきたいと考えており

ます。

○星原委員 予算の面は、毎年これぐらいの数

字を計上されながらやられてるんですか。

○長倉医療薬務課長 事業としてはこういった

形でやっております。

○星原委員 事業として。

そこでなんですが、復職支援よりか、そした

ら復職はなかなかそういうことであれば、離職

しないためにはどういう形か、これだけで本当

に離職をされないのか、やっぱりもう少し違う、

毎年同じことをやってていいのかどうかという

のもあると思うんですよね。だから、常に女性

医師が働きやすい環境あるいは家庭環境もひっ

くるめてでしょうけど、そういうものにどうし

ていったらいいかと、悩みとかいろんなものも

聞かれたりして、それに対応できる施策でない

と、ただ、毎年同じような施策で、じゃあ、離

職していく人がおるのかどうかもわかりません

が、この施策をやってるおかげで離職しないで

済んでるという場合もあるかもしれませんし、

だから、そのためにこういう事業を毎年組んで

るんだということなら、それはそれでいいんで

すけど、そうじゃないとすれば、やっぱりそう

いう部分で非常に確保の仕方が難しいんだから、

逆に離職しないためにどうしたらいいかという

ことに、もう少し方法とかいろいろあれば考え

るべきじゃないかなというふうに思うんですが、

その辺は、毎年同じような形じゃなくて、毎年

その都度考えながらやられてるというふうに捉

えていいんですね。

○長倉医療薬務課長 これまでの施策も、例え

ば、院内保育所の整備でありますとか、そのほ

かに例えば、短時間勤務ができるように、代替

医師の確保のための支援をしますとかいうよう

なことでいろいろ、その都度考えながらやって

きたとこでございます。

今後も、委員おっしゃいましたように、ニー

ズをできるだけ酌み取りながら、施策を検討し

てまいりたいと思います。
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○星原委員 よろしくお願いします。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 今のところで、女性医師等の離職

防止・復職支援事業、ちょっと聞きたいのは２

番の病院内保育所運営補助金、それから病院内

保育所施設補助金、これは、ある程度病院とい

うのは毎年申し込みがあって、これを予定して

るわけ。

○長倉医療薬務課長 病院内保育所の運営して

る中で、私どものほうに申請があったものにつ

いて補助してるわけでございますけれども、平

成25年度で９施設の運営費補助がございます。

○中野委員 ちょっとできたらですよ、これは、

私は医師確保じゃなくて子供対策、少子化対策

の一つかなと思うぐらい、いい話だと思って。

ただ、実績がどんな状況か、一覧でください、

今までの実績。病院内にどれくらい、こういう

預かり所があってどうなってるかという実態を。

○長倉医療薬務課長 現在、私どもで把握して

ます病院内保育所、持ってるのが24施設ござい

ます。で、24施設のうち、私どものほうで補助

をもらってるのが９施設ございます。あと、厚

生労働省のほうにも労働関係のほうの補助金が

ございまして、そっちをもらってらっしゃる方

もあるようでございます。人数……。

○中野委員 もう後で。

○新見委員長 いいですよ、後で。

○中野委員 それと、運営費補助金というのは

もう毎年その箇所に出しとるわけでしょう。そ

うすると、そこの人数がどうなってるかって、

ちゃんとわからんとおかしいわね。もう後でい

いですよ、資料もらえばいいですから。もう昼

やから。

○新見委員長 じゃあ、そういった部分も含め

て後で資料でいただければありがたいです。

ほかにございませんか。

○右松副委員長 もう残り時間が３分ぐらいし

かないんですが、もう簡潔に手短に教えてくだ

さい。

当初予算説明資料の大事な項目の中で、25年

度よりも減になってるところで……。132ページ

です。へき地医療対策費で25年度よりか1,178

万7,000円減になってます。へき地医療従事者の

確保、へき地巡回診療、出張診療等の実施に関

する等々の経費なんですが、この説明の中でど

こが減額になってるのかということと、４番目

に地域医療充実強化対策事業というのがありま

す。82万6,000円というこの金額で何ができるの

かなという、何をやっておられるのか、そこも

含めて伺いたいということと、あと、これは地

域医療再生基金事業においても、過去をさかの

ぼってもへき地医療対策費というのは全国より、

どころか、むしろ九州でも最下位ぐらいの事業

費になってますので、その辺の県のスタンスを

ちょっと教えてもらうとありがたいです。

○長倉医療薬務課長 まず、へき地医療対策費

でございますが、確かに、昨年度よりも1,000万

程度少なくなってるわけですけど、その大きな

要因は、へき地診療所の運営事業で、市来診療

所が去年まで一応上がってたわけですが、市来

診療所の分が、いわゆる収入が比較的多いとい

うことで、運営費の補助の対象になった、これ

が約700万ほどございます。

それと、へき地診療所の整備で、これは当該

年度によって少しずつ変わりますので、その分

が300万ほど少なかったというのが原因でござい

ます。

それと、ちょっと１つ飛ばしまして、地域医

療再生基金におけるへき地対策ということでご

ざいますけれども、本県のこの地域医療再生基
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金の中では、医師確保、いわゆるへき地の一番

の問題は医師や看護師の、特に医師の確保が一

番の問題だろうということで、医師確保対策費

のほうに重点を置いておりまして、そういった

中でへき地対策を行っているというふうな観点

で事業を仕組んでいるところでございます。

それと、あと一点のはどちら……

○右松副委員長 ５番目の充実強化対策のこの

事業の中身。82万6,000円の。

○長倉医療薬務課長 失礼いたしました。この82

万6,000円は、自治医科大学の卒業医師が、当然、

勤務の傍ら研修等を行うわけですけれども、そ

の医療技術の向上を図るためにその勤務地を離

れて短期研修を受ける場合の費用を負担してる

ものでございます。

○右松副委員長 へき地医療対策、本当に大事

なところだと思うんですよね。ですから、ちょっ

とこの状況で改善されていくのかなという、

ちょっと心配というか、懸念を感じてるのを申

し上げておきます。

それから、135ページなんですが、地域医療支

援機構運営事業費なんですが、私、９月の一般

質問で申し上げましたけど、私は、やはり、む

しろ拡充すべきだというふうに考えてます。医

師の地域偏在等を解消していくとか、人材確保

の面でも、ここはやはり機能強化すべきだと思っ

てますが、555万5,000円が減額になってますの

で、どういうスタンスでいかれる考えか、ちょっ

と教えてもらうとありがたいです。

○長倉医療薬務課長 この地域医療支援機構運

営事業の中には、その事業の中で─ちょっと

済みません。失礼いたしました。この中の事業

で、医師のキャリア形成支援事業というのがご

ざいまして、その中に医師のスキルアップ支援

事業というのがございます。それは、いわゆる

若手医師とか研修医師等が研修に行く、例えば、

専門医の資格を取るでありますとか、学会に行

きますというときの支援をするために、そういっ

たことで、言ってみれば、働きやすい環境をつ

くることで医師確保を図ろうという事業でござ

いますけれども、その事業につきまして、実績

ベースで約500万程度減っておりましたので、そ

れを実績ベースで計上したということでござい

ます。

○右松副委員長 やはりこの地域医療支援機構

は、医師の確保であるとか、地域偏在を解消し

ていく中でもコントロールタワーになってくと

ころですから、やはりちょっともう少しこの機

能の中身について、しっかりと調整していただ

いて、私は、充実を図ってもらいたいというこ

とを要望として上げさせていただきます。

最後に、委員会資料の39ページなんですが、

太田委員のほうからも話がありました。904億の

うち２分の１ということですから、都道府県

が300、で、国が600億ぐらいの積立基金ができ

てくるのかなと。で、太田委員のほうからもあ

りましたように、100分の１ぐらいで、私もその

ぐらいで、人口割で３億ぐらいなのかなという

ふうに考えました。

で、一応、やはり国から、私はどれぐらいま

で国の部分を引っ張ってこれるかというふうに

考えてるんですよね。ですから、例えば、３億

を積み上げたときに６億か７億あるいは10億ぐ

らい国から持ってくる分を膨らませることがで

きるかということで考えてるんですが、この中

で、先ほど課長のほうから話がありましたが、

計画書を提出して国に内示を受けるということ

で、大体のこの目標額なり、このイメージ的に

は何もない状況なのか、再度伺いたいと思いま

す。
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○長倉医療薬務課長 実際、この基金について

の考え方が明確になかなか審議されません。例

えば、人口割で言いますと、見積もれば大体100

分の１で９億円というのが何となく頭に浮かぶ

わけですけれども、もう一つ、その人口増、い

わゆる増加の度合いというような、高齢者の度

合いというような話もございます。といった中

で、実際、私どもも、どれほど確保できるのか、

どれほど目指せるのかというのが、実際は、本

当にわからない状況でございます。

ただ、おっしゃいますように、私どもとしま

しては、いわゆるこの病床の機能分化・連携の

ために必要な事業でありますとか、在宅介護サ

ービスの充実のために必要な事業とか、その等

々を、いわゆるこんな事業を組みなさいという

のはございますので、こういった中でできるだ

けいい事業を組んだ上で、できるだけ本県の地

域医療の充実につながるような確保をやってい

きたいと、現実にはそういうふうに考えている

ところでございます。

○右松副委員長 この対象事業は極めて重要な

とこだと思ってます。それで、翌ページに書い

てますけど、国庫補助を廃止される事業で５

億2,227万入ってますので、ぜひこれを超える金

額で、できる限り国から基金として持ってこれ

るように頑張っていただきたいということを要

望させていただきます。

○新見委員長 ほかに議案に関する質疑はござ

いませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、その他、何かござい

ませんでしょうか。

○右松副委員長 じゃあ、最後にします。これ、

応援するという立場で伺いたいんですけど、県

立日南病院のサテライトセンターの運営状況に

ついて伺いたいと思います。

それで、僻地赴任で２年短縮をするというイ

ンセンティブを与えておられまして、私、ぜひ

スタートした以上は、サテライトセンターをぜ

ひ成功させてもらいたいという思いで伺いたい

んですけど、やっぱり学生に魅力を持ってもら

う、そこにみずから行きたいと思うようなサテ

ライトセンターになってもらいたいという中で、

現状はどうであるのか、どこに課題があって、

その講師陣も含めてどう改善しようとしてるの

か、今の状況をちょっと教えてもらうとありが

たいです。

○長倉医療薬務課長 サテライトセンターを設

置して１年たったところでございます。

現在、これは基本的には後期研修医の養成課

程なわけでございますけれども、後期研修医が

１名、そして、つくる時点で当然、総合医を目

指す講座でございますから、総合力をつけるた

めには初期研修の時代から育てなければいけな

いということで、初期研修医も一体となって、

４人いますけど、その４人と後期研修医１人を

対象に、いわゆる総合医、地域医療に熟知した

指導医が３人ほど指導しながら、今、している

ところでございます。

で、朝晩、カンファレンス等を行いまして、

単にその奨励金というだけではなく、例えば、

その地域医療ということであり、また福祉との

連携もございますので、コメディカルの方々、

例えば、看護師の方々とか、例えば、医療ソー

シャルワーカーで、例えば、福祉との連携の話

なども、このカンファレンスの中で説明するな

どの、幅広い形で研修を行っているところでご

ざいます。

そういった形で、研修医の方々に聞きますと、

充実した研修が行われているということで満足
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はされているようでございます。

また、県立日南病院としましても、当然、研

修医が１人加わりましたし、そして医師として

３人ふえておりますので、日南病院としまして

も、内科入院患者が増加したりとか、当直体制

が充実したりとか、そういった形で活性化して

るというふうに伺っております。

今後の課題でございますけれども、一つは新

たな専門医制度で、総合診療専門医師確保に向

けたプログラムが29年度からスタートしますの

で、そういったものに対応できるようなプログ

ラムづくりを今やってるところでございます。

あと、５年生全員のサテライトセンターを基

盤とした地域医療実習を、大学の５年生、こう

いった中で地域医療に進む学生への注意を喚起

しますとともに、それとあわせて、こういった

このサテライトセンターに来る学生を見つけて、

連れてきて、そしてそこで研修して、そして地

域に出すというような地道な努力を続けなけれ

ばいけないなと考えているところでございます。

以上でございます。

○右松副委員長 研修医の方が満足を、一応現

状でされてるということで、一応、それを額面

どおり受けとめさせていただきたいと。やはり、

地域住民のニーズに応えるために、総合医を育

成ということでスタートしたわけでありますか

ら、ぜひ頑張っていただいて、成果を出してい

ただきたいと、心からお願いをして終わりにし

ます。

○新見委員長 そのほかございませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 以上をもって、医療薬務課、衛

生管理課、健康増進課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後０時９分休憩

午後１時９分再開

○新見委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

次に、こども政策課、こども家庭課の審査を

行いますので、それぞれ説明をお願いいたしま

す。

○長友こども政策課長 こども政策課分につい

て御説明いたします。

お手元の「平成26年度歳出予算説明資料」の

こども政策課のところ、173ページでございます

が、お開きください。

今回、お願いしております、こども政策課の

平成26年度当初予算額は、左側から２つ目の欄

にありますように、121億4,238万6,000円でござ

います。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

175ページをお開きください。

まず、中ほどにあります（事項）施設職員対

策費の671万3,000円であります。

これは、保育士等の確保に要する経費であり

ますが、説明欄２の改善事業、「幼児教育・保育

人材確保推進事業」につきましては、後ほど委

員会資料で御説明をいたします。

次に、（事項）児童健全育成費２億6,870万

2,000円であります。これは、放課後児童クラブ

の運営費補助など、児童の健全育成を図るため

に要する経費であります。

次に、一番下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費８億5,209万6,000円であります。

次のページ、176ページをお開きください。

この経費は、子供が健やかに生まれ育つため

の環境整備に要する経費でありますが、２の認

定こども園事業費から、４の「保育士等処遇改
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善臨時特例事業」までは、「子ども・子育て支援

新制度」への移行のために、「安心こども基金事

業」から組みかえた事業でございます。

なお、５と６の新制度に関連する新規事業及

び13の新規事業「「育児の日」推進事業」につき

ましては、後ほど委員会資料で御説明いたしま

す。

次に、（事項）子育て支援対策環境づくり推進

事業費９億6,336万円であります。

これは、１の「子育て支援乳幼児医療費助成

事業」により、子育て家庭の経済的負担の軽減

を図る観点から、小学校入学前の乳幼児に係る

医療費の一部を助成するものでございます。

次に、（事項）児童措置費等対策費34億3,088

万3,000円であります。

これは、宮崎市を除く県内約210カ所余りの市

立保育所の運営経費について、県の負担分４分

の１などを計上しております。

次に、一番下の（事項）子育て支援対策臨時

特例基金16億300万3,000円であります。

177ページをごらんください。

これは、安心こども基金を活用いたしまして、

市町村が実施する保育所や認定こども園の整備

及び新制度に係る電子システムの構築事業など

に対して助成を行うものであります。

次に、（事項）児童手当支給事業費29億9,620

万9,000円であります。

これは、中学生までを対象に支給される児童

手当の県負担分を計上しているものでございま

す。

次に、一番下の（事項）私学振興費19億1,942

万1,000円であります。

これは、県内110カ所余りの市立幼稚園に対し

まして、その経営基盤の安定や教職員の資質向

上、保護者の負担軽減などを図り、魅力ある教

育環境づくりを支援するため、その経費の一部

を助成するものでございます。

「歳出予算説明資料」での説明は以上でござ

います。

続きまして、先ほどの新規事業、改善事業に

ついて、委員会資料のほうで御説明をさせてい

ただきます。

委員会資料の28ページをお願いいたします。

まず、改善事業「幼児教育・保育人材確保推

進事業」についてであります。

この事業は、25年度で実施した「保育士確保

緊急対策事業」を一部改善した事業でございま

す。

まず、１の目的・背景でありますが、平成27

年４月施行予定の「子ども・子育て支援新制度」

への円滑な移行の観点から、幼児教育・保育の

関係者による意見交換会を開催するなど、官民

一体となった取り組みを進めることにより、人

材の量と質の両面から、安定的な確保を図るも

のでございます。

２の事業概要でございますが、主な改善内容

は下線が引いてある部分になります。

まず、（１）の人材確保対策意見交換の実施で

ございますが、幼稚園教諭、保育士及び新制度

で新設されることとなっております保育教諭の

安定的な確保を図るため、県内の保育士等養成

機関と幼稚園、保育所及び認定こども園の関係

者との意見交換会を行うこととしております。

また、（４）の市町村が実施する保育士確保事

業に対する支援では、地域の実情に応じた創意

工夫のある保育士確保事業を実施している市町

村に対しまして補助を行うこととしております。

３の事業費は394万6,000円でありまして、財

源は緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して

おります。
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４の事業効果として、県内の教育・保育施設

等における人材確保が図られることにより、子

育て支援体制の整備が促進されるものと考えて

おります。

次に、29ページをごらんください。

新規事業「子ども・子育て支援新制度移行推

進支援事業」についてでございます。

まず、１の目的・背景でありますが、「子ども

・子育て支援新制度」においては、保育サービ

スを受けられる要件の緩和が予定されておりま

して、保育需要の増加が見込まれておるところ

でございます。このような中、保育の供給体制

を拡充するために、私立幼稚園から、教育・保

育を一体的に提供する認定こども園への移行を

支援することによりまして、新制度への円滑な

移行を推進するものでございます。

２の事業概要でございますが、私立幼稚園の

うち、ここに記載しております「事業開始後５

年以内に認定こども園への移行を予定している」

などの４つの要件を全て満たす場合に、その運

営費の一部を補助するものでございます。

（２）の負担割合は、県負担が発生しない宮

崎市を除いて、国が２分の１、県、市町村がそ

れぞれ４分の１となっております。

３の事業費といたしまして、917万7,000円を

お願いしております。

４の事業効果ですが、幼稚園から認定こども

園への移行が進むことにより、県内における教

育・保育の量と質の両面からの確保がさらに図

られ、子供を安心して育てることができる体制

づくりが促進されるものと考えております。

次に、30ページをお開きください。

新規事業「子ども・子育て支援事業支援計画

策定事業」についてであります。

まず、１の目的・背景でありますが、「子ども

・子育て支援新制度」の施行に合わせた、５年

を１期とする計画を策定することによりまして、

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提

供及び地域の子育て支援の充実を図るものでご

ざいます。

２の事業概要でございますが、まず（１）で

は、計画に関しさまざまな意見を聞くため、今

年度設置いたしました「宮崎県子ども・子育て

支援会議」を随時開催してまいります。

また、（２）では、計画策定に必要となる基礎

データを収集するための意識調査を実施するこ

ととしております。

３の事業費は、257万1,000円をお願いしてお

ります。

４の事業効果として、計画策定に当たり、さ

まざまな意見を反映するとともに、必要な調査

を実施することにより、地域の実情に即した子

育て支援施策を包含した県計画を策定すること

ができるものと考えておるところでございます。

次に、31ページをごらんください。

新規事業「「育児の日」推進事業」についてで

ございます。

まず、１の目的・背景でありますが、現在、

県民全体で「日本一の子育て・子育ち立県」を

目指しまして、「未来みやざき子育て県民運動」

を展開しておりますが、この運動の一環として

設定している「育児の日」を推進するため、「地

域」に軸足を置いて取り組まれている活動を支

援するとともに、子育て同盟においてサミット

会議や共同事業を行うことによりまして、子育

てを社会全体で支える環境づくりを推進するも

のであります。

次に、２の事業概要でございますが、まず、

（１）の「子育て支援隊推進事業」では、子供

や子育て家庭に対して、地域で支援活動を実践
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している団体を、仮称でありますが、「子育て支

援隊」として認証するとともに、この中から、

他の模範となる団体を表彰していきたいと考え

ております。

なお、名称につきましては、年度当初に、県

民に公募する方式によりまして、啓発も兼ねて

決定してまいりたいと考えておるところでござ

います。

次に、（２）の「子育て同盟事業」では、加盟

県においてサミット会議を開催するとともに、

加盟各県が連携して「育児の日」の啓発などの

共同事業を実施することとしております。

３の事業費は、509万8,000円をお願いしてお

りまして、財源は、全額、26年度設置予定のみ

やざき人財づくり基金を活用することとしてお

ります。

４の事業効果として、子育てを社会全体で支

え、安心して子供を生み、育てられる環境づく

りを進めることができるものと考えております。

予算に係る説明は以上でございます。

続きまして、議案第22号「使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」について御説

明をさせていただきます。

資料はそのまま、委員会資料の36ページ、申

しわけありません。36ページをお願いいたしま

す。

保育士試験全部免除申請手数料の新設等につ

いてでございます。

まず、１の改正の理由でありますが、「子ども

・子育て支援新制度」に向け、児童福祉法施行

規則において、幼稚園教諭免許状を有する者が

保育士資格を取得しやすいようにするため、一

定の条件を満たせば保育士試験の全てが免除さ

れる規定が追加されたことに伴いまして、所要

の改正を行うものでございます。

次に、２の改正の概要でありますが、新たに

保育士試験全部免除申請手数料の項目を設定し

まして、免除条件に該当するかどうかを確認す

るための手数料を国の標準政令に基づきまし

て、2,400円とするとともに、指定試験機関を児

童福祉法第18条の９第１項の規定に基づき知事

が指定する者としております。

３の施行期日は、本年４月１日を予定してお

ります。

こども政策課分については以上でございます。

○村上こども家庭課長 こども家庭課について

御説明いたします。

お手元の「平成26年度歳出予算説明資料」の

こども家庭課のところ、179ページをお開きくだ

さい。

今回、お願いしておりますこども家庭課の一

般会計予算につきましては、上から２行目の左

から２つ目の欄にありますように49億6,323

万9,000円、特別会計予算につきましては、中ほ

どの行になりますが、母子寡婦福祉資金特別会

計予算３億8,487万円、これにより、こども家庭

課の平成26年度当初予算額は、一番上の行、左

から２つ目の欄の総額で53億4,810万9,000円で

ございます。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

181ページをお開きください。

１番目の（事項）、上から５行目になりますが、

女性保護事業費の2,956万8,000円であります。

これは、女性保護の推進及び配偶者からの暴力

被害者の保護、相談支援などに要する経費であ

ります。

次に、一番下の（事項）児童虐待対策事業

費8,510万7,000円であります。

これは、児童虐待の対策に要する経費であり
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ますが、次のページをお開きください。

一番上になりますが、説明欄４の「児童虐待

防止対策緊急強化事業」2,868万2,000円であり

ます。

これは、児童の安全確認のための体制強化や

広報啓発、人材育成などに取り組み、児童虐待

対応の強化を図るものであります。

次に、中ほどの（事項）青少年育成保護対策

費３億955万2,000円であります。

これは、青少年の健全育成対策の推進に要す

る経費であります。

説明欄２の青少年自然の家管理運営委託費３

億571万3,000円でありますが、青少年自然の家

の運営を通して、集団宿泊・自然体験の機会等

を提供し、心豊かで社会性に富んだ青少年の育

成を図るものであります。

なお、（１）のウの改善事業「青少年自然の家

災害対策整備事業」につきましては、後ほど委

員会資料で御説明いたします。

183ページをお開きください。

一番上の（事項）子ども・若者育成支援対策

費1,503万8,000円であります。

これは、困難を抱える子ども・若者に関する

さまざまな相談を受け付ける子ども・若者総合

相談センターの運営などを通して、子ども・若

者の自立等の促進を図るものであります。

次の（事項）児童措置費等対策費20億2,039

万5,000円であります。

これは、児童福祉施設等の運営や、施設入所

児童の処遇改善を図るためのものであります。

次の（事項）里親委託促進事業費846万8,000

円であります。

これは、里親・里子の委託促進及び里子の処

遇改善に要する経費であります。

次に、一番下の（事項）母子福祉対策費6,886

万9,000円であります。

これは、母子家庭等の自立促進に要する経費

でありまして、次のページをお開きください。

一番上になりますが、説明欄３の「ひとり親

家庭自立支援給付金事業」は、主体的に職業訓

練に取り組むひとり親家庭の母または父に対し、

給付金等を支給することでひとり親家庭の就業

を促進し、自立の支援を図るものであります。

次に、２つ下の（事項）ひとり親家庭医療費

助成事業費２億6,566万円であります。

これは、ひとり親家庭に対して医療費の一部

を助成することにより、生活の安定と福祉の向

上を図るものであります。

次の（事項）児童扶養手当支給事業費11億7,867

万8,000円であります。

これは、ひとり親家庭等に対して児童扶養手

当を支給することにより、児童の福祉の増進を

図るものであります。

185ページをお開きください。

一番下の（事項）児童福祉施設整備事業費２

億630万円であります。

これは、児童福祉施設の整備に要する経費で

ありますが、説明欄１の新規事業「児童福祉施

設整備事業」及び説明欄２の新規事業「みやざ

き学園耐震化等整備事業」につきましては、後

ほど委員会資料で御説明いたします。

一般会計については以上であります。

続きまして、186ページをお開きください。

次に、母子寡婦福祉資金特別会計であります。

（事項）母子寡婦福祉資金貸付事業費３億8,487

万円でありますが、これは、母子及び寡婦を対

象に、就学資金、生活資金など、12種類の資金

を貸し付けることにより、経済的自立及び児童

の福祉の向上を図るものであります。

「歳出予算説明資料」の説明は以上でありま
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す。

次に、「厚生常任委員会資料」のほうで、新規

事業、改善事業について御説明いたします。

32ページをお開きください。

改善事業の「青少年自然の家災害対策整備事

業」についてであります。

１の目的・背景ですが、年間延べ13万人を超

える児童生徒等が利用しております、青島、む

かばき、御池の３カ所の青少年自然の家では、

年数の経過とともに設備の老朽化が進んでおり

ます。本事業は、これらの設備の改修を行い、

それに合わせて災害時にも対応できる機能を整

備するものであります。

２の事業概要ですが、（１）から（３）にあり

ますとおり、青島、むかばき、御池の青少年自

然の家において、それぞれ非常用照明、取水ろ

過設備、火災受信機の設備の改修を行ってまい

ります。

３の事業費ですが、総額で2,617万4,000円を

お願いしておりまして、内訳は下に記載のとお

りとなっております。全額、宮崎県地域経済活

性化・雇用創出臨時基金を充てることとしてお

ります。

４の事業効果につきましては、設備の改修を

行うことにより、施設利用者の一層の安全が確

保されるとともに、災害に強い施設として、青

少年自然の家の機能強化を図ることができるも

のと考えております。

次に、33ページをごらんください。

新規事業の「みやざき学園耐震化等整備事業」

についてであります。

１の目的・背景ですが、県立みやざき学園に

おいて、平成26年４月から入所児童に学校教育

法に基づく正式な学校教育を行うため、施設内

に都城市立の小学校・中学校を設置することと

なりましたことから、文部科学省の示す文教施

設の基準に合わせて県立みやざき学園の施設の

耐震化を行い、入所児童の安全を確保するもの

です。

２の事業概要ですが、学校として使用する県

立みやざき学園の本館、体育館、特別教室棟に

ついて、耐震補強工事のための設計委託を行う

こととしております。

３の事業費ですが、総額で664万3,000円をお

願いしておりまして、内訳は、設計委託料とし

て609万3,000円、判定手数料として55万円で、

全額、宮崎県地域経済活性化・雇用創出臨時基

金を充てることとしております。

４の事業効果につきましては、耐震補強工事

を行うことにより、県立みやざき学園が文教施

設としての耐震基準を満たし、入所児童に対し

て安全な環境で学校教育を実施することができ

るものと考えております。

34ページをお開きください。

新規事業の「児童福祉施設整備事業」につい

てであります。

１の目的・背景ですが、児童虐待や発達障が

い等が原因で感情や行動などが不安定な状況に

ある情緒障がい児については、県内に専門の治

療・支援施設がないことから、現在は、県外の

施設もしくは県内の児童養護施設等への入所あ

るいは在宅での生活を余儀なくされているとこ

ろであります。

こうした児童は全国的にも増加傾向にあり、

情緒障害児短期治療施設の設置について、平成26

年度までに各都道府県に１カ所設置という国か

らの要請も各都道府県に対して行われています

ことから、施設の整備を支援するものでありま

す。

２の事業概要ですが、施設整備を行う社会福
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祉法人に対して、「宮崎県次世代育成支援対策施

設整備補助金交付要綱」に基づき補助を行うも

のです。

３の事業費ですが、補助金として、総額１

億9,965万7,000円をお願いしておりまして、財

源といたしましては、国庫支出金１億3,310

万5,000円、一般財源6,655万2,000円となってお

ります。

４の事業効果につきましては、県内で初めて

となる専門的な施設を整備することにより、情

緒障がいを有する児童に対して心理治療や生活

指導、学校教育を有機的に結びつけた総合的な

治療・支援体制が可能となり、児童処遇の改善

が図られるものと考えております。

一般会計予算及び特別会計予算についての説

明は以上であります。

続きまして、提出議案の第22号のインデック

スのところをお開きください。

「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」についてであります。

当課の分につきましては、75ページをお開き

ください。

まず、３、青少年自然の家使用料の改定につ

いてお願いしております。

次の76ページをお開きください。

同使用料の改定に当たりましては、消費税改

定分を適切に受益者に負担していただくため、

左側の欄にあります改定前の金額に消費税改定

分の３％を上乗せいたします。改定後の金額は、

それぞれ右側の欄の金額にあるとおりでござい

ます。

青少年自然の家使用料につきましては、同様

の積算によりまして、資料の81ページの欄まで

金額の改定をお願いしております。

次に、143ページをお開きください。

143ページ、139の県立産院等文書作成手数料

の改定についてお願いしております。

県立産院は、児童福祉法上の助産施設であり

ますが、同じく消費税改定分を適切に受益者に

負担していただくために、消費税改定分３％を

上乗せいたしまして、改定後の金額は、それぞ

れ右側にありますとおりで、次の144ページの１

行目までの改定金額をお願いしております。

続きまして、議案第43号、インデックスのと

ころをお開きください。

「公の施設に関する条例の一部を改正する条

例」についてであります。

済みません。次の294ページをお開きください。

青少年自然の家の運営につきましては、指定

管理者を指定しておりますが、公の施設に関す

る条例第10条の５で、この指定管理者が、同条

例で定める料金等の基準に従って施設の利用料

金を定め、みずからの収入とすることが認めら

れております。このたびの改正は、この料金等

の基準の改定をお願いするものであります。

改定の額につきましては、議案書のこの294ペ

ージから300ページに記載されておりますとお

り、先ほど使用料及び手数料徴収条例の一部の

改正で御説明いたしました青少年自然の家の使

用料に合わせて、消費税改定分の３％を上乗せ

しております。

こども家庭課分は以上です。

○新見委員長 執行部の説明が終了しました。

ここで、委員の皆さん、質疑がありましたら

出してください。

○中野委員 さっきの説明の宮崎産院はどこに

あっとですか、これ、初めて聞いたっちゃけど。

○村上こども家庭課長 県病院が県立産院とい

うことに位置づけられております。

○新見委員長 ほかにございませんか。
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○太田委員 予算のほうはありませんが、資料

の28ページのこども政策課のほうの幼児教育・

保育人材確保事業ということですが、これは現

状を教えていただきたいんですが、幼稚園教諭、

それから保育士の安定的な確保とありますが、

保育士も今足りない現状が、というか、公募し

ても応募してくれないというような状況がある

のか、幼稚園教諭、それぞれ今の現状はどんな

状況でしょうか。

○長友こども政策課長 まず、幼稚園教諭の現

状、人数でございますが、平成25年度の文部科

学省のデータがございまして、働いていらっしゃ

る方は805名いらっしゃいます。

それから、保育士の人数、これは常勤の方の

みでございますが、これは、厚生労働省のほう

が調査しておりまして、データとしては23年度

しかございませんが、その数が4,161人というこ

とになっております。

○太田委員 働いてる人がということですが、

例えば、経営者側から見た場合ですね、ここに

悩みのように書かれてあるもんでから、安定的

な確保、なかなか難しいんだよというような感

じの文章になってるもんですから、なかなか保

育士が集まらないとか、その辺の現状だけを

ちょっと教えて、いや、幼稚園は集まってます

とか、保育所のほうが難しいんですわとか、何

かそういうのがあるんだろうなと思って。

○長友こども政策課長 委員のおっしゃるよう

に、幼稚園のほうは余り聞かないんですけど、

保育所につきましては、なかなか募集をかけて

も集まらないということで、現在、保育所の団

体と養成機関と県と宮崎市のほうと４者で意見

交換会をやっておるんですが、その中で保育連

盟の井上会長のほうから、このような保育士が

足りない状況というのは今までの中では初めて

というようなことも言われております。今まで

なかったようなことみたいでございます。

それから、保育所につきましては、特に、新

制度絡みで、きょうの新聞にも出ていたんです

けど、ちょっと３歳児の配置基準を20対１から15

対１、要するに、15人の子供に１人の保育士を

つけると、以前は20人の子供に１人つけるとい

うような、ちょっと要件が厳しくなるというか、

しっかりした保育ができるような形になったと

いうようなことで、それにつきましてもやはり

保育士の数が今のままでは足りないというよう

な状況にございます。

以上でございます。

○太田委員 私たちも、何か薄々そんな感じを

受けるなという感じを持ってたんですけど、今

言われたように、「特にこの近年そういうのを感

じられた」というような表現をされたもんだか

ら、そういう、保育士が足りないというのは、

その辺、極端に出てきたのか、以前から慢性的

にあったのか、急激に出てきたんでしょうか。

○長友こども政策課長 急激に出てきたみたい

でございます。

○太田委員 なるほどね、はい、わかりました。

で、同じ28ページの２の（４）市町村が実施

する保育士確保事業に支援しますということで

すが、創意工夫がある取り組みをしているとこ

ろにというような感じが、そういうふうに書い

てありますが、例えば、創意工夫とかいうので

は、もうモデル的にどっかでこういうふうにし

てますよというのがありますか。

○長友こども政策課長 モデル的な事例といた

しましては、延岡市のほうで、保育士資格を取

るための勉強会をやると、自主的にやるという

ようなことが起こっておりまして、それに対し

まして、市のほうが助成すると。で、それに対
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して県のほうも一緒にのっかって助成をして

いって、そういった活動を促進したいというよ

うなことで考えているところでございます。こ

の事業につきましては、そのほかにもう一つぐ

らい補助対象にできればと考えております。

○太田委員 はい、わかりました。本当に創意

工夫で今からやっていかないかんだろうなと思

います。

それから、30ページのこの計画策定事業、こ

れは、計画は今年度に計画をつくり上げて、例

えば、パブリックコメントとかそういったもの

もやるというような意味が、今年度ということ

でつくり上げるということなんでしょうか、素

案か何かを。

○長友こども政策課長 26年度中に策定という

ことになっております。新制度が27年度からス

タートいたしますので、26年度中に県も市町村

も策定して、その新制度に向けて準備をすると

いうような形で整理されております。

○太田委員 はい、わかりました。

31ページ、育児の日、子育て同盟ということ

で、その加盟県のサミットを開催しますという

ことですが、子育て、加盟している県、県はも

う全県つくられてるんでしょうか。

○長友こども政策課長 子育て同盟は10県が今

参加しているところでございまして、その10県

につきましては、宮城県、長野県、三重県、そ

れと鳥取県、岡山県、広島県、徳島県、高知県、

佐賀県、宮崎県の10県になっております。

○太田委員 10県ということなんですが、ほか

の県は、うちもやろうとか、それはならんので

しょうか。何か特殊な事情があるんですか、そ

れ。

○長友こども政策課長 子育て同盟が創設され

た趣旨といたしましては、若手知事が、今、育

児中とか、あるいは子供を育ててるとか、そう

いった知事が集まって、その子育て同盟をつくっ

て、いろいろ切磋琢磨したりとか、あるいは国

へ要望したりとか、そういったことをしていこ

うということで集まった団体でございます。だ

から、そういった意味ではちょっと特殊性はご

ざいますと思います。

○太田委員 何か、イクメン知事とか、何かそ

んな感じのイメージの人たちの集まりでしたか

ね、何かね。わかりました。そういうことか。

最後に、36ページ、「保育士試験全部免除申請

手数料の新設等」とありますが、これは、幼稚

園教諭が保育士の免許を取りたいという人に、

国で優遇してあげるよという感じだろうと思い

ますが、これは、手数料新設ですから、条例改

正をするんですか、手数料条例か何か。

○長友こども政策課長 条例改正でございます。

追加というような形で、この全部免除申請手数

料が、2,400円の追加というような形になります。

したがいまして、従来の、試験を受けるための

手数料というのが、１万2,700円というのがある

んですけど、それに追加して、今度の免除の手

数料が追加されるというような形になります。

○太田委員 それは、この議案としては扱えな

いんですか。

○長友こども政策課長 議案の中に載っておる

んでございますが、そういった新しい項目を設

けて2,400円ですよというのと、あわせて、指定

研究機関の指定もございましたものですから、

委員会資料のほうで説明させていただいたとい

うことで。

○太田委員 はい、わかりました。

先ほど説明があった幼稚園のほうは充足して

ますが、保育所のほうが充足していないような

現状の中で、こういう形でできるだけうまくシ
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フトしていくことを円滑にするためにこういう

免除をいたしますということですね、そしたら。

○長友こども政策課長 そのような形でござい

まして、新制度で新たな幼保連携型認定こども

園というのができまして、幼稚園と保育所、両

方の機能を備えたやつなんでございますが、そ

のためには、幼稚園教諭の免許状と保育士の資

格、両方を持ってないといけないと、そういう、

保育教諭というんですが、それがもう絶対必要

になるもんですから、法律では５年間の猶予期

間がございまして、１つでも５年間はやってい

いよということでございますから、その後がも

う必ず２つないといけないということでござい

まして、保育あるいは教育現場のスタッフを確

保するためには、ぜひ２つ取ってもらうという

中でこういった制度が設けられているところで

ございます。

○太田委員 はい、わかりました。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○後藤委員 29ページ、この認定こども園の移

行ですね、当然、市町村、子育て支援会議等々

を立ち上げられ、調整会議ももう進んでるとこ

ろもありますけど、県のスタンスですね、やは

りある程度市町村にお任せする部分が多分にあ

るんじゃないかと思うんですよ。どうしても、

その地域の実情というのがありますから、幼稚

園さんが保育園さんに移行するのはいいけど、

保育園さんは今のところ移行というのは余りな

いみたいなんですけど、どうしても近隣とこの

幼稚園・保育園とがどうしても存在してるもん

ですから、ある程度、県がそういった指導的な

あれができない、どうしてもやっぱり市町村の

支援会議の中で調整してもらうということでよ

ろしいんですよね。

○長友こども政策課長 委員がおっしゃるとお

りでございまして、今度の新制度の実施主体は

市町村となっておりますので、まず市町村がそ

の中でそのケースに応じた状況把握とか、ある

いは対策を打っていただくと。で、県はそれを

もう積み上げたような形で整理するんですけど、

どうしてもその市町村間で調整のつかない部分

は、県の立場で調整をさせていただく部分が出

てくることもあると思います。やはり市町村を

またいで子供さんたちが保育所に行ったりとか

しておりますので、そういったのの調整がつか

ないときは、うちのほうが出向いていって調整

させていただくというようなイメージで整理し

たいと考えております。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 184ページで、母子福祉対策費です

よね。ひとり親家庭自立支援給付金事業、給付

金ですからお金を支給するということになるん

だと思いますけど、これ、県内に何人ぐらい支

給を受けていらっしゃる方がいらっしゃるんで

しょうか。で、１人当たりの金額ですね、１件。

○村上こども家庭課長 平成25年の受給者の人

数は、22人受けておりまして─１人当たりの

金額ですね。ちょっとお待ちください。この22

人の方が一月、非課税世帯につきましては10万

円、課税世帯の方につきましては７万500円を、

上限２年ということで受けていらっしゃいます。

○宮原委員 これ、ずっと受けられるわけじゃ

ないんですね。もう２年間という、もう縛りが

あるんですね。

○村上こども家庭課長 平成25年度から上限２

年ということになっております。

○宮原委員 それと、今度はその前のページで、

里親委託事業費ということで事業費が出てるん

ですけど、要は、里親として受けていいですよ

という方がいないと、当然、これはうまくいか
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ないということになるんですけど、現在、そう

いうような状況で里親としての数というのはど

のぐらいいらっしゃるんですか。

○村上こども家庭課長 登録していただいてお

ります里親数は111件、そのうち委託、子供さん

を預かっていただいております里親さんが52件

となっております。

○宮原委員 実際、里子さんとうまく合わない

といかんということになるんですけど、要望と

しては、子供たちはその里親のとこに行きたい

という状況が結構うまくいってるんですかね。

なかなか合わないという状況なのかどうか。そ

のあたりはどんな状況なんでしょう。

○村上こども家庭課長 今、国のほうも里親を

進めていこうということで方針を出しておりま

して、将来的には３割ぐらいは里親にしていこ

うという方針でおられまして、今、宮崎県とし

ましては、まだ14.1％ぐらいの委託率というこ

とで、まだそこには達してないので、来年度つ

くります家庭的養護の推進計画というのに盛り

込んでいくわけなんですけれども、やはり今、

委員がおっしゃいましたマッチングという部分

が非常に大事ですので、里親になりたいという

里親さんと、まあ、子供がみずから希望してと

いうのは余りございません。施設に入られてい

る子供さんたちで、この子供さんは里親さんに

預けたほうがいいというような愛着障がいの方

とか、より家庭的な雰囲気で養育したほうがい

いという子供さんの中から里親さんとこう引き

合せて、時間をかけてマッチングをしていくと

いうような、今、状況でございます。

○宮原委員 大変だと思いますけど頑張ってく

ださい。よろしくお願いします。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 私の知ってる人も２人ぐらい里親

になってもう大分、あれ、里親になった後の、

何ていうの、手続じゃないけど、いろいろ県と

か行政から指導とか、そういうのは、里親になっ

てからの報告義務とか、何かそんなのはどうなっ

とるんですか。

○村上こども家庭課長 里親さん、登録してい

ただきましたら、確かに、長く登録いただくも

んですから、今は５年に１回、更新をしていた

だくことになっておりまして、研修を受けてい

ただくことになってます。

○中野委員 研修。

○村上こども家庭課長 はい。５年に一度の研

修を必ず受けていただくようになっております。

○中野委員 そうすると、もう里親になってか

らは何かいろいろあるわけ、子供を里親として

預かるというか、養子縁組してからは。

○村上こども家庭課長 養育里親ということで、

養子縁組せずに、社会的養護といいますか、預

かっていただいてる方は５年に１回、里親さん

は子供さんを預かられても研修を受けていただ

きますけれども、もし、養子縁組とか結ばれま

したら、もう養育里親という措置、児童相談所

が措置をするという形はもう終了しますので、

もう親子の関係ということで、あとは余り県の

ほうはかかわることはありません。

○中野委員 29ページの「子ども・子育て支援

新制度」、これ、事業概要で「待機児童解消加速

化プラン」とあるけど、まだ宮崎は待機児童と

いうのも、そんなに多いですかね。

○長友こども政策課長 宮崎県は、待機児童は

ございません。

○中野委員 ないな。

○長友こども政策課長 はい。

今おっしゃられたプランの内容でございます

が、これは、27年までに待機児童がいるという
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中で20万人の保育の量を確保しようと。あるい

は29年、これが推計では一番子供の数が多くな

るんですけど、それに向けてまた20万人、合計

で40万人の待機児童が減らせるような対策を

打っていこうというようなプランでございます。

本県におきましては、市町村ごとに手を挙げ

るような形になっておるんですが、６市町村が

今、手を挙げてる状況にございます。

○新見委員長 中野委員、よろしいですか。

○中野委員 はい。それとですね……

○村上こども家庭課長 済みません。先ほどの

回答でちょっと追加をさせていただきたいんで

すが、里親さんは毎年、里親会のほうでも研修

を開かれてまして、その事務局が地区の場合は

児童相談所にありますので、児童相談所のほう

が音頭をとって毎年の研修を行われてるという

ことです。で、５年に１回、更新をしていただ

くということになっております。

○中野委員 ちょっと場所がわからんように

なったけど、ちょっと教えてください。児童手

当、例えば、町村によって小学校までは医療費

は無料とか、中には中学校まで無料とかあるっ

ちゃけど、国が補助でやっとる分というのは、

医療費、小学生、どこまでが、177ページ、29

億9,600万、児童手当、さっきの（「乳幼児医療

費」と呼ぶ者あり）これ、児童手当というのは、

何かそんな説明なかった。違うかったか。

○長友こども政策課長 今の乳幼児医療費のほ

うということでよろしゅうございましょうか。

乳幼児医療費につきましては、県と市町村でそ

れぞれ負担しながらやってるところなんですけ

ど、市町村のほうが県基準を上回って無料化し

たりとか、そうしてるところでございます。

県の基準といたしましては、入院につきまし

ては、５歳までがワンレセプト350円を支払って

いただければ、あとはそういった補助金のほう

で対応するというような形になっております。

それと入院外、病院にかかったりとか、ある

いはお医者さんに訪問してもらったりとかする

入院外につきましては、２歳までがワンレセプ

ト350円を払っていただければ、あとは補助の対

象になりますし、３歳から５歳につきまして

は、800円という数字で負担してもらって、この

制度を運用してるというような状況にございま

す。

○中野委員 そしたら、その800円とか無料とい

うのは、市町村が負担してるっちゃね。

○長友こども政策課長 おっしゃるとおりでご

ざいます。市町村のほうが自分のところで出し

て補助しているというような形になっておりま

す。

○中野委員 中学生まで無料というとこはある

んですか、市町村。何かあれば、そんなこと聞

いて、いろいろ比較されてから。

○長友こども政策課長 中学校卒業まで無料と

いうか、補助対象にしているところがございま

す。入院については11市町村、入院外について

は８市町村ございます。それと、リンクはしな

いんですけど、自己負担がないというところも

７市町村ほどございます。

○中野委員 ちょっと参考に、国富、綾はどう

なってるんですか。

○長友こども政策課長 自己負担なしの市町村

に国富と綾が入っております。

○中野委員 綾と国富と違うという話で。はい、

わかりました。

○星原委員 181ページの児童虐待対策事業費と

いうことで、とりあえず前年度からの１億1,100

万円余が現計では１億2, 2 0 0万ということ

で、1,100万ぐらいふえていって、今後の26年度
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予算では、逆に今度、当初予算ベースでも2,000

万以上を減らしてるんですが、これはどの部分

がこういう対策費の事業の中で減らされた部分

ですか。

○村上こども家庭課長 一つは、先ほど御説明

しました、次のページの一番上の児童虐待防止

対策緊急強化事業、ここで4,000万減っておりま

すが、これは安心こども基金から児童相談所と

か市町村が児童虐待のために環境を整備するた

めの補助金が出てたのが、安心こども基金のメ

ニューからなくなりまして、その分、市町村に

出してた補助金がなくなったということで4,000

万減っております。児童虐待対策事業費の中で

は大きく減ったのは、それ１つでございます。

○星原委員 それと、この中の１番にある、そ

の「家庭支援体制整備事業」という形で3,000万、

予算が組んであるんですが、これはどういう中

身になるんですか、事業の中身としては。

○村上こども家庭課長 これは、幾つかの事業

が入っておりまして、まず、「児童虐待対応協力

員設置事業」といいますのと、「児童相談心理判

定機能強化事業」、「子どもほほえみダイヤル事

業」という３つの事業がこの家庭支援体制整備

事業ということでなっておりまして、一つは児

童指導員とか、児童相談所の中で子供にいろい

ろ対応していただく保育士等の方を非常勤でお

願いしている事業になっております。

あと一つは、心理判定のほうを強化するとい

うことで、心理士の方を非常勤で雇っている事

業が一つと、あと、「子どもほほえみダイヤル」

といいますのは、夜中の12時まで、９時から12

時までずっと交代で電話相談を受け付けてるん

ですけれども、その人たちと非常勤の方たちの

やはり報酬ということで、いずれも児童相談所

の機能を強化するための非常勤の方の報酬とい

うのが主なものであります。

○星原委員 こういう虐待防止の対策事業を行

われて、毎年このような予算を組まれて、成果

がどういうふうに出てるかというのを把握され

ながら、少しずつやっぱり中身は変わっていく

と思うんですが、やっぱり大きな課題というの

は、今、やりながらの中でも大きな課題という

のは何かあるもんなんですか。

○村上こども家庭課長 まず、成果のほうなん

ですけれども、いろいろ広報的に悲惨な事件が

報道され始めたというのも一つ大きくあるんで

すけれども、いろいろ広報で児童虐待がいけな

いとか、疑いでも通報してくださいとか、勇気

を出して通報してくださいとか、いろいろ呼び

かけを至るところでしたことによりまして、相

談件数がふえております。それによって、重大

な児童虐待の事例が若干やっぱり、水際で防げ

て、重大な事例が少し減ってきているのかなと

いうことで、一時保護所や、あるいは児童養護

施設に親子分離をして、児童相談所で預かって、

施設に措置しないといけないような子供さんが

若干減っているというのが、25年度の傾向です。

で、課題としましては、やはり、何せこう密

室で行われることですので、昨年の宮崎市の痛

ましい事件もそうなんですけれども、なぜ気づ

かなかったかということで、全く行政がタッチ

できない事例がやはりまだあるというところを、

どういうふうに拾っていくかというところが一

つ大きな課題ではないかと考えております。

○星原委員 こういう問題だけじゃなくて、今、

プライバシーというのが余りにもこう前面に出

てきて、なかなかこう入っていけない部分がか

なりあるんですよね。ですから、こういう児童

虐待の場合なんかでも、他人のことに余りこう

関心を持てないというか、昔だといろいろ注意
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できても、それがなかなか許されないというか、

世の中の流れも、そういうこともあったりする

んですが、行政の皆さん方がやっぱり、そうい

う場面に対応するときでもかなり相手方が抵抗

あるんじゃないかなというふうに思うんですが、

そういう課題はないんですか。

○村上こども家庭課長 児童相談所というとこ

ろに対して、非常に抵抗のあられる保護者の方

は今でも多いと思います。

ただ、児童虐待防止法とか児童福祉法の改正

によりまして、市町村のほうが相談窓口や、い

ろいろ安全確認等をしていただけるようになり

ましたことから、より住民の方に身近なところ

でいろいろ情報を収集できるようになったとい

うのは、一つ、いいことだと思いますし、要保

護対策地域協議会という、そういう関係機関の

集まりの中では、そういう個人情報とか、そう

いうことはもう認められておりまして、そこに

関係機関をどんどん入れることによって情報の

共有が図られるということで、大分やはり、法

の整備のもとでそういう情報も入れやすくなっ

てきたというのはあります。

○星原委員 今、いじめてる親というのはお母

さんのほうが６割だったかな、多いということ

なんですよね、おなかを痛めてながら。そして、

その人たちもやっぱり子供時代に親から虐待を

受けてた家庭が多いような感じを聞いてるんで

すが、そうなってくると、今のうちにそういう

ことを起こさないように、保育所なり、幼稚園

なり、学校なり、あるいはいろんな、それ以外

の地域なりの中で、その辺をいかに防いでいく

かということにしないと、やっぱり最終的にま

たその子が大きくなったときに、同じようなこ

とを繰り返すんじゃないかなという懸念がある

んですよ。

ですから、やっぱりその辺のところあたりの

対応をしっかりととるべきかなというふうに思

うんですが、その辺は、今いろんな事業をやら

れて対応はされてきてると思うんですけども、

行政がどこまで、だからその辺に踏み込んでい

けるのか、入っていけるのか、啓発とかＰＲと

か、いろんなことでの部分、プラス何ができる

かということもやっぱり一方では考えていかん

ないかんのかなという、結局、子供ですから、

何にも抵抗できないわけですよね。またいじめ

られるかもしれない、いろんなことが起こりま

すので、だから、そういう部分の察知の仕方を、

本当に地域の中で「見守る」という言葉が出て

きたりするんだけど、その辺の、地域全体でど

うやっていくかということと、もう一つは、我

々の田舎になると、もう本当、逆に子供がいな

いんですよね。だから、都市部の若い人たちが

住んでる地域でないと子供がいないんで、なか

なか周りに、私の周りでも子供たちがいないで

すから、だから、都市部のそういうところは、

余計、そういう隣近所のつき合いとか、いろん

なのが薄くなってるんじゃないかなというふう

に思うもんですから、そういう、地域によって

もやっぱり対応が違ってくると思うんで、その

辺の対策というか、対応の仕方を工夫しないと

いけないんじゃないかなというふうには思うん

ですが。今後またいろいろ考えていただいて、

少しでもそういう子供たちが、虐待に遭う子供

たちがいないような形に努力をいただければと

いうふうに思います。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○太田委員 先ほどの子ども・子育て支援新制

度のまたイメージが、今説明を受けながらわかっ

てきたんですが、例えば、29ページの資料のこ

の移行の推進支援事業を見た場合に、これは市
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立幼稚園から保育所へ変わるというところを支

援しますよということですが、特に、今、説明

があったように、６市町村がこのプランをつくっ

ているということですが、これは希望として幼

稚園の側がこども園に移行したい、５年以内に

でも移行したいというような要望というのは強

いんですか。

○長友こども政策課長 私立幼稚園から認定こ

ども園へ移行というようなことになるんですけ

ど、幼稚園につきましては、非常に園児数が、

定数を割ってるような状況の中で、認定こども

園に移行したいというところの要望というのは

強うございます。

○太田委員 はい、わかりました。これは、例

えば５年後とかになった場合に、幼稚園という

ものは、既存の幼稚園として残るところと、認

定こども園として生存を図る、この幼稚園の分

は、この２つの呼び名が残る可能性があります

ね。

○長友こども政策課長 新制度に向けての幼稚

園のその行き方でございますが、２つではござ

いませんで４種類ございます。今、補助金も絡

んで、幼稚園のままで残るというので、補助金

が今は私学助成をもらってるんですけど、今度、

新しくは施設型給付というのになりますが、そ

れをもらうかもらわないかで２つございます。

それから、認定こども園につきましても、幼

稚園型の認定こども園というのがございますが、

それともう一つ、幼稚園と保育所がもう合体し

た幼保連携型認定こども園というのがございま

す。

認定こども園、２種類にいけますので、全部

で４つの選択肢がございます。やはり、でも、

幼稚園としては認定こども園になりたいという

中で、今の経営状態を見ながら、認定こども園

になるためには調理室とか整備したりする必要

があることもございますので、そういった経費

との絡みとか、そういったのを勘案しながら判

断されていくものと思われます。

○太田委員 はい、わかりました。じゃ、幼稚

園という立場から見た場合４種類、将来存在す

ることになるだろうということでいいですね。

すると、今度は既存の保育園から見た場合、

かつて認定幼保園でしたかね、名称は、何か、

二、三年前にそういう、移行するような制度が

ありましたよね。保育所から見た場合、今まで

の保育所と何かいろいろあるんですか。

○長友こども政策課長 一昨年議論されたとき

は総合こども園というのがございました。幼保

が一体となったやつを総合こども園というよう

なことだったんですけど、法案が成立しなくて、

今先ほど申し上げましたように、幼保連携型認

定こども園という非常に長い名前の施設で落ち

ついたところでございます。

それで、今御質問のありました保育所のその

選択肢でございますが、これは３つございまし

て、今のままもういくというのも選択肢でござ

います。あるいは、認定こども園になるときに、

保育所型の認定こども園というのと、長い名前

の幼保連携型認定こども園というのがございま

すので、その３つになる選択肢が残っておりま

す。

○太田委員 はい、わかりました。今から混乱

すると思うんですよね。保育所と幼稚園、私た

ち、今までこの２つしか教えられなかったから、

それがいろいろ幼稚園では４つ、保育所では３

つに分かれていくということなんですね。

そうすると、先ほどの保育士が足りなくなっ

てきているというのは、保育士の免許を持って

いる人はいっぱいおられると思うんですよね。
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で、やっぱり保育士になりたがらないとかいう

のは、どっかの別なとこに勤めてるとかいうこ

とでしょうが、多少、賃金とか、働くあり方と

かあたりがやっぱりきつく思われてるんでしょ

うかね、保育所というのは。

○長友こども政策課長 実態を聞いてまいりま

すと、賃金も含めて、勤務条件といいますか、

書き物が多いとか、あるいは保育内容にしても

ペアレントトレーナーがいらっしゃってなかな

か思うようにさせてもらえないとか、そういっ

たもろもろがございまして、なかなかその現場

のほうに就任していただけないというような状

況があるみたいでございます。

○太田委員 県としては、保育士を確保するた

めに賃金を上げましょうという改善事業に取り

組んでいて、もう終わったんでしたかね、これ

は。

○長友こども政策課長 今年度、基金事業で対

応させてもらっておりまして、26年度はまた、

ちょっと先ほど御説明したんですけど、組みか

え事業としてまた続くというような形になって

おります。

○太田委員 そういうのを大いに活用してもら

うといいですね。はい、わかりました。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○星原委員 31ページの育児の日ということで、

丸新で事業をなされることなんですが、これは

いつが、365日が育児の日になってるんですか。

いつが育児の日という、こういう、命名をつけ

たということになると、どういう形で考えてる

んですか。

○長友こども政策課長 委員がおっしゃるよう

に、365日が育児の日ということは間違いないん

でございますが、でも、なかなかその県民の機

運の醸成といたしましては、何かポイントを設

けながら引っ張っていったほうがいいというよ

うなこともございまして、毎月19日を育児の日

というようなことで定めまして、そこを中心に

して身近な活動からやっていただくと。そして、

おっしゃるように365日いつでもいろんな、子育

て支援とか、子供に向けての支援をしていただ

くというようなことで考えております。

○星原委員 いろんな事業を設けられるのは結

構なんですけど、私から見ると家庭の日という

のは第３日曜ですかね、そういうのでずっとこ

う取り組んできてるんですよね。だから、要す

るに、そういう部分にもう少し力を入れて、家

族で、家庭で、あるいは地域でいろんな行事に

参加したりいろんなことをやってるんで、いろ

んなことに少しずつ予算をやるよりか、そうい

う、まあ、どうしてもその部分がなくなっていっ

たんなら新たにつくるということもあるんです

けど、そういうものにやっていかないと、薄く

広く何かやってるよという感じで、本当に地域

に人たちが、今言われるように、365日、当然親

子が、家庭が、地域が育てましょうという、そ

れは学校、家庭、地域で連携をとろうとか、い

ろんなことをやってる中でありますから、本当

に、何となく、若手の知事でという話だったん

で、余計、そんな辺が、何かこう、本当に県民

に浸透して、そういう事業として本当に進んで

いくのは、やってることは当たり前じゃないか

なという、それよりかもうやっぱり、予算が足

りないとか、あるいはいい事業に対して逆にやっ

て、何か目新しいことを設ければ何か仕事をし

てるようなというか、何かやってるような形に

なるような気がしてるんですが、その辺の取捨

選択というのもそろそろ考えないと、事業名だ

けがだんだんふえてきて、ほんで、金額的には

億の金をつぎ込みゃあいいけど、何百万とかそ
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んな程度で、じゃあ、県民全体で、県内全体で

見たときに本当にどれだけの人が恩恵受けたり、

どれだけの人が何かを感じたり、要するに、育

児の日なら育児の日ということで、それぞれ地

域で考える場ができたりとか、いろんなこう、

広がっていきゃあいいけど、確かに、ここにい

ろいろ４つポツで掲げてるようなことをという

けど、これなんかも、だから家庭の日でやって

るようなこととそう変わりないんじゃろうとい

うふうに思うんですよ。そうすると、家庭の日

自体が今度ぼやけてきたりするんじゃないかな

というふうに思うんですが、その辺についての

こういう事業を設けたときのその議論というか、

そういうことはなかったもんなんですか。

○長友こども政策課長 今、委員がおっしゃる

ように、私も一県民として見た場合に、育児の

日はあるわ、家庭の日はあるわ、何々の日はあ

るわといって、ちょっとなかなか整理しづらい

ところもあるのかなというところは感じている

ところでございます。

で、この育児の日を整理したときに、家庭の

日とダブるようなところもあったところなんで

すけど、家庭の日が昭和41年に制定されてこう

ずっと来てて、非常に伝統があると、で、目的

が青少年の健全な育成というような形で、ちょっ

と子供とか子育て支援とはかぶるようでかぶら

ないところもあると（笑声）というところもご

ざいまして、とりあえず育児の日という、運動

もさせていただくというような形で整理させて

もらったところでございます。

で、協賛店に入ってもらってサービスしたり

とか、そういったやつにつきましても、子供の

支援関係につきましても子育て応援カードを設

けて協賛店を募ったりとか、同じ事業的なのが

並行して動いてるような状況もございますので、

そこらあたりの重なり部分につきましては、

ちょっとこう啓発等をどうするかというのを含

めて、今後整理してまいろうと考えているとこ

ろでございます。

○星原委員 それは、区別をすればいろんな分

け方があるんで、今言われればそういうことも、

それはあるにはあるだろうと思うんですけど。

私が言うのは、事業が組まれてその成果が出

るために、要するに、親、子育て・子育ちとい

う、本当にそこの部分に成果が出るために、じゃ

あ、こういうイベント的なことを掲げれば、そ

れで本当になるのかなと。やっぱり虐待の子供

たちがなくなるとかというそういう要望の部分

とかに、まだまだそっちのほうが重要じゃない

かなという気もするもんですから、予算が厳し

い中でそんなにいろんな事業に細かく分けてい

くのが、要するに、県民の立場で見たときに有

効な事業として成り立ってんのか、あるいは知

事たちがそういう同盟組んで、若手で、サミッ

トで云々ということになったんでそういう何か

をつくらんといかんという、それも実験の形で

やってるだけの話であって、どこの県も同じだ

と思うんですよ。47都道府県、悩みとかいろん

な形の子育てをやっていく中の課題というのは

どこも一緒だと思うんで、やっぱりその辺に何

か工夫というか、いろいろやっていかないと、

予算が少ない中で厳しいんじゃないかなという

ふうに思うんですけど。これは、ことし一年やっ

ていかれてどういう反応、どういう成果が出る

か、一、二年やっていけばわかると思うんです

けど、もう親側から見たり、我々、地域から見

たときにはもう同じくくりの中で物事を判断し

てるような感じがするもんですから、改めてと

いう、私自身はそう思いましたので、そう述べ

させていただきました。頑張ってください。（笑
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声）

○後藤委員 関連なんですが、176ページ、まさ

しくこの今、未来みやざき子育て県民運動推進

事業をやられてるわけですよね。この育児の日

は、まさしくこの一環として出てこられて、星

原さんのおっしゃる、その、例えば、ここ見て

も、宮崎の子育て活性化事業、地域子育て・子

育ち応援事業ですね。で、今回のこの育児の日

といってもやはり地域の子育て支援活動を実践

してる団体表彰ということで、非常にあれなん

ですが、だから、私は、せっかく県民運動を展

開してるわけですから、その推進事業のポツと

して一つ一つ上げると整理がついて、じゃあ、

県民の皆さん方は一緒になって子育て頑張りま

しょうよと、こう出るんじゃないかなという気

がしてるんです。

だから、今、星原さんがおっしゃる、大体、

そうなんですけど、例えば、この地域子育て・

子育ち応援事業といっても、まさしくこの地域

のあれですよね。こういうときに、例えば、県

民の方が、こういう事業があるから、こういう

ことをやりたいんだがというときに、我々も相

談を受けて、あっ、こういう事業がありますか

らと、何というか、切り口が見え隠れすると非

常にいいんじゃないかなと思ってるんですけど。

だから、私はこの県民運動は推進したいんです

が、だから、今回の「育児の日」推進事業とい

うのとちょっとあれかなと。特に今回、このみ

やざき人財づくり基金を活用されてますので、

人材育成の面かなという気もするしというと、

あれですが。はい、済みません。

○長友こども政策課長 まさに、今おっしゃら

れた事業名が、まず、７番の未来みやざき子育

て県民運動、それから12番の地域子育て・子育

ち応援事業、そして、「育児の日」推進事業、こ

れにつきましては、これは全て県民運動の一環

ということでやりたいということで予算要求を

させていただいたところなんですけど、非常に

財源が厳しい中で、毎年度少しずつとっていく

ということの中で、こういった３つの事業が今、

並行して動いてるというようなことでございま

して、７番が平成24年、12番が平成25年、そし

て今度が平成26年というような形で積み上げて

きてるようなことで、県民運動を総合的にやっ

ていきたいということの、私どもの考えでござ

いまして、今おっしゃられた、県民運動でそう

いう意識を高めないといけないんですよという

趣旨は、この事業、それぞれあるんですけど、

しっかり県民に伝わるように工夫してまいりた

いと考えておりますので、また御指導、よろし

くお願いしたいと思います。

○中野委員 いや、俺もこれ見とって、365日と

いうのはいろいろ書いてなかったけんそんな日

かなと。

ほんで、これ本当、子育て見てると大変やわ。

逆に、子育て休業の日をつくってやったほうが

俺はいいと思う。（笑声）いや、本当。その日は

みんなで見てね、お母さん、休みなさいよとい

う、逆に。毎日しちょるのに育児の日ばっか言

われたら、子育てしてももう飽きがきてよ。い

やいや、本当、私は県民運動というて、今、県

民運動、部長、何か知っとる、県の県民運動。

県民運動よ、県民。

○佐藤福祉保健部長 地産地消。

○中野委員 知っちょる。

○佐藤福祉保健部長 100万泊。

○中野委員 うん、そうそう。３つあったです

よな。これにまたこんなのが来たらよ。もうお

母さんたちなんかがもううんざりするような話

だと、まあ、意見はそれだけ。
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○新見委員長 参考にしてください。

○中野委員 参考にして。175ページ、児童館を

ちょっと勘違いしよった。放課後児童健全育成っ

て、小学校でもやってるところがあるとよね、

これ。これは、上の児童館の費用ということで

すね。

○長友こども政策課長 児童館と放課後児童ク

ラブあるいは放課後子ども教室とは別でござい

ます。

○中野委員 何て。

○長友こども政策課長 児童館というのは、ハ

ード施設を設けまして、そこで……

○中野委員 うん、わかっとるとよ、２つでき

たから、国富に。

○長友こども政策課長 すると、放課後児童ク

ラブというのは、小学校１年から３年までを、

すぐ家に帰らせると親御さんがいらっしゃらな

くて危ないから、面倒を見るということで、そ

れはいろいろ公民館でやったりとか、学校の空

き教室でやったりとか、そういうのでやってる

ような事業でございまして、全く、とりあえず

別ではございます。

○中野委員 だから、ここの３番に書いてある

のは、この児童館に対する補助金でしょうと聞

いてるわけ。

○長友こども政策課長 済みません。３番の放

課後児童健全育成事業２億6,700万円余でござい

ますが、これは放課後児童クラブに対する補助

事業になります。はい。

○中野委員 例えば、これは、補助金というか、

委託金か何の形かわからんけど、これ、対象は

今、ちょっと名前忘れた、放課後何。

○長友こども政策課長 放課後児童クラブ。

○中野委員 ああ、児童。それは、何ぼぐらい

あって、それと、補助基準はどんな基準になっ

とるとか。

○長友こども政策課長 県内で放課後児童クラ

ブの数は25年度が208ございまして、そのうち補

助対象となったのが、25年度が申請時で141、26

年度当初で144を見込んでおります。

で、これの補助要件でございますが、年間開

設日数が250日以上、それから児童数が10人以上、

１日３時間以上の開設、その３つの要件があれ

ば補助対象にしております。

○中野委員 それと、やっぱり子育てと、やっ

ぱり幼稚園とか保育園にというでしょう。する

と、３時ごろで終わったりして、一時預けたり

する施設、それはこの中でどっかあるとですか

ね。一時預かり所みたいな事業としては。

○長友こども政策課長 幼稚園につきましては、

基本は教育時間が４時間でございますので、そ

の後、預かり保育という形で預かっている状況

でございます。それと、保育園につきましては、

園外、まあ、園内の子供たちは６時ぐらいまで

は面倒を見てもらってるんですけど、園外の人

たちの面倒を見るという一時預かり保育という

のがございますので、そういったので対応して

いる状況でございます。

○中野委員 そういうのに対しては県の補助と

かそういうのはないわけ。

○長友こども政策課長 幼稚園の預かり保育あ

るいは先ほど申した一時預かりでございますね、

それについては補助対象にしております。

○中野委員 してる。

○長友こども政策課長 はい。

○中野委員 それともう一つ、幼稚園の先生で

定年、一応やめるとやけど、県とか国の補助対

象、補助金、保育士に対する、あれの年齢制限

があるとですか。補助はないとか、保育士やら

幼稚園に出す場合の年齢。



- 113 -

平成26年３月12日(水)

○長友こども政策課長 それぞれの施設の保育

士の定年年齢につきましては、それぞれの内規

というか、規定がございますので、そちらによっ

てると思いますが、年齢が上でも雇っておられ

る方で常勤であれば補助対象としているような

運用をしております。

○中野委員 はい、わかりました。

○新見委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上で議案

に関する質疑を終了いたします。

そのほか何かありませんでしょうか、その他。

○中野委員 昔は少子化対策とかよう言いよっ

たけど、今は少子化対策そのものがこの子供対

策になったのかなと思うんですけど、少子化対

策という意識というのかな、そういうのはもう、

何かな、消えたわけじゃないやろうけど、こう

いうのが最たるものかなと思って、それでいい

んやけど。

○長友こども政策課長 以前は、合計特殊出生

率が相当落ちたときには少子化対策というよう

な言い方で施策を打っていたんでございますが、

次世代育成推進法というのができまして、その

法の制定のときぐらいから少子化対策を次世代

育成対策というような言い方をしておりました。

ただし、最近はやはり少子化対策というような

言い方も多々見受けられる状況でございます。

○中野委員 それと、今後の出生率、局の考え

方としては大体0.4とか、そんなのでこども対策

費も去年からちょっと減ってるよね。これから

の出生率か、これね、入学式に行くと幼稚園も

もうどんどん減って、小学校も減って、やっぱ

り最終的にはそういう対策だろうと思うんやけ

ど。

○長友こども政策課長 合計特殊出生率につき

ましては、平成20年、一番最新のデータです

と1.67ございまして、計画では1.7までは上げた

いということ、それ以上に上げたいんですが、

とりあえず1.7という数値を設定しております。

○新見委員長 ほかに。

○宮原委員 意見ですけど、いろんな事業をこ

うして見させてもらってて、子供たちをみんな

で面倒見らんないかんというような雰囲気なん

だけど、自分たちもはっきり言って、保育園と

いうのに行ってないんですよ。勝手にどっかそ

こら辺で遊んじょけという話なんですよ。まあ、

今、交通事情もこういうことだから事故に遭っ

たらいかんなということもあったりするんだと

思うんだけど、事業の中で世代間ですよ、例え

ば、３歳児と６歳児、その辺の上下関係が今余

りない状況もあったりする、小学生にもそう感

じるんだけど、何かそういうような、世代間を

超えて、上が下を面倒見らないかんというよう

な、これは教育委員会のほうがいいのかもしれ

んとですけど、そういうような何か事業という

のがあると、自分たちが小学校６年生のときに、

やっぱり小学校に行ってない子供たちも一緒に

遊んでたわけですよ。陣取りすりゃ権利がない

んだけど、みそんこといって、必ず、一緒に走

り回るんだけど、そんな状況がありよったわけ

ですわ。だから、全て上が下の面倒を見るとい

う状況の時代を過ごしてきたもんですから、ど

うもこう聞いてて、余りにも子供たちを過保護

にし過ぎたかな。放課後児童クラブも、今ちょっ

と変な人たちがたくさんいらっしゃるから囲っ

ときましょうという話で、骨ぐらい折れたって

すぐつながるとやからですよというぐらいの、

言えないんですけど、まあ、言っちゃったけど、

そういう状況が多少ないと、これから先の子供

たちはなかなかこう難しい時代を暮していかな
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ならんなという気がするんですけど、まあ、意

見ですからもう答え要りませんので、そういう

ところも頭に置いて、ちょっといろいろ御検討

いただくと。いろんな事業があっとですよ、先

ほど言われたように、どれをどうやってという

こともなんだけど、自立もさせていかないかん

わけですから、いつまでも手をつけちとっても

話にならんなというふうに思うもんですから、

意見として述べさせていただきました。済みま

せん。よろしくお願いします。

○新見委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上をもっ

てこども政策課、こども家庭課の審査を終了い

たします。

暫時休憩したいと思います。

午後２時34分休憩

午後２時40分再開

○新見委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

各課ごとの説明及び質疑が全て終了しました

ので、総括質疑に移りたいと思います。

福祉保健部の当初予算関連議案全般について、

何か質疑ありましたら出してください。

○原田福祉保健課長 昨日の説明の中でちょっ

と不十分な点がございましたので、補足をさせ

ていただきたいと思います。

１点目は、民生児童委員の協議会のお話でご

ざいます。

民生児童委員の協議会は民生委員法で、「民生

委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞い

て定める区域ごとに、民生委員協議会を組織し

なければならない。」ということで、法律で定め

られている協議会でございます。

この協議会の区域につきまして85あると申し

上げましたが、やはり同じ法律において、町村

においては１町村１ということで、あと市につ

いては幾つかの区域に分けて協議会を定めなさ

いということになっております。

で、市においては、おおむねですが、中学校

区単位で区域を定めております。民生委員の方、

定期的に会合とか開いていただいていますんで、

市全域で１つとなりますと、やはり負担がござ

いますので、中学校区単位での設定というのは

適切ではないかなと思っております。

あわせて協議会の運営費のことなんですけれ

ども、きのう１協議会当たり20万、県のほうで

負担してるというお話を差し上げました。で、

県が20万円負担しまして、それが市町村のほう

に行きます。その20万に市町村が独自でやはり

上乗せをいたしまして、協議会のほうに補助金

という形で流しております。その補助金を使い

まして、各協議会におきましては、例えば、研

修会のための費用、講師の派遣、旅費とか謝金

とかに使ったり、それから定例会を開きますの

でそれに必要な資料代に使ったりとか、あるい

は全国の会議とかあるときの代表で行かれる方

の旅費に支出したりとか、そういうことで支出

をされております。

で、これは市町村からの補助金ですので、収

支につきましては市町村のほうに報告されて、

適正に管理されていると思っております。

ただ、きのうちょっとお話がございましたが、

この補助金の会計とは別に、例えば、定例会の

後の懇親会のための経費とか、あるいは視察研

修のための旅行積み立てという形で、別途負担

金という形で取っていらっしゃる協議会もござ

います。

その中で、例えば、飲み会に参加しないけど
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お金だけは取られるとか、旅行には行かんけど

お金だけは取られるとか、そうした不満の声も

あるというような話も聞いております。

ただ、やはり長い歴史の中で協議会を運営さ

れておりまして、それぞれ運営されてるんです

が、先ほど言いましたように、補助金について

は、そういう執行をされてるんですが、それ以

外のところですね。やはり民生委員の方は非常

に負担が多いもんですから、やはりできるだけ

負担のないような形で、なおかつ気持ちよく活

動していただけるような協議会の運営になるよ

うに、やはり市町村等とも話をしながら指導を

してまいりたいと思っております。

あともう１点、別件ですが、きのう、最後に

防災の話がございまして、これから国、それか

ら県、そして市町村でしっかり話をしながら、

市町村ごとの避難計画を立てていくというお話

を差し上げたんですが、その中で、福祉保健部

としてどう対応していくかというお話がちょっ

と漏れておりましたので、ちょっとそれをお話

しさせていただきたいと思います。

基本的には、やはり我が部が所管します社会

福祉施設には高齢者、それから障がい者、それ

から乳幼児、いわゆる災害弱者と言われる方を

多く抱えておりますので、やはりその方の安全

面ということは非常に大事だと思っております

ので、施設の指導、それから社会法人の指導を

通じて、しっかりと避難計画が立てられている

かとか、訓練されているかと、そうした指導を

しっかりしてまいりたいと思っております。

あわせまして、ハード面でも高台移転を希望

されてるところ、それから、あるいは屋上のフェ

ンスをつくったりとか、避難のためのはしごを

つくりたい、そうしたハード面についても、活

用できる制度もございますので、またその相談

にも応じていきたいと思っております。

で、施設はそうなんですが、あわせて在宅の

高齢者とか、そういう、災害弱者に対する対応

なんですけれども、これはやはり地域の中で支

え合い、助け合いの仕組みというのが、いわゆ

る地域福祉の考え方ですね、これが大きく機能

を果たしていくのではないかと思っております。

で、きのう、新規事業で地域のきずなの話も

差し上げましたけれども、ああした仕組みをやっ

ぱり支援していきながら、しっかりその地域の

中でのそうした助け合いの仕組みを支援してい

きたいなと思っております。

あわせて、その仕組みの核となる人材という

意味では、地域福祉コーディネーターの話もい

たしましたけれども、あわせて、社会福祉施設

の職員とか、その他、福祉の関係者に防災士の

講義を受けていただいて、防災士の資格を取っ

ていただくような取り組みを進めております。

そうした方が核となって、地域におけるそうし

た避難計画を立てていただくとか、そういうこ

とも今後、進めていくことになろうかと思って

おります。そうしたことで、やはり地域におけ

る支え合い、そうした助け合いした人材とか仕

組みをつくっていきながら、しっかり基盤づく

りに取り組んでいきたいと思っております。

以上でございます。

○新見委員長 ありがとうございました。

質疑は。

○星原委員 今の福祉保健課長からあった、そ

の民生委員のことなんですけど、私もゆうべい

ろいろこう地元で相談、前に話を聞いた人に聞

いたんですが、今、県から１協議会に20万とい

うことだったですよね。そうすると、私の高城

が、都城市から75万、何か負担金でくれるらし

いんですよ。だけど、その高城も民生委員会の
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方たちが１人当たり5,700円、それで29名いらっ

しゃって、16万5,300円を県のほうに納めるとい

うわけですよね。20万もらっても、だけど16

万5,300円、今の話からいくと、それを上納する

んだったら何にも意味がないんじゃないかなと

いう話が一つ、何で補助金やって、また県に上

げなくちゃいけないのかというのが一つ。

もう一つは、今度、個人がもらってる３回で

３万5,000円ぐらいずつらしいんですわ。だか

ら、10万5,000円ぐらいかな、その中から、７、

８年前は6,000円ぐらいずつ、今度、都城市の何

かそういう、協会に納めた、今は何か4,000円ぐ

らいらしいんですよね。そうすると、その75万

から県に納める分を引くと５０何万しか残らん

で、その中で保険に入ったりとか、研修に行っ

たりとかコピーだとか、いろんなね。そして、

日当として出たときに500円ということだけど、

去年なんかもうその５０何万使い切って、出た

ときもその500円のガソリン代、そういうのもな

いぐらいなんだと。

だから、これはボランティアだからいいんだ

けども、県がくれる金が幾らで、何でその16万

何ぼ納めなくちゃいけないかというのが、都城

市にぼんと行って、75万来るもんだから、県が

今１協議会に20万て言われたのからいくと、効

果としては３万5,000円ぐらいしか、高城の人た

ちはもらってないことになるわけですよね。

だから、県のほうに納める分は、そういうこ

とじゃなくて、県のほうでそういうのを見ない

と、何のための補助金かわからんというのが、

この２つだけをぜひとってほしいということ

だったんです。自分たちがもらったんだから、

また都城市に出す分と、今度、負担金でもらっ

たやつを今度、県にまた20万もらってて、そう

いう返しで返さなくちゃいけないという部分が、

今までずっとそういうことでやってきてるみた

いなんですよ。

だから、田舎のほうはそれでもまだ地域で選

ばれてなってるけど、都城市あたりは、今度、

先ほど出たように、学校区でやってる人たちは

２万とか、また別途出して、いろいろしてるん

でなり手がいなくなってくるような話が出てる

ということなんですよね。だから、これが国の

制度である以上は、やっぱり国に対してもう少

しその辺の働きかけをしていかないと、出方も

学校の入学式、卒業式、体育大会とか、あとい

ろんな施設に回るとか、いろんな出方だけはも

う、そして、書類も活動記録というのを出せと

言われて、毎月の表をつくって出さされると、

こういう表にしたって、本当にどういう活用の

仕方をやってるのかね。

だから、いろんなことを頼まれて、そして障

がい者がおったり、生活保護家庭があったり、

それからもう一つは、何か生活福祉資金という

のを借りてて、車を買ったり、障がい者なんか

ね。そういうのまで何か上げてると、判こを押

してるもんだから民生委員で。

ただ、催促はするなとは言われてるけど、こ

う回っていって納めてくださいよという話をさ

せられるとか、その範囲はいっぱいあるのに、

実際はボランティアと言いながらもなかなか厳

しいんですよねというのが実態の話でした。

だから、それはもう私が聞いた話を伝えるだ

けですから、実態がどういうふうになってるか

はあれですけど、現実にはそういう話を、やら

れてる方から聞いて、今、話をしたとこであっ

て、県は20万円補助金をやってると言われたけ

ど、そういうことにはなってないんですよね。

その辺はどうなんですか。

○原田福祉保健課長 今、5,700円のお話がござ



- 117 -

平成26年３月12日(水)

いまして、この5,700円は、やはり各協議会です

ね、上部団体にも属しておりまして、県の協議

会とか、それから全国の協議会とか、そこに入っ

てる会費がございまして、それを合わせると各

民生委員当たりの人数で会費を納めてるもんで

すから、それがどうも5,700円ということになっ

て、協議会によっては、それはもう事前にも協

議会全体で払っているということで、個人から

は徴収しないような協議会もございます。ただ、

それはもう各協議会の運営の仕方でございまし

て、やはり一度、活動費としてお渡しした額か

らそういう形で徴収されると非常に負担感もあ

ろうかと思いますんで、ちょっとどういう形で

そういう負担金を取るかというのは、やっぱり

今後、ちょっと検討していく必要があろうかな

とは思っております。

いずれにいたしましても、民生委員の方は非

常に負担が多くなっておりまして、その中でど

う負担を軽くしていくかというのは、やはり引

き続き検討していく必要があろうかと思ってお

ります。

○星原委員 いやいや、個人が負担してるとい

うのは4,000円の分ですよ。市から、市のほうの

民児協に払ってる、個人がもらった給料の中か

ら払ってる部分は4,000円なんで、その5,700円

というのは、市からもらった負担金の中で、そ

れからも納めなさいという形で、自分たちの口

座じゃなくてその協議会に来てるわけですよ、75

万という金が、市のほうから。それは、県から

市に行ってるから、20万だったら都城市の倍で

あれば55万が市が出してるという計算なんです

よ。

だから、県からもらってるはずなんだけど、

それがわからんということで、今、話の20万な

んですが、個人が払ってるんじゃなくて、協議

会に来たやつの、高城なら高城に来たやつから16

万5,300円、また上納せなくちゃいけないという

話で、個人の部分じゃないんですよ、それはね。

個人の部分は都城市の民児協に今度またパート

代とか何か、人件費にだということで何か払わ

されてる分が個人に来たやつの中から4,000円、

前は6,000円だったのが今4,000円になったとい

う話なんで。

だから、県が負担してる負担してると言うけ

ども、現実には、そういうふうに言っちゃうと、

本人たちもその高城の29名の人たちから見りゃ、

その県から来てる分は３万5,000円も切ってるぐ

らいの金しか来てないですよという話になるわ

けですよ。上納組織があって納めさせる、だか

ら、その上納組織に納める分ぐらいは、逆に県

なら県がそういうのをやって、こういう活動費

にもらえれば500円の、月に定例会が１回と研修

会が二、三回あるらしいんで、500円のそのガソ

リン代もその16万5,000円ぐらいあると何とか高

城の場合だと出せるんだけども、それさえもう

出ないですよというぐらいの今、実態らしいん

ですよ。

○原田福祉保健課長 はい、事情がわかりまし

た。で、県が出してるのはその20万とあわせて

各民生委員の活動費というのは、また別な形で

市のほうにお払いしまして、それをあわせて協

議会のほうに流してるということみたいです。

その中でちょっと、20万が最終的にどういう

形でというのはちょっとなかなか難しいところ

があるんですが、やはり今のお話を聞きますと、

なかなか各協議会の運営費、厳しい面もあるん

ではないかと思いますんで、またちょっと市町

村とも話してみたいと思います。

○星原委員 市町村もだけど、国の制度でやっ

てるんだったら、国に話してもう少し予算をも
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らうぐらいしないと、市町村とのないとこ同士

でこうやったってしようがないんで、国に対し

てやっぱり、その制度自体を続けようとすれば、

この人口1,000人当たり１人とか、そういう形で

そういう人を置くというんなら、やっぱり─

見回り隊があるんですよ、この人たちは、高齢

者のひとり暮らしの。ほんで、月に１回は何か

弁当を持っていったりとかいろんなこともした

りとかしてるらしいんですよ。やっぱりそうい

う地域の高齢者の見回り、そういうことまで入っ

てくるんで、やっぱり国が本当に、ただ制度で

流して、まあ、昔は民生委員というと、何か名

誉職みたいな形で云々だったけども、もうそう

いう形でやっていける時代じゃないということ

もやっていかないと、なかなか解決しないんじゃ

ないかな、国ともやっぱりその辺の実態の話を

すべきだと思うんですよ。

○原田福祉保健課長 先ほど言いました、民生

委員の活動費と、それから協議会への負担金に

つきましては、地方交付税の単価がございまし

て、その単価で出しているという状況です。そ

ういう意味では、国に対してやはり民生委員の

大変さというのを訴えながら、そうした単価を

上げていくとか、そういう要望はしていく必要

があろうかと思います。

○星原委員 それともう一点、いろんなこうい

う書類を出せとか、いろんなことを言ってきた

り範囲は広がってるみたいなんで、逆に言えば、

今度、それをやってる中身を精査していただい

て、時間的なものの制約を受ける部分を減らす

工夫で逆にこうやるとか、その金が出ないんだっ

たら、そういう部分を逆に負担を減らす形は何

かできないかとか、そっちの逆の意味の知恵も

出してほしいなと、私は思うんですけど。

○原田福祉保健課長 今、お話を聞いて、やは

り熱心に活動していただくほど負担がふえると

いうことになりますんで、そういう意味で軽減

できるところをやはり工夫しながら、軽減でき

るところは軽減しながら、やはり本当に地域の

中でうまく活動していただけるような仕組みを

また考えていきたいと思います。

○星原委員 よろしくお願いします。

○中野委員 ちょっと今の説明で、市町村ごと

に協議会、20万といったらね、すると、例えば、

国富、綾とは数が違うわけよ、人口も違う。そ

れでも一緒、20万、20万。

○原田福祉保健課長 一緒でございます。

○中野委員 いや、だから、それも、そうする

と上部組織、そこには県から補助金出してない

と、活動費とか負担金は。

○原田福祉保健課長 上部組織にはございませ

ん。

○中野委員 すると、その上部組織というのは

任意の組織になるわけ。

○原田福祉保健課長 上部組織も会費を集めて

おりまして、そこで運営をされております。

○中野委員 いや、本当、俺も地域に今おって

から、本当ね、民生委員というのはいろんな話

があって大変。で、あとしっかり、今聞くと、

もう、県は20万出して終わりというような感じ

がするっちゃけど、もうちょっとしっかり……。

あれ、補助金、何。

○原田福祉保健課長 県からは市町村への負担

金ということなんです。

○中野委員 負担金と補助金じゃっち、中身は

一緒やけど、後をとる資料が違うけどね。これ

はしっかり、やっぱり今から高齢者がふえるし、

やっぱりしっかり対応も考えて、今、なり手も

ないわ。

それと、高齢者関係の、いわゆる何というの、
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相談が多いなると難しいやろ、今、社会保障の

仕組みはね。いろんな話があるからもうちょっ

としっかりやっぱり指導せんといかんわけよね。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○太田委員 確認ということで質疑させてもら

いますが、午前中でしたか、もう十分議論され

たんで、県立看護大学のあり方検討委員会の関

係ですね。で、学生さんの実態をちょっと、わ

かってれば確認したいんですが、というのは、

県外から入学する子供たち、それからもう県内

から入ってくる子供、学生さん。例えば、県外

から入学してくる学生さんたちが、自分の出身

自治体もしくは自分の出身地にある大きな大病

院の何らかの修学資金なり、そんなものを受け

てて、そして私は宮崎の看護大学に入ったけど、

卒業したら私は戻らざるを得ませんとかいうよ

うな縛りがかけられてる制度でもあってあるの

かなとか、もしくは県内から入学する学生さん、

県内から入学する学生さんが、その宮崎県民の

学生さんがとある大阪、東京あたりの大病院の

何らかの育英資金というか、何かそういう支援、

修学資金みたいなものを受けてて、それで私は

大学卒業したらもう大阪に行かないかんとです

わとかいうことでもあってる実態があるのかな

と思って、そんなのはあるんですか。なければ

いいんですけど。

○長倉医療薬務課長 県内の修学、いわゆる養

成所においては、確かに県外からの奨学金を受

けて、そして、言ってみればその奨学金の制度

の中で県外のほうに行かれるという方はいらっ

しゃるというのを聞いています。で、看護大に

ついて、そういった学生がいるかどうかという

のを、個人がやってることですから正確には把

握できませんが、そういった生徒が多いという

ような話は聞いておりません。多いというのは、

全くいないかということはちょっと申し上げら

れませんが、たくさんいて、そのおかげで外に

出るというような話は余り聞いてはいないとこ

です。

○太田委員 宮崎県も、ほら、医師修学試験貸

与制度とか、もう一生懸命、宮崎県に残ってほ

しいということでやってますよね。同じように

ほかの県でもそういうふうにやってたりとか、

看護大学に入ってくる子供たちが何らかの縛り

を受けとってであれば、この検討委員会のほう

でも、即回答は出ないと思いますが、そういう

議論もあっていいかなと思って……。わかりま

した。そんなにないとはいうことなんですね。

はい、わかりました。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○後藤委員 先日、部と話したんですけど、やっ

ぱり今回の施策、新規事業を含めてなんですが、

やはり地域のきずな等々で、やはりこの無縁社

会と言われて久しくなって、それでアクション

プランにも地域有縁システムの構築という大き

な重点目標があるんですよ。で、その部になっ

てるの私は福祉保健部じゃないかなとつくづく、

原田課長がおっしゃったこの「絆」再生事業も

そうなんですけど、この無縁社会をいかに有縁

社会に構築していく中で、この福祉施策を絡め

て地域のネットワークづくり、先ほどの民生委

員さんもそうなんですけど、そういった施策を

もうはっきり福祉保健部が担ってるんだという、

だから、文言として「地域有縁システム」とい

うのを入れてほしいなという気があるんですよ。

総合施策部がしっかりしてますけど、なかな

か出てこないもんですから、私はまさに今回の

施策見ても無縁から有縁にしていく中で福祉政

策が県民の方へ入っていくんじゃないかな、浸

透していくんじゃないかなと思うんで、ぜひこ
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の「地域有縁システム」という言葉を考慮して

いただきたいと。要望ですけど、お願いします。

○中野委員 その他ですか。

○新見委員長 いや。

○中野委員 何でもいい。

○新見委員長 総括的な。

○中野委員 福祉保健部、私ね、これから、ど

この予算もそうやけど、伸びるのは、福祉保健

部の予算というのはいや応なしに伸びていくわ

けやね。それで、我々もこんな数字を部分的に

見てもよ、いいとか悪いとか判断もつかんし、

本当に、何かわびしい感じがしながらこの数字

を見とるわけやけど。

この間、そういう中で長野県の佐久病院に行っ

てきました。それで、今も委員長が説明した中

で、あそこの長野県全体、あれは社会保障費の

中で、日本一１人当たりの負担が一番、社会保

障のという話。

それで、もう一つ覚えてるのは、いわゆる医

療に関しては、治療よりか予防に重点を置いて

るという話で。だから、長野とうちがどんくら

い、人口比でいった場合違うのかなという計算

した、まだしとらんけど、うちはやっぱり基本

的にそういう方針、さっきの、育児の日の県民

運動もいいけど、そういう、やっぱりトータル

的な、今から一番、行政にとって、一番重みに

なってくる少子化もまだ高齢化がどんどんああ

やって、そういうやっぱり運動を、私は起こし

たらどうかなと思うんですよ。

それで、そういう中で、例えば医療費、薬剤

師なんかも、こないだ言ったけど、やっぱり後

発医療薬品、県病院なんかでも十何％ぐらいや

ね。やっぱそんなのこう、トータル的な大きな

やっぱり社会保障という部分の改善というか、

方向をやっぱり、俺は、打ち出していくべきじゃ

ねえかなと思うけど、部長、どうですか。本当

は知事でもいいっちゃけど。

○佐藤福祉保健部長 世の中に、赤ちゃんから

高齢者までいるんですけど、わかりやすく言い

ますと、子供がたくさんできる環境づくり、そ

れは先ほど説明しました、いろんな育児の環境

づくりだろうと思いますけど、一方で高齢者も、

別に年とって悪いわけじゃない、ただ、病気に

なり、あるいは重度の介護が必要になりという

ところに保障費がかかる、医療費がかかる、介

護費用がかかるということですから、できるだ

け多くの子供を安心して生み育てられる環境を

つくりながら、要するに、病気になる前に健康

づくりをしましょうと、若い人も、30代、40代、50

代の人もそれなりに運動しましょうと、食生活

も考えましょうと、そういうことをしながら、

高齢期、特に75歳以上になると非常に有病率な

り介護になる方が多いので、介護になる年数、

いわゆる健康寿命が例えば70歳としたら、今、

平均寿命が男性だと80ぐらいですから、10年ぐ

らい健康でない期間があるんですね。で、その

健康でない期間を少しでも短くしようというの

が今の私の考えてる部分で、要は、健康長寿日

本一みたいな政策を掲げて、いろんな事業展開

をやっていかないといけないのかなと思って、

今いろいろ検討はしてるんですけど、まだ予算

のところまでいってませんが、やっぱり長野も

もともと寿命が低くて、塩辛いものを食べたり

して、そこの反省から30年、40年の歴史で今が

あるんですね。

で、住環境からいえば、断然宮崎のほうがい

いわけで、そこに足りないのはやっぱりある意

味の危機感みたいなものでしょうから、そこを

植えつけながら、やっぱり県民トータルで健康

長寿日本一の宮崎みたいなものをつくっていき
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たいなというふうに思ってます。そういうこと

を、今いろいろ考えてみますけど、今年度、新

年度の事業にはちょっとのせられませんでした

が、今後、その先に向けては何かしていきたい

なと思ってます。

○中野委員 いや、だから、じゃ、ほしたら健

康寿命でいったら今どげんなっとる、宮崎は、

長野と比較して。

○和田健康増進課長 健康増進課でございます。

ちょっと長野県との比較ができないんですけど、

宮崎県の健康寿命につきましては、男女とも全

国的にはいいほうで、恐らく全国で都道府県順

位をつけると10位あたりになってるんではない

かなというふうに思う。ちょっと今、正確なデ

ータがございませんので、また後ほどそのデー

タについては提出させていただきたいと思いま

す。

○中野委員 そういう中で、今から社会保障と

いうて医療費が物すごいかかっておるわけ。ま

たそういうのを含めて、やっぱり社会保障費の

中では予防、治療よりか予防ですよというよう

な、そういうやっぱり経費削減になるわけや、

みんなで。その分、ほかにも金が回るし、だか

ら、そういう考え方をちょっと表に出して、い

いとこはどんどん、俺は、まねしてもいいと思

うんで。どうですかという話でしょう。

○佐藤福祉保健部長 本当に今から社会保障費

がかかって、若い人は本当にもう１人の高齢者

を１人で支えないかんという時代が来て、とて

もじゃない、今の社会保障が継続できるのかと

いう危機感を私どもも持ってまして、あと５

年、10年すれば、私も逆にお世話になるほうに

なるかもしれないという、自分のことを置きか

えても非常に危機感を持ってます。

で、そこをやはり我々の世代もですけど、若

い世代も含めて、やはり予防に力を入れましょ

うと、健康づくりにと。そこで、宮崎は今、男

が何位か女が何位かはちょっとしかと覚えてま

せんが、どちらかが８位でどちらかが11位です、

全国で。だから、それほど日本一が遠いところ

にはない、要するに、そんなに上のほうには、

届かないところではないので、そういうもので

も掲げながら、何かやっていったら宮崎の環境

だったらそこにいけて、で、そういうところだっ

たらまたいろんな人が集まってくるんじゃない

かなという期待感も持ちながら、福祉保健部と

してはそういう取り組みをしっかりとやってい

きたいなと思っております。

○中野委員 私が言ってるのは、じゃあ、長寿

社会になって医療費がかさめば、医療費のこと

を俺は言ってるわけ、逆に。長寿社会になって

も医療費がどんどん膨らったらどうかという話

で。何かそこ辺の、県民運動じゃないけど、あ

そこは、長野の場合は佐久病院だけでやっとる

話か、県全体で取り組んどる話か、そこまでは

ちょっと確認できんかったけど、そういう長寿

社会の中になおかつ、健康になってもらわんと、

寝たぎりで、あんた、長寿社会になったらよ、

金が要るっちゃ。だから、まあ、極端やけどね。

そういう意味で、そういう運動を起こしたらど

うですかという話になると、あんた、長寿社会

を目指すというから、俺の言うとことかみ合っ

てないわけよ、今。かみ合ってらんとよ、俺に。

○佐藤福祉保健部長 健康な長寿です。寿命が

延びればいいとは言ってないんです。元気な高

齢者をつくり……。それは健康長寿という話、

かみ合ってると思ってるんですが。

○中野委員 だから、具体的に、元気なという

のは、どういう、具体的な運動をするかという

話になるわけ。それを長野県は医療としては、
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治療よりか予防にウエートを置いてるという言

い方、何かそういうことを俺は言ってるわけ。

○新見委員長 まあ、そういった。

○中野委員 それじゃ、ちょっと資料、要望。

全国の社会保障費、いわゆる社会保障なんかの

医療負担、それと何があるか、医療に年金とか、

その分の各県の順位、平均、あれ、10万人当た

りの１人かわからんけども、そういう資料があ

れば、別にいつかわからん、いいけど、長野県

が日本一になったという、それは出ると思うけ

ど、今回じゃなくても次回の委員会ぐらいにそ

ういう資料を……。

○新見委員長 今、中野委員が言われた……。

○中野委員 だから、医療費、介護費、年金は

もういいわね、みんな一緒やからね。（「医療と

介護よ」と呼ぶ者あり）うん。医療と介護やな。

（「１人当たり」と呼ぶ者あり）だから、どうい

うデータがあるか、10万人見てるか、長野県が

日本一で低いですよといった数字まで根拠を聞

いとらんちゃけど。出るやろ。

○佐藤福祉保健部長 医療にもいろんな保険者

がありますので、部分的なものじゃなく、傾向

がわかるもの……。

○新見委員長 じゃ、まず要望に基づいての資

料をぜひとってください。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、請願の審査に移りた

いと思います。

まず、継続請願第41の１号について、委員か

ら質疑はありますでしょうか。請願第41の１号、

継続請願です。ないですかね。修学資金貸付制

度の拡充並びに介護福祉士養成に係る離職者訓

練云々というやつ。わかります。継続請願につ

いての質疑はないですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは次に、新規請願第46号

「手話言語法制定を求める意見書の提出につい

ての請願」について、執行部のほうから説明は

ありますでしょうか。

○古川障害福祉課長 障害福祉課です。特に説

明はございません。

○新見委員長 それでは、委員から質疑はあり

ますでしょうか。

○太田委員 この意見書の中を見ると、聾学校

では手話は禁止され、社会では手話を使うこと

で差別されてきたというような表現も長い歴史

があったということで、聾学校では手話は禁止

されてた時代があったということだろうと思う

んですが、今の状況とか雰囲気はどうなんです

かね、手話に対しては、聾学校等では。

○古川障害福祉課長 以前は、口を読むという

ことで、口話でということで進められたんです

けども、一応1993年に文部科学省の諮問委員会

が調査しまして、そのときに公立学校における

手話使用に関する暗黙裏の制限は事実上撤回さ

れたと、報告書によりまして。で、2005年に参

議院のほうで質疑がございまして、文部科学省

の初等中等教育局長が日本手話を用いて聾教育

を行うことについては、法的に何の制約も存在

していないという答弁はされております。現在

は、手話と口話で、口で授業はされておるよう

です。

○太田委員 はい、わかりました。

○新見委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上をもっ

て福祉保健部を終了いたします。

執行部の皆さんには大変に御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。
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午後３時17分休憩

午後３時26分再開

○新見委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うということになっております

ので、14日に行いたいと思います。

開会時刻は13時30分としたいのですが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

そのほか何かありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上をもっ

て本日の委員会を終わります。

午後３時26分散会
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午後１時30分再開

出席委員（７人）

委 員 長 新 見 昌 安

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 星 原 透

委 員 中 野 廣 明

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総務課主任主事 橋 本 季士郎

議事課主任主事 大 山 孝 治

○新見委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いたいと思います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 一括の声がありますので、それ

では、一括して採決をいたします。

議案第１号、第４号、第20号、第22号、第31

号、第38号から第40号、第43号、第48号から第50

号につきましては、原案のとおり可決すること

に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号ほか11件につきましては、原案のと

おり可決すべきものと決定をいたしました。

次に、請願第41の１号「修学資金貸付制度の

拡充並びに介護福祉士養成に係る離職者訓練（委

託訓練）制度の継続実施に関する請願」の取り

扱いはいかがいたしましょうか。

○太田委員 前回が継続ということであったわ

けですが、この請願の事項及び理由のところの

丸２のとこに、返還免除条件の５年間従事する

ということをできるだけ解除してもらえんだろ

うかというのがこの請願の内容のようですが、

これも気持ちはわからんでもないところはあり

ますが、宮崎県あたりは、そういう働く人をで

きるだけ呼び込もうとする中では、できるだけ

安定して働いてほしいなという気がする。ここ

はちょっと、だめという意味じゃなくて、継続

して、今後少し調査なりでもしておくべきかな

というような気がするもんですから、皆さんの

意見がもしあれば、気持ちはもう少し継続でと

いう気持ちですけど、何かそれぞれの意見があ

れば聞かせとってもらいたいなと。

○新見委員長 ほかに御意見。（「賛成」と呼ぶ

者あり）

それでは、ただいま太田委員のほうから、継

続にしてもうしばらく調査すべきじゃないかと

いう御意見がございました。

それでは、お諮りをいたします。請願第41の

１号を継続審査とすることに賛成の方の挙手を

求めます。

〔賛成者挙手〕

○新見委員長 挙手全員。よって、請願第41の

１号は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第46号「手話言語法制定を求める

意見書の提出についての請願」の取り扱いはい

かがいたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ただいま採決という御意見がご

ざいました。

平成26年３月14日(金)
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それでは、請願第46号については採決との意

見がございますので、お諮りいたします。この

際、この請願を採決することに御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、請願第46号の賛否を

お諮りいたします。請願第46号について採択す

べきものとすることに賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

○新見委員長 挙手全員。よって、請願第46号

は採択とすることに決定をいたしました。

ただいま請願第46号が採択となりましたが、

請願第46号は意見書の提出を求める請願であり

ます。ここで、意見書（案）を配付いたします。

〔意見書（案）配付〕

○新見委員長 ただいまお配りしました「手話

言語法制定を求める意見書（案）」について、何

か御意見はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 よろしいですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）

それでは、お諮りいたします。意見書（案）

については案文のとおりとし、当委員会発議と

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 御異議ありませんので、そのよ

うに決定をいたします。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関

する調査」につきましては、継続審査といたし

たいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望等はご

ざいませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時37分再開

○新見委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ございませんでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 では、そのようにいたします。

そのほか、何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上をもっ

て委員会を終了いたします。委員の皆さんには、

大変にお疲れさまでした。

午後１時37分閉会


